
資料4－8－1  

厚生労働省発食安第0123007号  

平成 2 0 年1月 2 3 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   
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諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の  

事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

次に掲げる農薬の食品中の残留基準設定について  

シラフルオフェン   
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資料4－8－2  

平成20年3月3日  

薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会長 吉倉 廣 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会   

農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

農薬・動物用医薬品部会報告について   

平成20年1月23日厚生労働省発食安第0123007号をもって諮問された、食  

品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくシラフルオフェ  

ンに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った  

結果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。  
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（別添）  

シラフルオフェン  

1。品目名：シラフルオフェン（Silafluofen）  

2．用途：殺虫剤   

ケイ素原子を有する殺虫剤である。作用機構は昆虫の神経膜のナトリウムイオン透  

過性を変化させることにより神経線維の伝導をブロックすることにより作用すると考   

えられている。  

3。化学名   

4－ethoxyphenyl［3－（4－fluoro－3－phenoxyphenyl）propyl］dimethysilane（IUPAC）   

（4－ethoxyphenyl）［3－（4－fluoro－3－phenoxyphenyl）propyl］dimethylsilane（CAS）  

4．構造式及び物性  
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H3C－CHr  －CH㌻－CHさ－CH  

分子式  C25H2，FO2Si  

分子量  408．6  

水溶解度  0．001mg／L（20℃）  

分配係数   logl。Pow＝8．2（22℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用病害虫の範囲及び使用方法   

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

作物名  となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基  

づく適用拡大申請がなされたものを示している。  

（1）0．5％シラフルオフェン粉剤  

シラフルオフェン  

作物名  適用場所  適用病害虫名   使用量   
本剤の  

使用時期  
使用画数   

を含む農薬の  

総使用回数   

ウンカ類  

ツマグロヨコバイ  

カメムシ類  

イナゴ類  

コブノメイガ   
稲  

イネドロオイムシ  
2回以内   2回以内  

収穫7日前まで  

フタオピコヤガ   

イネットムシ  

イネアザミウマ   

かんしょ  4kg／10a     ナガジロシタバ  3回以内  
散布  

3回以内   

だいず  2回以内  2回以内   

えだまめ  3回以内  3回以内   

カメムシ類                    水田作物、 畑作物  
等の多年生雑草が康占  

3～4kg／10a  2回以内 2回以内   

（休耕田）   

している休耕田  
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（2）1．0％シラフルオフェン粒剤  

作物名   適用 

ネミ 

ネド 

稲   イ 

ウ 

マグ 

シラフルオフェン  

病害虫名   使用量   
本剤の  

使用時期  
使用回数   

を含む農薬の  

総使用回数   

ズゾウムシ   2～3kg／10a   

ロオイムシ  

ナゴ類  収穫21日前まで  2回以内  散布  2回以内  
3kg／10a  

ンカ類  

ロヨコバイ  

（3）19％シラフルオフェン乳剤  

シラフルオフェン  
適用病害虫  

作物名  適用場所  
本剤の  

名   
希釈倍数  使用液量  使用時期  

使用回数   
を含む農薬の  

総使用回数   

ウンカ類  

ツマグロヨコ／くイ  

じゆんさい  じゆんさい田   
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（4）20％シラフルオフェン水和剤  

シラフルオフェン  

作物名   適用病害虫名   希釈倍数  任用液量  使用時期   
本剤の  

使用回数   
を含む農薬の  

総使用回数   

ウンカ類  
16倍  0．8L／10a   

ツマグロヨコバイ  
稲  収穫14日前まで  2回以内   

空中  

カメムシ類  散布   
2回以内  

イナゴ類  
60倍   3L／10a   

（5）20％シラフルオフェン水和剤  

シラフルオフェン  

作物名   適用病害虫名  希釈倍数  使用液量   
本剤の  

使用時期  
使用回数   

を含む農薬の  

総使用回数   

カメムシ類  

かんきつ   チャノキイロアザミウマ   

シンクイムシ類  

ハマキムシ類  

りんご    キンモンホソガ  

ギンモンハモグリガ  

カメムシ類   200～  

700L／10a   
収穫14日前まで   

シンクイムシ類  

なし  ハマキムシ類  

カメムシ類   

カキノヘタムシガ  

カメムシ類  
かき  

チャノキイロアザミウマ  
2000倍  2回以内  散布  2回以内  

カキクダアザミウマ   

チャノコカクモンハマキ  

チャハマキ  

チャノホソガ  200～  
茶  

ヨモギエダシヤク  400L／10a   
摘採21日前まで   

チャバドリヒメヨコバイ  

チャノキイロアザミウマ  

モモハモグリガ  200～  

匡司  
カメムシ類  700L／10a   

収穫前日まで   
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6．作物残留試験   

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

・シラフ／レオフェン  

②分析法の概要   

試料をアセトン抽出し、n－ヘキサンに転溶後、フロリジルカラムクロマトグラ  

フィーで精製し、ガスクロマトグラフ（GC／MS）で定量する。  

定量限界0．01～0．1ppm  

（2）作物残留試験結果   

①水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を計3回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量注1）は〈0．02、く0．02ppmで  

あった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 0．5％粉剤を計3回散  

布（4kg／10a）したところ、散布後7～14日の最大残留量は6．80、6．38ppmであ  

った。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、1．0％粒剤を計3回散布   

（3kg／10a）したところ、散布後21～28日の最大残留量はく0．02、く0．02ppmであ  

った。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、1．0％粒剤を計3回散  

布（3kg／10a）したところ、散布後21～28日の最大残留量は3．28、5．16ppmであ  

った。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希釈  

液を計2または3注2）回散布（150L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残  

留量は0ト．06、0．02ppmであった。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希  

釈液を計2または3注2）回散布（150L／10a）したところ、散布後14～21日の最大  

残留量は13．4、4．49ppmであった。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希釈  

液を計3回散布（150L／10a）したところ、散布後7日の最大残留量は0．08、0．06p叩  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の500倍希釈液  

を計3回散布（25L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は0．03、0．02  

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希釈  
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液を計2回散布（150L／10a）し、0．5％粉剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散  

布後7日の最大残留量は0．04、0．03ppmであった。ただし、これらの試験は適用  

範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の500倍希釈液  

を計2回散布（25L／10a）し、0．5％粉剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布  

後7日の最大残留量は0．03、0．02ppmであった。ただし、これらの試験は適用範  

囲内で行われていない。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後6注3）～28日の最大残留量は4．75、4．18ppmであ  

った。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希  

l 釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量は4．10、  
5．56ppmであった。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後8～42日の最大残留量は〈0．1、く0．1ppmであった。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後14～42 日の最大残留量はく0．1、  

〈0．1ppmであった。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の16倍希釈  

液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後27，32日の最大残留量はく0．02、  

〈0．02ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後27，32日の最大残留量は1．92、  

1．00ppmであった。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後13～21日の最大残留量は1．42、  

1．04ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希釈  

液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後27，32日の最大残留量は〈0．02、  

く0．02ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後27，32日の最大残留量は2．52、  

4．54ppmであった。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後13～21日の最大残留量は1．81、  

3．34ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  
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水稲（玄米）を用いた作物残留試験（3例）において、 0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）し、19％乳剤の2，000倍希釈液を計2回散布（150L／10a）したところ、  

散布後14～28日の最大残留量は0．04、0．04、0．06ppmであった。ただし、これ  

らの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（3例）において、0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）し、19％乳剤の2，000倍希釈液を計2回散布（150L／10a）したところ、  

散布後14～28日の最大残留量は8．82、6．02、9．14ppmであった。ただし、これ  

らの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）し、19％乳剤の500倍希釈液を計2回散布（25L／10a）したところ、  

散布後14～28日の最大残留量は0．03、く0．02ppmであった。ただし、これらの試  

験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を1回散布  

（4kg／10a）し、19％乳剤の500倍希釈液を計2回散布（25L／10a）したところ、  

散布後14～28日の最大残留量は6．70、5．66ppmであった。ただし、これらの試  

験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（100L／10a）し、19％乳剤の2，000倍希釈液を計2回散布（150L／10a）  

したところ、散布後14～28日の最大残留量は0．04、0．08ppmであった。ただし、  

これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000  

倍希釈液を1回散布（100L／10a）し、19％乳剤の2，000倍希釈液を計2回散布  

（150L／］．Oa）したところ、散布後14～28日の最大残留量は7．71、9．30ppmであ  

った。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の16倍希釈  

液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後27日の最大残留量はく0．02ppm  

であった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後27日の最大残留量は1．28ppm  

であった。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の16倍希  

釈液を1回空中散布（0．8L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は1．05  

ppmであった。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（1例）において、 20％水和剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（100L／10a）したところ、散布後27日の最大残留量はく0．02ppm  

であった。ただし、この試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の2，000  

倍希釈液を1回散布（100L／10a）したところ、散布後27日の最大残留量は1．76ppm  
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であった。ただし、この試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の2，000  

倍希釈液を1回散布（100L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は1．24  

ppmであった。ただし、この試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、5％水和剤を1回空中散  

布（200mL／10a）したところ、散布後40，38 日の最大残留量はく0．02、〈0．・02ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、5％水和剤を1回空中  

散布（200mL／10a）したところ、散布後40，38日の最大残留量は1．02、1．36ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（2例）において、5％水和剤を1回空中  

散布（200mL／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は0．68、0．54ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希釈  

液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後40，38日の最大残留量はく0．02、  

0．02ppmであった。   

水稲（稲わら）＼を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後40，38日の最大残留量は1．83、  

4．48ppmであった。   

水稲（青刈り）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（150L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は1．00、  

2．54ppmであった。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の16倍希釈液  

を計2回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後14～21日の最大  

残留量は〈0．02、く0．02ppmであっ・た。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の16倍希釈  

液を計2回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後14～21日の最  

大残留量は3．52、3．94ppmであった。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、 5％水和剤の4倍希釈液  

を1回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後14日の最大残留量  

は0．02、く0．02ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、5％水和剤の4倍希釈  

液を1回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後14日の最大残留  

量は2．14、3．64ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希釈  
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液を1回散布（120－150L／10a）したところ、散布後14日の最大残留量は0．04、0．04  

ppmであった。   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、19％乳剤の2，000倍希  

釈液を1回散布（120－150L／10a）したところ、散布後14日の最大残留量は4．36、  

6．86ppmであった。  

②茶  

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の1，000倍希釈   

液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後21日の最大残留量は26．6、9．00   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後21日の最大残留量は0．08、0．04   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、10％乳剤の1，000倍希釈液   

を1回散布（1000L／10a）したところ、散布後21～30日の最大残留量は3．47、0．84   

ppmであった。  

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、10％乳剤の1，000倍希釈   

液を1回散布（1000L／10a）したところ、散布後21～30日の最大残留量は0．04、   

く0．03ppmであった。  

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、10％乳剤の1，000倍希釈液   

を計2回散布（200－1000L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量は1．84、   

2．20p印1であった。  

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、10％乳剤の1，000倍希釈   

液を計2回散布（200－1000L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量は   

く0．04、く0．04ppmであった。  

③かき  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後14～45日の最大残留量は0．72、   

0．30ppmであった。  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量は1．13、   

d．50ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

④なし  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後14～45日の最大残留量は0．20、   

0．14ppmであった。  
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なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量は0．42、  

0．26ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑤りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～45日の最大残留量は  

1．06、0．20ppmであった。  

⑥みかん  

みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量は   

0．03、く0．02ppmであった。  

みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量は   

5．32、3．10ppmであった。  

みかん（果実全体注4））を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の   

2，000倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残   

留量は0．90、0．80ppmであった。  

⑦夏みかん  

夏みかん（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，boo   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留量は   

く0．02、く0．02ppmであった。  

夏みかん（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残留畢は  

1．54、1．68ppmであった。  

夏みかん（果実全体注4））を用いた作物残留試験（2例）において、20％水和剤   

の2，000倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大   

残留量は0．52、0．56ppmであった。  

⑧ゆず  

ゆず（果実全体）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（500，700L／10a）したところ、散布後14～30日の最大残   

留量は1．08、0．80ppmであった。  

⑨大豆  

大豆（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、 0．5％粉剤を計3回  
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散布（取g／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量はく0．02、く0．02ppmで  

あった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

大豆（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、 19％乳剤の16倍希  

釈液を計2回無人ヘリコプター散布（0．8L／10a）したところ、散布後14～21日の  

最大残留量はく0．02、〈0．02ppmであった。  

⑩えだまめ  

えだまめ（さや）を用いた作物残留試験（2例）において、． 0．5％粉剤を計3回   

散布（亜g／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は0．51、0．56ppmで   

あった。  

⑪かんしょ  

かんしょ（塊根）を用いた作物残留試験（2例）において、0．5％粉剤を計3回．   

散布（4kg／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は〈0．02、く0．02ppmで   

あった。  

⑫じゆんさい  

じゆんさい（葉）を用いた作物残留試験（1例）において、19％乳剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（100L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量はく0．02   

ppmであった。  

じゆんさい（葉）を用いた作物残留試験（1例）において、19％乳剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（100L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量はく0．02   

ppmであった。  

肇もも  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2、例）において、20％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（400，700L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は   

く0．02、く0．02ppmであった。  

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（400，700L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は   

6．89、1：i．4ppmであった。  

⑭すだち  

すだち（果実全体）を用いた作物残留試験（1例）において、20％水和剤の2，000   

倍希釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後14～42日の最大残留量は   

0．58ppmであった。  

これらの試験結果の概要については、別紙1を参照。  
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注1） 最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期  

間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定l羊おける暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2） 2回目の散布は雨間散布であったため、2日後に散布し直し3回となったものであること  

から、本来最大使用条件下として定められた2回の試験成績の誤差範囲内とみなし、当該  

試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている。  

注3） 6日で行われた試験を本来最大使用条件下として定められた7日の試験成績の誤差範囲内  

とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている。  

注4） 分析部位の重量比を基に算出している。  

7．魚介類への推定残留量   

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省   

から魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農   

薬の水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：BioconcentrationFactor）   

から、以下の通り魚介類中の推定残留量を算出した。  

（1）水産動植物被害予測濃度  

本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田   

PECtier2注2）及び非水田PECtierl注3）について算出したところ、水田PEC   
tier2は0．080ppb、非水田PECtierlは0．094ppbとなったことから、非水田PE   

Ctierlの0．094ppbを採用した。  

（2）魚類濃縮性試験   

14cでフエノキシ基を標識した14c－シラフルオフェン（0．001ppm）を用いた28日間   

の取込期間及び42日間の排泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施さ   

れた。14c放射能濃度分析の結果から、総残留放射能（TRR）としてのBCFはB   

CFss＝816と算出された。  

一方、合わせて実施された3日後及び21日後の可食部、非可食部及び魚体全体に   

おける代謝物の定性の結果、3日後の非可食部において、 極性代謝物が9％TRR未   

満認められた以外は、いずれもシラフルオフェンであった。  

木魚類濃縮性試験から、シラフルオフェンのBCFは、BCFss＝816と算出した。  

（3）推定残留量  

（1）及び（2）の結果から、水産動植物被害予測濃度：0．094ppb、BCF：816と   

した。  

推定残留量＝0．094ppb X（816×5）＝383．52ppb＝0．38352ppm  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準  
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設定における規定に準拠  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したも  

の。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品  

中に残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への  

残留基準設定法」報告書）  

8．乳牛における残留試験   

乳牛に対してシラフルオフェンを小麦粉団子中に混和し14日間強制経口投与（20、   

40、80mg／牛・日注〉）し、牛乳に含まれるシラフルオフェン含量を測定したところ、   

投与開始後］し～14日後及び最終投与後1～7日後の残留量は、20mg投与群でく0．05～0．10   

ppm、40mg投与群でく0．05～0．20ppm、80mg投与群で〈0．05～0．24ppmであった。（定   

量限界：0．05ppm）  

注）「農薬の登録申請に係る試験成績について」（12農産第8147号農林水産省農産園芸局長通知）の  

運用について（13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知）で、乳牛は、1日1頭当たり  

稲わら2kgまたは飼料作物20kgを摂取するものとして投与量を算出することとされており、20  

mg／牛／日は、飼料である稲わら中の濃度として10ppzDに相当する。   

乳牛に対してシラフルオフェンを散布した稲わら（乳剤散布群：10、20、40mg／頭・  

日、粉剤散布群：10、15mg／頭・日）またはシラフルオフェンを小麦粉団子中に混和し  

14日間強制経口投与（10、40mg／牛・日）し、牛乳に含まれるシラフルオフェン含量  

を測定したところ、投与開始後1～14日後及び最終投与後2日後の残留量は、シラフ  

ルオフェンを小麦団子中に混和し40mg投与した群でく0．05～0．10ppmであり、それら  

以外の全ての稲わら及び小麦団子投与群において定量限界未満であった。（定量限界：  

0．05ppm）  

9．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び同法第24条第2  

項の規定に基づき、平成19年10月12日付け厚生労働省発食安第1012001号により食品  

安全委員会あて意見を求めたシラフルオフェンに係る食品健康影響評価について、以下  

のとおり評価されている。  

無毒性量：11．O mg／kg体重／day  

（動物種）  イヌ  

（投与方法） 混餌投与  

（試験の種類）慢性毒性試験  

（期間）  1年間  

安全係数：100  

AD  

17   



10．諸外国における使用状況   

JMPR における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調  

査した結果、いずれの国及び地域においても基準値が設定されていない。  

11．基準値案  

（1）残留の規制対象  

シラフルオフェン本体のみ  

なお、食品安全委員会によって作成された農薬評価書においては、暴露評価対象   

物質としてシラフルオフェンを設定している。  

（2）基準値案  

別添2のとおりである。  

別紙2中で「基準値現行」の欄において0．05ppm、の基準値を設定している農産物   

は、本来、食品衛生法第11条第3項の規定に基づき、「人の健康を損なうおそれの   

ない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」（一律   

基準）である0．01ppmで規制するところ、分析法の状況を考慮し、0．01ppmまでの   

分析が困難と考えられたことから0．05ppmの残留基準を設定したものである。今回、   

本剤については0・91ppmまでの分析が可能となったことから、0・05ppmの基準を削   

除し、一律基準（0．01ppm）で規制することとした。  

（3）暴露評価  

各食品について、本薬が基準値案の上限の畳まで残留していると仮定した場合、   

国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大摂取   

量（TMDI））のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別   

系氏3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が   

全くないとの仮定の下におこなった。  

TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   6．8   

幼小児（1～6歳）   14．0   

妊婦   6．0   

高齢者（65歳以上）   8．1   

注）TMDI試箕は、基準値案×摂取量の総和として計算している。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今  

18  
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般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  

19   



（別紙1）  

シラフルオフェン作物残留試験一覧表  

農作物   試験周  
試験条件  

場数  剤塾   使用土・使用方法  回数  経過日数   
最大残留量（ppm） 

水稲  
2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   3回  7，14日   

圃場A：く0．02（3回、7日）（‡）  

（玄米）  圃場B：〈0．02（3回、7日）（＃）   

水稲  
2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   3回  7，14日   

圃場A：6．80（3回、14日）（＃）  

（稲わら）  圃場B：6．38（3回、14日）（＃）   

水稲  
2  1．0％粒剤   3kg／10a散布   3回  21，28日   

圃場A：く0．02（3回、21日）（‡）  

（玄米）  圃場8：く0．02（3回、21日）（＃）   

水稲  
2  1．0％粒剤   3kg／10a散布   3回  21，28日   

圃場A：3．28（3回、28日）は）  

（稲わら）  圃場B：5．16（3回、28日）（‡）   

水稲   
2   

19％乳剤   2000借散布   呈回  ⊥皇，19日  圃場A：0．06（注1）   

（玄米）  150L／10a  1ま，21日  圃場B：0．02   

水稲   2  19％乳剤   2000借散布   』．19日－  圃場A：13．4（3回、19日）（注1）   之回  
（稲わら）  150L／10a  迅．21日  圃場8：4．49   

水稲   
2   

19％乳剤   2000借散布   3回   
圃増山：0．08（3回、7日）（＃）   

（玄米）  
150L／10a  7日            圃場B：0．06（3回、7日）（＃）   

水稲   
2  19％乳剤   500倍散布   3回  14，21日   圃場A：0．03（3回、14日）（＃）   

（玄米）  25L／10a  圃場B：0．02（3回、14日）（＃）   

水稲   19％乳剤   2000借散布150L／10a  2＋1回  7日   圃場A：0．04（3回、7日）（＃）   

（玄米）  2               ＋0．5％粉剤   十4kg／10a散布  圃場B：0．03（3回、7日）（＃）   

水稲   19％乳剤   500借散布25L／10a  2＋1回  7日   圃場A：0．03（3回、7日）（＃）   

（玄米）  2               ＋0．5％粉剤   ＋4kg／10a散布  圃場B：0．02（3匡Ⅰ、7日）（＃）   

水稲  
2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   1回  6，14．28日   

圃場A：4．75（1回、6日）  

（稲わら）  圃場B：4．18（1回、6日）   

水稲   2  19％乳剤   2000借散布   l匡l  1生，28日   
圃場A：4．10（1回、14日）   

（稲わら）  
150L／10a  圃闇拍：5．56（1回、14日）   

水稲  
2  0，5％粉剤   4kg／10a散布   1回  8，14，28，42日   

圃場A：〈0．1（1回、8日）  

（稲わら）  圃場B：く0．1（1回、8日）   

水稲 2  19％乳剤   2000倍散布   1回  」A，28．42日   
圃場A：〈0．1（1回、14日）   

（稲わら）  
150L／10a  圃場B：く0．1（1回、14日）   

水稲   2  20％水和剤   16倖空中散布   27日  圃場A：く0．02（1回、27日）   1回  

（玄米）  
0．8L／10a  32日  圃場ち：く0．02（2回、32日）   

水稲   2  20％水和剤   16倖空中散布   27日  圃場A：1．92（1回、27日）   1回  

（稲わら）  
0．8L／10a  32日  圃場B：1．00（2回、32日）   

水稲   2  20％水和剤   16借空中散布   ユA21日  圃場A：1．42（1回、14日）   1回  

（青刈り）  0．8L／108  13，20日  圃場B：1．04（1匡I、13日）   

水稲   2  19％乳剤   2000借散布   27日  圃場A：く0，02（1回、27日）   1回  

（玄米）  
150L／10a  32日  圃場B：く0．02（2回、32日）   

水稲   2  19％乳剤   2000借散布   27日  圃場A：2．52（1回、27日）   l回  

（稲わら）  
150L／10a  32日  圃場B：4．54（2回、32日）   

水稲   2  19％乳剤   2000借散布   1回  上ま21日  圃場A：1．81（1回、14日）   
（青刈り）  150L／10a  13，20日  圃場B：3．34（1回、13日）   

圃場A：0．04（3回、14日）は）  
水稲  3  0．5％粉剤 ＋  

（玄米）  

4kg／10a散布  
1＋2回  14，21，28日   圃場B：0．04（3回、14日）（＃）  19％乳剤    ＋2000倍散布150L／10a  

圃場C：0．06（3回、14日）（＃）   

圃場A：臥82（3回、14日）（＃）  
．水稲  4kg／10a散布  

（稲わら）   3  0．5％粉剤 ＋19％乳剤    ＋2000倍散布150L／10a  1＋2回  14，21．28日   圃場B：■6．02（3回、14日）（‡）  
圃場C：9．14（3回、14日）（＃）   

水稲   2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   圃場A：0．03（3匡l、14日）（＃）   

（玄米）  ＋19％乳剤   1＋2回  14，21，28日         ＋500借散布25L／10a  圃場B：く0．02（3回、14日）（＃）   

水稲   0．5％粉剤   4kg／10a散布   圃場A：6．70（3回、14日）（＃）   

（稲わら）  2  1＋2回  14，21．28日  圃場B：5．66（3回、14日）（＃）   

水稲   圃場A：0．04（3匡l、14日）（＃）   

（玄米）  2  20％水和剤  2000倍散布100L／10a  1＋2回  14，21，28日       ＋19％乳剤  ＋2000倍散布150L／10a  圃場B：0．08（3回、14日）（＃）   

水稲   圃場A：7．71（3匡I、14日）（‡）   

（稲わら）  2  20％水和剤  2000借散布100L／10a  1＋2回  14，21．28日       ＋19％乳剤  ＋2000借散布150L／10a  圃場B：9．30（3回、14日）（＃）   

水稲  ロ  20％水和剤   16借空中散布  
0．8L／10a   1回  27日   

（玄米）  圃場A＝く0．02（1回、27日）   
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試験周  試験条件  

場数  剤型   使用量・使用方法  【司教  経過日数  
最大残留量（ppm）  

ロ  20％水和剤   16倍空中散布  
0，8L／10a   1回  27日   

圃場A：1．28（1回、27日）  

ロ  20％水和剤   16倍空中散布  
0．8L／10a   1回  上皇，21日  

圃場A＝1．05（1匡l、14日）  
】  

20％水和剤  2000倍散布  
150L／10a   1回  27日   

圃場A：く0．02（1回、27日）  

ロ  20％水和剤   2000倍散布  150L／10a   1回  27日   
圃場A：1．76（1回、27日）  

ロ   20％水和剤  2000倍散布  
150Lノ10a   1回  上皇．21日   

圃場A＝1．24（1回、21日）  

2  5％水和剤   
40日  陶場A：く0．02（1回、40日）（＃）  

200mL／10a空中散布  1回  
圃場B：く0．02（1回、38日）は）       38日  

2  5％水和剤   
40日  圃場A：1．02（1回、40日）（＃）  

200mL／10a空中散布  1回  
囲場B：1，36（1回、38日）（＃）       38日  

2  5％水和剤   
圃場A：0．68（1回、14日）（＃）  

200mL／10a空中散布  1回  14，21日  
圃萄拍：0．54（1回、14日）（＃）  

2000倖散布   40日  圃場A：く0．02（1回、40日）（＃）  
2  19％乳剤  1回  

150L／10a  38日  圃場B＝0．02（1回、38日）（＃）  

2000借散布   40日  圃場A：1．83（1回、40日）（‡）  
2  19％乳剤  1回  

150L／108  38日  圃場B：4．48（1匡i、38白）（＃）  

2  19％乳剤   2000倍散布   
固着A：1．00（1回、14日）（＃）  

150L／10a  1回  14．21日  
圃場B：2．54（1回、14日）（＃）  

16倖無人ヘリコプター散布   圃場A：く0．02  
2  19％苧L剤  0．8L／10a  2回  ヱ曳21日  

圃場Bニく0．02  

16借無人ヘリコプター散布   圃場A：3．52  

2  19％乳剤  0．8L／10a  呈回  jA21日  
圃場B：3．94  

2  5％水和剤   
4倍無人ヘリコプター散布  1回  14日   圃場A：0．02（1回、14日）（＃）  

0．乱ノ10a  圃場B：く0．02（1回、14日）（＃）  

2  5％水和剤   
4倖無人ヘリコプター散布   画境A：2．14（1回、14日）（＃）  

0．8L／10a  1回  14日  
圃場B：3．64（l回、14日）（＃）  

2  19％乳剤   2000倍散布   
閲場A：0．04（1回、14日）  

120－150L／10a  l回  14日           圃場B：0．04（1回、14日）  
2000倍散布   圃場A：4，36（1回、14日）  

2  19％乳剤  120－150L／10a  1回  14日  
圃場B：6．86（1回、14日）  

1000倍散布   圃場A：26．る（2回、21日）（＃）  
2  20％水和剤  300L／10a  2回  21日  

圃場B：9，00（2回、21日）（射  

2  20％水和剤   1000借散布   
圃場A：0．08（2回、21日）（＃）  

300L／10a  2回  21日  
圃場B：0．04（2回、21日）（＃）  

1000倍散布   圃揚Aニ3．47（1回、21日）  
2  10％乳剤  1000L／10a  1回  21，30日  

圃場B：0．84（1回、21日）  

1000借散布   圃場A：0，04（1匡l、21日）  
2  10％乳剤  1000L／10a  1回  21，30日  

画境B：く0．03（1回、21日）  

1000倍散布   圃場A：1．84（2回、21日）  
2  10％乳剤  200－1000L／10a  2回  21．28，42日  

圃場B：2，20（2回、21日）  

1000倍散布   圃場A：く0．04（2回、21日）  
2  10％乳剤  200－1000L／10a  2回  21，28，42日  

圃場B：く0．04（2回、21日）  

2000倍散布   圃場A：0．72  

2  20％水和剤  500L／10a  呈回  4，21，30．45日  
圃場B：0．30  

1000借散布   圃場A：1．13（2回、14日）（＃）  
2  20％水和剤  500L／10a  2回  14，21，30日  

圃場B：0．50（2回、14日）（＃）  

2000借散布   圃場A：0．20  

2  20％水和剤  500L／10a  呈回  ，21，30，45日  
諷堤B：0．14  

1000借散布   圃場A：0．42（2回、21日）（＃）  
2  20％水和剤  500L／10a  2回  14，21，30日  

圃場B：0．26（2回、14日）（＃）  

2000借散布   圃場A：1．06  

2  20％水和剤  700L／10a  呈回  4，21，30，45日  
圃場B：0．20（2回、21日）  

2000倍散布   圃場A：0．03（2回、21日）  
2  20％水和剤  700L／10a  皇国  ．担，21，30日  

圃場B：〈0．02  

2000倍散布   圃場A：5．32（2回、21日）  
2  20％水和剤  700L／10a  2回  上皇，21，30日  

圃場B二3．10（2回、30日）   
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農作物   ・・芸・臼  試験条件  

場数  剤型   使用王・使用方法  回数  経過日数   
最大残留丑（pp皿）  

みかん   
2  20％水和剤   2000倍散布   2回  」A．21．30日   

画場A：0．90（2回、21日）   

（果実全体）  700L／10a  圃場B：0．80   

夏みかん   2  20％水和剤   2000倍散布   呈回  2129日  圃場A：く0．02   
（果肉）  700L／10a  jA2し30日  圃場B：く0．02   

夏みかん   2  20％水和剤   2000借散布   2129日  圃場A：1，54（2回、29日）   之回  
（果皮）  700L／10a  ユム21，30日  圃場8：1．68（2回、30日）   

夏みかん   2  20％水和剤   2000借散布   2129日  圃場A：0．52（2回、29日）   呈回  
（果実全体）  700L／10a  迅，21，30日  圃場B：0．56（2回、30日）   

ゆず※   2  20％水和剤   2000倍散布   呈回  迅，21，30日   
圃場A：1．08   

（果実全体）  500．700L／10a  圃場B：0．80   

大豆  
2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   3回  7，14，21日   

圃場A：く0．02（3回、7日）（＃）  

（乾燥子実）  圃場B：〈0．02（3回、7日）（＃）   

えだまめ  
2  0．5％粉剤   4kg／10a散布   

圃場A：0．51  

（さや）  

呈回  ム14．21日  
圃場Bニ0．56   

大豆   2  19％乳剤   16倍無人ヘリコプター散布   圃場A：く0．02   

（乾燥子実）  0．8L／10a  呈回  一息21日            圃：湯B：く0．02   
かんし上  

2  0．5％粉剤   4kg／1qa散布   
圃：場A：く0．02  

（塊根）  

呈回  ヱ，14，21日  
圃場B：く0．02   

じゆんさい  
19％乳剤   2000倍散布  

（葉）   

100L／10a   呈回  1，3，7日   
圃場A：く0．02   

じゆんさい  
19％乳剤   2000倍散布  

（葉）   
100L／10a   呈回  ⊥3．7日  圃場A：く0．02   

もも   2  20％水和剤   2000借散布   71421日  圃場A：く0．02   呈回  
（果肉）  400，700L／108  ⊥7，13，20日  圃場B：く0．02   

もも   2  20％水和剤   2000借散布   之回  71421日  圃場A：6．89   
（果皮）  400，700L／10a  1，7，13．20日  圃場B：13．4   

すだち  
20％水和剤   2000借散布  

（果実全体）   
500L／10a   呈回  迅，28，42日   

圃場A：0．58（2回、42日）   

（＃）これらの作物残留試験は、申甜の範眉内で試験が行われていない。  
（※）これらの作軌こついては、申請の範眉内で最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。  

注1）2回目の散布は雨間散布であったため、2日後に散布し直し3回となったものであることから、本来長大使用条件下として定  
められた2回の試験成績の誤差範囲内とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている．  

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  
なお、食品安全番長全農薬専門間査会の農薬評価書ーシラフルオフェン」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件に  
おける残留農薬の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異  
なっている。  
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（別紙2）  農薬名  シラフルオフェン  

く0．02（＃），く0．02（軋  

く0．02（軌〈0．02（弟，  
0．06，く0．02，0．08（＃〉，  

〈0．02（＃），く0．02（＃），  

二し  

め  

せ  

の  

の  

さ  

ツ  

ヘ  

′サイ  

フー  

7ィー  

チョーク  

ブ  

く  

ラダ菜及びちしゃを含む）  

そらま  
らつか  

てんさい  
さとうきび  

だいこん類  

ゝぶ類  カ  

かぶ類  
西洋わ  
クレソン  

はくさい  
キャベ  

芽キヤ  

こまつな  
きょうな   
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（別紙2）  
農薬名  シラフルオフェン   
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農薬名  シラフルオフェン  （別紙2）  

ベ  

リ  

べ  

プ  

7ルーツ  

26．6（＃），9．0（＃），  

3．47，0．84，1，84，   
35   35     ○  2．20  

5．32，2．86（みかんの果  
ス  

皮）  

ノ  

0．4  

ラズベリー  

ブラック  

ブ  ルーペ  

クランべリ  

ハックル  
その他のへ  

バナナ  

キウイー  
パパイヤ  

アボカド  
パイナッ  

グアバ マンゴー  
バッショ  

その他の果  

ごまの種子  
にばなの  べ  

綿実 なたね  
その他のオ  

ぎんなん  
くり  
ペカン  
アーモンド  

くるみ  
その他のナ  

カカオ豆 ホップ  

その他の  
その他の  

魚介類   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
（‡）これらの作物残留試験は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。  
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・（別紙3）  

シラフルオフェン推定摂取量（単位：FLg／人／day）  

高齢者  
食品群   

基準値案 （pp皿）  国民平均 TMDI  幼小児 （1～6歳）  

TMDI   

56 6   米  0 3  55 5  大豆  01        5 9   かんしよ  01        17   えだまめ  2        0 2   その他の野菜  01       12  
8 5   みかん  0．2  なつみかんの果実全体  3        0 3   

レモン   3  0. 6: 0 9   
0 6   オレンジ  3  グレープフルーツ  3        2 4   

0. 3: 0 3   ライム  3  
18   その他のかんきつ葬果実  3  

りんご   3        106 8   
51   日本なし  口  西洋なし  8        01  もも  01      0  0 0   

99 2   かき  2  茶  35       150 5   
1．0   その他のスパイス  10  

魚介類   0．4  37．6  37．6   

計  397．6  243．5  368．6   480．8   

ADI比（％）  6．8   14．0   6．0   8．1   

TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaxi皿um DailyIntake）  
妊婦及び高齢者については水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
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答申（案）  

シラフルオフェン   

残留基準値  
食品名  

米   
nl⊃m  

0．3   

大豆   0．1   
かんしよ   0．1   
えだまめ   2   

その他の野菜（室生1）   0．1   
みかん   0．2  
なっみかんの果実全体   3  

レモン′   3   

オレンジ   3   

グレープフルーツ 3   

ライム   3   

その他のかんきつ類果実（注2）   3   

りんご   3   

日本なし   

西洋なし   

もも   0．1   
その他のスパイス（注3）   

魚介類   

10  

0．4   

（注1）「その他の野菜」とは、野菜のうち、  
いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科  
野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野  
菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそ  
う、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えん  
どう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ  
類、ス′くイス及びハープ以外のものをい  
う。   

（注2）「その他のかんきつ類果実」とは、  
かんきつ類果実のうち、みかん、なっみか  
ん、なっみかんの外果皮、なっみかんの  
果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ  
ルーツ、ライム及びスパイス以外のものを  
いう。   

（注3）「その他のスパイス」とは、スパイス  
のうち、西洋わさび、わさびの根茎、にん  
にく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモン  
の果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及  
びごまの種子以外のものをいう。   
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シラフルオフェンに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定に  

対して寄せられたコメントについて  

（1）「食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の一部改正（食   

品中の農薬シラフルオフェンの残留基準設定）」に関する意見の募集に対して寄   

せられたコメント  

1．募集期間  

平成20年3月18日～平成20年4月16日  

2．現在までに寄せられた意見数  

1件  

（2）WTO通報（衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）に基づく通報）   

に対して寄せられたコメント  

1．募集期間  

平成20年3月31日～平成20年5月29日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  
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十√」ウ  

資料4－8－3  

府 食 第  61 号  
平成 20年1月17 日  

厚生労働大臣   

舛添 要一一 殿  

食品安全委員会   

委員長  見上  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成19年10月12日付け厚生労働省発食安第1012001号をもって貴省から当委員会に意  

見を求められたシラフルオフェンに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、  

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23条第2項の規定に基づき通知します0   

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記  

シラフルオフェンの一日摂取許容量を0．11mg／kg体重／日と設定する。  
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農薬評価 

シラフルオフエン  

2008年1月  

食品安全委員会  
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要 約   

ビレスロイド系殺虫剤である「シラフルオフェン」（CASNo．105024・66－6）につい  

て、農薬抄録を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット）、植物体内運命（水稲、りんご及  

びキャベツ）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラット、マウ  

ス及びウサギ）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（イヌ）、慢性毒  

性／発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生毒性（ラ  

ット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、シラフルオフェン投与による影響は、主に肝臓及び精巣に認められた。  

発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。   

各試験で得られた無毒性量の最小値は、イヌを用いた1年間慢性毒性試験の11．O  

mg戊g体重／日であったので、これを根拠として安全係数100で除した0．11mg肱g体重  

／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

殺虫剤  

2．有効成分の一般名  

和名：シラフルオフェン  

英名：S止a且uofbn（ISO名）  

3．化学名   

IWAC  

和名：4・エトキシフェニル【3－（4・フルオロ甘フエノキシフェニ／りプロピル】  

ジメチルシラン  

英名：4・ethoxyphenyl【3・（4一皿uoro・3－Phenoxyphenyl）propyl】  

di皿ethylsilane  

CAS（No．105024－66－6）   

和名：（4・エトキシフェニル）【3－（4・フルオロー3－フエノキシフェニ／りプロピル】  

ジメチルシラン   

英名：（4・ethoxyphenyl）【3－（4一皿uoro－3－phenoxyphenyl）propyl】  

dimethylsilane  

4．分子式  

C25H29f、02Si  

5．分子量  

408．6  

6．構造式  

l‾  
Si－CH2－CH2－CH2  H3C－CH2－0  

1  

CH3  

7．開発の経緯   

シラフルオフェンは、1984年に日本（大日本除虫菊株式会社）で、1985年にドイ   

ツ（ヘキスト、現バイエルクロツプサイエンス社）でそれぞれ独自に開発されたケイ   

素原子を有するビレスロイド系殺虫剤であり、昆虫の神経膜のナトリウムイオン透過  

性を変化させ、最終的に神経線推の興奮伝導を抑制することにより作用する。  

日本においては1995年4月26日に初めて農薬登録された。バイエルクロツプサイ  

エンス社より農薬取締法に基づく適用拡大申請（もも）がなされている他、魚介類へ   

の残留基準値の設定が申請されている。 また、ポジティブリスト制度導入に伴う暫定   

基準値が設定されている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

農薬抄録（2007年）を基に、毒性に関する主な科学的知見を整理した。（参照2）   

各種運命試験（Ⅱ－ト4）は、シラフルオフェンのフェニル環（C環）の炭素を14C  

で均一に標識したもの（14C－シラフルオフェン）を用いて実施された。放射能濃度及び  

代謝物濃度は特に断りがない場合シラフルオフェンに換算した。代謝物／分解物略称及  

び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）薬物動態  

Wistarラット（一群雌雄各3匹）に14C－シラフルオフェンを中用量（100mgrkg   

体重）または高用量（500m釘kg体重）で単回経口投与し、薬物動態試験が実施さ   

れた。  

血簾中放射能濃度推移は表1に示されている。  

中用量群では二相性の減衰を示した。（参照2）  

表1血莞中放射能濃度推移  

ヒ与量   中用量  高用量   

三別   雄   雌   雄  雌   

max（時間）   2．0  1．7   4．7  2．7   

max（一打g）   10．5  16．2   23．7  30．2   
v2（α）（時間）   3．9  3．9   7．8★  H  5．4★   

1／2（β）（時間）   17．6  19．5   

＊：高用量群では半減期は二相性を示さなかった。  

（2）排泄  

Wistarラットに14C－シラフルオフェンを低用量（10m釘kg体重）または高用量   

で単回経口投与（一群雌雄各5～10匹）し、また低用量または高用量で反復経口投   

与（非標識体と標識体を混合し、10日間連続投与、一群雌雄各3匹）して、排泄   

試験が実施された。  

投与放射能は主に糞中に排泄され、各投与群で投与後（反復投与群では最終投与   

後）168時間（7日間）の糞中への排泄は雄で総投与放射能（TAR）の88．9～102％、   

雌で73．8～104％であった。投与後168時間の尿中への排泄は雄で1．6～4．3％mR、   

雌で0．77～1．7％mRであった。  

また、胆管カニューレを挿入したWistarラット（雌3匹）に14C－シラフルオフ   

ェンを】．2．6～19．2mg肱g体重で単回強制経口投与し、胆汁排泄試験が実施された。   

投与後8時間に回収された放射能は6．7～23．1％TÅRであり、胆汁中に0．18～  
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2．1％TAR、糞中に4．9～19．6％TARが排泄され、糞を除く回収放射能は1．8～   

3．5％TARであった。従って本品の吸収性は低く、約2～4％と考えられた。   

（参照2）  

（3）体内分布（単回投与）  

Wistarラット（一群雄5匹）に14C・シラフルオフェンを低用量または高用量で   

単寧経口投与し、体内分布試験が実施された。  

脂肪組織（皮下脂肪及び腹膜後脂肪）を除いた各組織では、投与8時間後に放射   

能濃度が最も高く、その後減衰した。最も放射能濃度が高かったのは肝臓であり、   

投与8時間後に低用量群で6．91～23．3p釘g、高用量群で261～504トかgであったが、   

投与168時間（7日間）後には0．085～2．74ド釘g（0．01～0．04％TAR）となった。  

皮下脂肪及び腹膜後脂肪ではそれぞれ投与8～72時間後の間に最高濃度（低用量   

群で4．37～6．72一打g、高用量療で104～196一計g）に達し、投与168時間後にも低   

用量群で2・20～3■85pg／g（1．1～1．4％TAR）、高用量群で47．2～129pg／g（0．39～   

0．92％TAR）の放射能が残留した。高用量群では脂肪中の放射能の減衰速度は雄よ   

り雌の方が遅かった。  

また、Wistarラット（一群雌雄各5～10匹）に14C・シラフルオフェンを低用量、   

中用量または高用量で単回経口投与した試験【1．（2）】の試験終了時（投与7日後）   

にも脂肪組織に放射能の残留が認められ、皮下脂肪及び腹膜後脂肪の合計で0．16～   

3．4％mR存在した。・（参照2）．  

（4）体内分布（反復投与）  

Wistarラット（一群雌雄各3匹）に14Crシラフルオフェンを低用量または高用   

量で反復経口投与（非標識体と標識体を混合し、10日間連続投与）して、体内分布   

試験が実施された。  

低用量群では全ての組織で最終投与4時間後に放射能濃度が最も高く、腹膜後脂   

肪（50・6～72・8一打g）、皮下脂肪（49．6～53．0ト釘g）、肝臓（33．8～41．9一打g）及び   

牌臓（18．6～22．1Ilg／g）に高濃度に存在した。最終投与672時間後（28日後）に   

は、脂肪以外の放射能濃度は0．07～3．66一打gであったが、脂肪組織には18．5～39．8  

ド釘gの放射能が存在した。  

高用量群では、脂肪組織を除いたほとんどの組織で最終投与4時間後で放射能濃   

度が最も高く、肝臓（279～565ド釘g）、牌臓（253～334ト釘g）は雌雄とも高濃度   

であった。その後放射能濃度は減衰した。脂肪組織では最終投与24～72時間後に   

最高濃度（683～1，320ト釘g）た達し、最終投与672時間後（28日後）にも245～   

993ト1かgの放射能が存在した。  

いずれの用量群でも、雄より雌の方が組織中の放射能の減衰速度が遅くなる傾向   

が見られた。（参照2）  
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（5）代謝物同定。定量  

Wistarラット（一群雌雄各10匹）に14C・シラフルオフェンを低用量または高用   

量で単回経口投与し、代謝物同定・定量試験が実施された。  

尿中には、投与後48時間の試料中に親化合物は存在せず、低用量群では代謝物   

Ⅵ（遊離体及び硫酸抱合体の合計で0．67～3．0％TAR）が、高用量群では代謝物Ⅵ   

（同0．76～1．8％TAR）及びⅤ（0．08～0．17％℃互R）が同定された。  

糞中には、投与後72時間の試料中に親化合物が低用量群で54．6～80．4％TAR、   

高用量群で79．0～79．9％mR存在した。また代謝物Ⅱが同定され、低用量群で6．51   

～13．6％TÅR、高用量群で3．0～8．6％mRであった。  

投与7日後における脂肪組織では両投与群とも総残留放射能（TRR）の92．2～   

100％が親化合物であった。低用量群では代謝物Ⅱが検出されたが、最大で   

7．8％TRRであった。（参照2）  

2．種物体内運命試験  

（1）水稲  

14C・シラフルオフェンを移植後約50日の水稲（品種：Tbbonnet）に300gainla   

の処理量で3回（約20日間隔）散布し．、水稲における植物体内運命試験が実施さ  

れた。  

処理後の水稲試料中放射能分布は表2に示されている。  

表2 水稲試料中放射能分布（mg／kg）  

］散布後日数  地上部  稲わら   穂   玄米   もみ殻   

後   

日後★  

日後  

注 斜線：試料採取せず   ★：第3回散布後   

植物体内に認められた主な成分は親化合物であり、処理2日後の植物地上部の  

98．3％TRR、処理60日後の玄米、もみ殻及び稲わら中でそれぞれ60．3％、77．5％及  

び54．7％TRR存在した。代謝物として同定されたのはⅡであり、処理8日後に初め  

て植物体内から検出され、処理60日後の玄米、もみ殻及び稲わら中でそれぞれ2．7％、  

3．7％及び11．9％TRRであった。   

また】4C－シラフルオフェン1．8mg扇を乾土3，190gに加えた土壌をポットに入  

れ（90gai几a相当）、1週間後に水稲（品種‥日本晴）の幼苗を移植、栽培した。  

移植106日後（収穫期）の植物体及び土壌中放射能分布は表3に示されている。  
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表3 埴物体及び土壌中放射能分布  

採取部位   稲わら  籾殻  玄米  根部  土壌   

0．045  0．025  0．029  0．538  0．489  
放射能分布1）  

注1）上段：mg此g、下段：％1AR   

水稲に移行した放射能は0．3％nlR未満であり、土壌から水稲へはほとんど移行  

しないと考えられた。   

根部には親化合物が0．038％TAR、代謝物Ⅱが0．017％TAR存在したが、地上部  

からは同定された成分はなかった。（参照2）  

（2）りんご   

14C－シラフルオフェンをりんご樹（品種：El＄tar）に140mgai／本の処理量で1   

回噴霧し、りんごにおける植物体内運命試験が実施された。  

処理後のりんご試料中放射能分布は表4に示されている。  

表4 りんご試料中放射能分布（mg／kg）  

噴霧後日数  果実洗浄液☆  果実   果皮   果肉   

0日後   7．27   0．004  

11日後   7．14   0．157  

32日後   79．0柚  1．36   0．242   0．116   

注 斜線：試料採取せず ★：単位 mg瓜   

★★：経時的な減少が見られなかったのは、処理液の散布が均一でなかったことによって、  

個々の果実の残留濃度の変動が大きかったためと考えられた。   

32日間に植物体から回収された放射能は約40％mRであり、そのうち90％が葉、  

9％が果実洗浄液、1．1％が果実内に存在した。従って、処理部位（果実表面）から  

非処理部位（果実内部）への移行は少ないと考えられた。   

洗浄液中に同定された成分はいずれの時期も親化合物のみであった。噴霧0～11  

日後の果実中に同定された成分はなかった。完熟期（処理32日後）の果実には親  

化合物は同定されず、代謝物Ⅲが果皮及び果肉でそれぞれ0．099及び0．133mg肱g  
存在した。（参照2）  

（3）キャベツ   

14C・シラフルオフェンをキャベツ（品種：GeorgiaBlueStem及びVbtes）に300   

gai瓜aの処理量で2回散布（8日間隔）し、キャベツにおける植物体内運命試験が  
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実施された。   

処理後のキャベツ試料中放射能分布は表5に示されている。  

表5 キャベツ試料中放射能分布（mg／kg）  

GeorgiaBlueStem種  Ⅴらtes種   

コ回散布後日数   葉部   茎部   葉部   茎部   

日後   31．3   3．88   19．9   1．88   

日後1）   3．18   0．29   0．26   0．10   

日後2）   48．7   4．29   20．5   2．56   

1日後   4．92   0．38   4．87   0．75   

注：1）第2回散布前  2）第2回散布後   

両品種とも、いずれの試料採取時期も放射能のほとんどは葉部に存在した。菓部抽  

出物中に同定された成分は親化合物のみであり、処理後21日間、シラフルオフェン  

は安定であった。（参照2）  

3，土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験   

14C・シラフルオフェンを砂壌土、砂土、壌質砂土（ドイツ）及びシルト質壌土（米   

国）に乾土あたり0．4mg肱gの濃度で処理し、20℃±2℃、128日間インキュべ－   

トする好気的土壌中運命試験が実施された。  

土壌から抽出された放射能は処理1日後の91．5～99．7％TARから試験終了時（処   

理128日後）の29．3～56．0％mRまで減少した。試験終了時、各土壌でCO2が3．3   

～13．7％TAR生成した。土壌抽出物中に同定された成分は親化合物のみであった。  

土壌中の推定半減期は71．5日（砂壌土）～148日（壌質砂土）と算出された。  

（参照2）  

（2）好気的湛水土壌中運命試験   

14C・シラフルオフェンをシルト質壌土及び砂土（ドイツ）の水／沈泥系に水／沈泥1   

kgあたり0．5mgの濃度で処理し、20±2℃、241日間インキエペ－卜する好気的   

湛水土壌中運命試験が実施された。  

水／沈泥から抽出された放射能は両土壌で処理直後に86．5～92．4％TARであった   

が、試験終了時（処理241日後）には17．4～25．3％TARと減少した。試験終了時   

には両土壌でCO2が21．4～26．2％TAR生成した。抽出物中の主要成分は親化合物   

であり、試験期間中に生成した分解物はいずれも7．1％TAR以下であったため同定   

できなかった。  

シラフルオフェンの水／沈泥中推定半減期はシルト質壌土で111日、砂土で84日  
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と算出された。（参照2）  

（3）嫌気的土壌中運命試験   

14C－シラフルオフェンを壌土（ドイツ）に0．4mg此gの濃度で処理し、30日間の   

好気的条件下に続き18日間湛水条件でインキュべ㌻ション後、嫌気的条件で95日   

間インキュベー卜して計143日間の土壌中運命試験が実施された。  

試験期間を通じて発生したCO2は3．1％mであり、嫌気的条件下でも1．2％TAR   

のCO2が発生した。土壌から抽出された放射能は好気的条件下では減少したが、   

嫌気的条件下では0日で76．5％TAR、嫌気条件終了時で81．3％TARであった。  

試験期間を通じて、土壌中には親化合物のみ認められ、分解物は全く認められな   

かった。（参照2）  

（4）土壌吸着試験  

シラフルオフェンの土壌吸着試験が4種類の国内土壌（3種類の軽埴土及びシル   

ト質埴壌土）を用いて実施された。  

試験の結果、シラフルオフェンは水への溶解度が極めて低く（1トg几）、通常の   

試験法で吸着係数は求められなかった。（参照2）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験   

14C・シラフルオフェンをpH5（クエン酸緩衝液）、PH7（リン酸緩衝液）及び   

pH9（ホウ酸緩衝液）の各滅菌緩衝液に4．09m釘Lの用量で添加し、25±1℃の暗   

所における加水分解試験が実施された。  

シラフルオフェンは試験期間中安定であった。いずれのpHにおいても推恵半減   

期は1年超と考えられた。（参照2）  

（2）水中光分解試験   

14C・シラフルオフェンを用い、天然地表水（pH8．7、滅菌）に2．54m釘IJ、また蒸   

留水（pH6．7、滅菌）に2．32mg几の用量で添加し、25±1℃でキセノンランプ光   

（光強度：310W／m2、測定波長290～800nm）を7日間（167時間）照射し、水   

中光分解試験が実施された。  

地表水及び蒸留水で試験終了時に1．4～2．2％TARのCO2が発生し、またその他   

の挿発性物質が1．9～3．7％TAR生成した。  

推定半減期は地表水中及び蒸留水中でそれぞれ341～583時間及び391～857時   

間と算出された。これは、東京（北緯350）における春の太陽光下での推定半減期   

に換算するとそれぞれ44．5～76．2日及び51．1～112日であった。（参照2）  
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5．土壌残留試験   

火山灰・壌土（①茨城、②長野）、沖積・砂壌土（新潟）、沖積・埴壌土（高知）、  

洪積・埴壌土（石川）を用いて、シラフルオフェンを分析対象化合物とした土壌残留   

試験（圃場及び容器内）が実施された。   

推定半減期は表6に示されている。（参照2）。  

表6 土壌残留試験成績（推定半減期）  

試験  濃度※   土壌   シラフルオフェン  

火山灰・壌土①   46日  
水田   285ECgainla  

沖積・埴壌土   44日  

1，400WPgai仏a  火山灰・壌土②   29日  
畑地  

1，000叩g血瓜a  洪積・埴壌土   35日   

火山灰・革土①   360日  
水田   0．5m釘kg  

試  沖積・埴壌土   360日  

火山灰・壌土②   48日  
畑地   1m釘kg  

沖積・砂壌土   44日   

※圃場試験ではEC：乳剤、WP：水和剤、容器内試験では純品を使用  

6．作物等残留試験  

（1）作物残留試験  

シラフルオフェンを分析対象化合物とした作物残留試験が実施された。結果は別   

紙3に示されている。シラフルオフェンの最高値は最終散布21日後に収穫した茶   

（荒茶）の26．7mg此gであった。（参照2）。  

（2）魚介類における最大推定残留値  

シラフルオフェンの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃度   

（水産PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出   

された。  

シラフルオフェンの水産PECは0．094ppb、BCFは816（試験魚種：ブルーギ   

ル）、魚介類における最大推定残留値は0．384ppmであった。（参照4）  

7．乳汁移行試験   

ホルスタイン種泌乳牛（各群1頭ずつ）を用い、シラフルオフェン（原体：20、40   

及び60m釘頭／日）を1日1回14日間、小麦粉団子に混入投与し、シラフルオフェン   

を分析対象化合物とした乳汁移行試験が実施された。   

20、40及び60m釘頭／日投与個体で、それぞれ最大で0・10〃釘g（投与開始7日後）、  

0．20膵／g（投与開始10日後）及び0・2須感g（投与開始7日後）のシラフルオフェン  
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が乳汁中に検出された。   

ホルスタイン種泌乳牛（各群1頭ずつ）を用い、稲わらに混入（乳剤：10、20及  

び40mg／頭／日、粉剤：10及び15m釘頭／日）及び小麦粉団子に混入（純品：10及び  

40mか頭／日）投与して、乳汁移行試験が実施された。投与は1日2回14日間連続投  

与した。   

純品40m釘頭／日投与群で乳汁中に最大0．10〃釘g（投与開始11日後）のシラフル  

オフェンが検出されたが、他の試験個体の乳汁中ではシラフルオフェンはいずれも定  

量限界（0．05m釘kg）未満であった。（参照2）  

8．一般薬理試詮   

ラット、マウス、ウサギ及びモルモットを用いた一般薬理試験が実施された。結果   

は表7に示されている。（参照2）  

表7 一般薬理試験概要  

動物数  
投与量  

仕喝短体重  
無作用量  

動扮薩   ノ群  鹿体重   
績   

糊翰  
0、313、伎姶、  下痢の発現が疑われた  

SD   1卿、邑5α）、   が、他に明らかな症状あ  

雄3  
1，250   2，500  

ラット  

1；堤j鮎－  

0、313、625、  雄：1，250皿g此g体重以  

「般状態■  雄 625  雄1，250   上、雌：2，500mg肱g体 重以上で自律神経系の症  
伍win観  マウス  雌3  5，（XD  状（下痢及び苦悶反応）、  

l；房王些■   死亡例なし  

日本   0、1公、望氾、   最高用量群で自発運動の  

中  
雄3  帥  250   500  

枢  
ウサギ  僻脈内  

250及び500m釘kg体重  

神  
群各1例が死亡。  

経  
SD  0、郎00、即00  影響なし  

雄3  
l：喜王鮎望   

5，000  
系  

ラット  

脳波  日本  0、125、2謀）、  髭響なし  

白色種  珊  500  

ウサギ   瀞脈内  

0、t2謀）、呈5∝）、  軽微な体温低下  

SD  
雄3  5，㈱  2，500   5，000  

ラット  

体温  幌別  

日本   雄3   
0、125、望D、   体温の変化なし。  

白色種  
125   250   500mg瓜g体重群3例及  

5∝）  び250mg肱g体重群1例   
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ウサギ  ＝；；3盟  
が死亡   

影響なし   

10‾6～10‾3  

伽野   雄4  …ll  
1け3  

も勒ト  g／mI」  
（血l如才）  

SD  
0、2，500、  影響なし   

雄3  5，000  5，000  
ラット  

I三岳三豊■  

250皿g此g体重以上投与  
日本  0、125、謝、  

群で血圧低下、呼吸数の  
白色種  ∝0  125   250  

＝；：岩望  

増加。500mg肱g体重投  
ウサギ   

与群2例が死亡。   

0、313、625、   625mg此g体重以上投与  
ICR  

雄10  
1卿、邑謀X）、  

313   磁  

マウス  5，（X氾  

I；真j断た  

10－6～10’3  

Ⅰ叫  
10‾3  

影響なし   

釘mL  
事件ット   釘mL  

（血I血デ）  

10－6～10－3  影響なし   
SD  

雄4  釘mL  
10■3  

ラット  釘皿L  
（元＝承知ダ）  

自  

律   
神  

経  
管   

系   

呼  呼吸・血   

吸  

●  

循  

環  
呼吸・血  

圧・心電  
器  

系   

消  

化  

器  

系   

骨   

格      神経筋  
筋   

－：作用量を設定できなかった。  

※：溶媒はit2房加〉の試験（★）ではTween80を0．1％含む蒸留水を、それ以外の試験では恥een80を1％   

含む生理食塩水を用いた。  

9．急性毒性試験  

（1）急性毒性試験  

シラフルオフェン及び代謝物Ⅱ及びⅤを用いた急性毒性試験が実施された。各試   

験の結果は表8及び表9に示されている。（参照2）  

表8 急性毒性試験結果概要（原体）  

動物種   
u）50（mg瓜g体重）  

雌   
観察された症状  

雄  

Wistarラット  
自発紺うずくまり姿敷側  

（雌雄各5匹）   
＞5，000  ＞5，000   腰部の収縮  

j死亡例なし   投与   経路 円  経口  
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NMRIマウス   
＞5，000  ＞5，000   

自発運勤の低下  

（雌雄各5匹）  死亡例なし   

Wistarラット  

（雌雄各5匹）   
＞5，000  ＞5，000  症択死亡例なし  

経皮  
ヒマラヤンウサギ   

＞4，000  ＞4，000   
全轍死亡例なし股柵こ痴  

（雌雄各5匹）  皮あるい蘭Ⅰ斑形劫。   

吸入   
Wistarラット   LC50（mg瓜）  不規則呼吸  

（雌雄各5匹）   ＞6．61  ＞6．61  死亡例なし   

表9 急性毒性試験結果概要（代謝物）  

投与  
動物種   

LD50（mg此g体重）  
被験物質   経路  

雄   雌   
観察された症状  

代謝物Ⅱ  経口   
Wistarラット  

（雌雄各5匹）   
＞5，000  ＞5，000  症択死亡例なし   

不轍峨職自発運  

動の低下∴踏み直り反射性の低  

代謝物Ⅴ＼  経口   
Ⅵ花starラット   

5，670   2，970  
下、側鹿部の下亀うずくまり姿  

（雌雄各5匹）  勢、歩行敵死白列で胃内ア喉  

体礪最」棚最膜  

胱の尿充満   

（2）急性遅発性神経毒性試験  

白色レグホン種ニワトリ（一群雌12羽）を用いた強制経口（原体：0及び5，000   

m釘kg体重、溶媒：ゴマ油、21日間隔で2回投与）投与による急性遅発性神経毒   

性試験が実施された。  

投与群では2例が死亡し、非特異的な中毒症状が認められたが、神経毒性症状は   

認められず、病理組織学的検査においても異常は認められなかった。  

本試験において、シラフルオフェンに遅発性神経毒性は認められなかった。  

（参照2）  

10．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験  

NZWウサギを用いた眼刺激性試験及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、   

シラフルオフェンは皮膚に対する刺激性は認められなかったが、眼に対して軽度の   

刺激性を有すると考えられた。  

ピルブライト種モルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler法及び   

MaximizatiorL法）が実施された。その結果、皮膚感作性は認められなかった。  

（参照2）  
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11．亜急性毒性試験  

－〔1）90自問亜急性毒性試験（ラット）  

Wistarラット（q群雌雄各20匹、80及び400ppm投与群は一群雌雄各10匹）   

を用いた混餌（原体：0、80、400、2，000及び10，00qppm）投与による90日間亜急   

性毒性試験が実施された。投与終了後、対照群、2，000及び10，000ppm投与群の   

雌雄各10匹は回復群とし、28日間の回復期間を設けた。  

本試験において、 10，000ppm投与群雌雄で肝絶対及び比重量1の増加が、同群雄   

でRBC及びHtの減少が認められたので、無毒性量は雌雄とも2，000ppm（雄：   

166m釘kg体重／日、雌：170mg耽g体重／日）であると考えられた。10，000ppm投   

与群雄で認められたRBC及びHtの減少は回復期間中に回復した。（参照2）  

（2）90日間亜急性毒性試験（マウス）  

NMRIマウス（一群雌雄各10匹）を用いた混餌（原体：0、80、400、2，000及び  

10，000pI）m）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

本試験において、 10，000ppm投与群雌雄で肝絶対及び比重量の増加が、同群雄   

でRBC、Hb及びHtの減少、網状赤血球数及びPLTの増加が認められたので、無   

毒性量は雌雄とも2，000ppm（雄：338mg肱g体重／日、雌：353m釘kg体重／日）   

であると考えられた。（参照2）  

（3）90日間亜急性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各6匹、 

体：0、320、1，600及び8，000ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施され   

た。投与終了後、対照群、1，600及び8，000ppm投与群の雌雄各2匹を回復群とし、   

28日間の回復期間を設けた。  

対照群を含めた全群で下痢が認められ、その程度は1，600ppm以上投与群で顕著   

であった。8，000ppm投与群雌雄で体重増加抑制傾向が、1，600ppm投与群雄で明   

らかな体重増加抑制が認められた。8，000ppm投与群雌雄各一例で一過性の摂餌量   

減少が認められた。同群雌雄でALT及びASTの増加が、1，600ppm以上投与群雌   

雄でCre、Glu及びTPの減少が、同群雌でALPの増加が認められた。320pp皿   

以上投与群雌雄で肝絶対及び比重量の増加が、同群雄でALPの増加が認められた。   

これらの変化のうち、体重増加抑制に関しては回復期間終了時にも同じ傾向が認め   

られ、またALPに関しても回復期間中に回復は認められなかったが、他の変化に   

ついては回復期間中に回復した。  

本試験において、320ppm以上投与群雌雄で肝絶対及び比重量の増加等が認めら   

れたので、無毒性量は雌雄とも320ppm未満であると考えられた。（参照2）  

ユ体重比重量を比重量という（以下同じ）  
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12．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）1年間慢性毒性試験（イヌ）①  

ピーグル犬（一群雌雄各8匹）を用いた混餌（原体‥0、320、1，600及び8，000ppm）   

投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表10に示されている。  

8，000ppm投与群雄の1例が死亡したが、この個体では黄症が見られ、また肉眼   

的病理所見として肝が黄褐色を呈し、表面が一部カリフラワー状であり、左菓に隆   

起物が認められた。病理組織学検査では肝の線維化が認められた。対照群を含む全   

群に下痢が散発し、その頻度には用量相関性が認められた。  
本試験において、320ppm以上投与群峰経で体重増加抑制等が認められたので、   

無毒性量は雌雄とも320ppm未満であると考えられた。（参照2）  

表101年間慢性毒性試験（イヌ）①で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

8，000ppm  ・肝不全による死亡（1例）   ・悪液質、健康状態の悪化  

・摂餌量減少   ・摂餌量減少  

・ALT増加   ・ALT増加  

・肝絶対重量増加   ・肝絶対重量増加  

・肝結合組織形成、胆管増生   ・肝線維化二結合組織形成、胆管増生   

1，600ppm  ・健康状態の悪化   ・RBC、Hb、Htの減少   

以上   ・AST、ALPの増加   ・AST、ALPの増加   

320ppm   ・下痢   ・下痢   

以上   ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・RBC、Hb、Htの減少  ・肝比重量増加   

・肝比重量増加  

（2）1年間慢性毒性試験（イヌ）②  

ピーグル犬（一群雌雄各6匹）を用いた混餌（原体：0、60、160及び1，600ppm）   

投与による1年間慢性毒性試験が実施された。   

1，600ppm投与群雌2例及び60ppm投与群雌1例が一般状態の悪化により切迫   

と殺された。このうち1，600ppm投与群雌2例では剖検時に筋肉の蒼白化が認めら   

れた。   

1，600ppm投与群雌雄でPI∬の増加及びALPの増加が認められた。同群雌で   

RBC、Hb、Htの減少が認められ、同群雄でも有意ではなかったが減少傾向が認め   

られた。また同群雌で体重増加抑制が認められた。  

本試験において、1，600ppm投与群雌雄でPI∬の増加及びALPの増加等が認め  
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られたので、無毒性量は雌雄とも‘160ppm（雄：11．8mg／kg体重／日、雌：11．OmgnEg  

体重／日）であると考えられた。（参照2）  

（3）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

SDラット（慢性毒性群：一群雌雄各40匹、うち一群雌雄各20匹を中間と殺、   

発がん性群：一群雌雄各50匹）を用いた混餌（原体：0、400、2，000、10，000及び   

20，000Ⅰ）pm）投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。  

各投与群で認められた毒性所見は表11に示されている。  

対照群と投与群で死亡率に有意な差は認められず、また検体投与に関連して発生   

頻度が増加した腫瘍性病変は認められなかった。  

本試験において2，000ppm投与群雌雄で小葉中心性肝細胞肥大等が認められた   

ことから、無毒性量は雌雄とも400ppm（雄：20mgrkg体重／日、雌：26mg佗g   

体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照2）  

表112年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

雄   雌   

・円背位、削痩、鼻孔からの着色  ・体重増加抑制、摂餌量減少   

液分泌、軟便   ・T．Cbol増加   

・体重増加抑制、摂餌量減少   ・肝絶対重量増加   

・肝比重量増加  ・肺胞泡沫マクロファージ   

・精巣絶対及び比重量減少  

・精巣上体上皮細胞の萎縮、管の  

萎縮  

・小葉中心性肝細胞肥大   ・肝比重量増加   

・精巣精細管変性、精子形成阻害  

・精巣上体精子減少   

毒性所見なし   毒性所見なし   

投与群  

10，000ppm  

以上  

2，000ppm  

以上  

400ppm  

（4）2年間発がん性試験（マウス）   

ICRマウス（一群雌雄各50匹、うち一群雌雄各20匹を中間と殺）を用いた混餌   

（原体：0、400、3，500及び7，000ppm）投与による皇年間発がん性試験が実施され   

た。  

7，000ppm投与群雄で姿勢の異常あるいは運動低下が観察された例がわずかに増   

加した。同群雄で死亡率がわずかに上昇したが、死亡前の臨床症状が悪化した例が   

認められたことから、検体投与との関連を否定できなかった。同群雌で肝細胞肥大   

が認められた。3，500ppm以上投与群雌雄で肝絶対及び比重量の増加が、同群雄で   

体重増加抑制及び肝細胞肥大が認められた。  
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7，000ppm投与群雄で肺の細気管支腺腫（発生率10％）及び細気管支ノ肺胞癌（発  

生率7．1％）の、また3，500ppm雌で肺胞腺腫（発生率11．6％）の発生頻度の増加  

が認められた。しかし雌の肺胞腺腫では発生頻度に用量相関性が認められず、また  

これらの腫瘍はこの系統のマウスの背景データの範囲内（雄：細気管支僻胞腺腫0  

～26．1％、細気管支／肺胞癌～10％、雌：細気管支／肺胞腺腫0～26．6％）であった  

ので、投与の影響とは考えられなかった。   

本試験において、3，500ppm以上投与群雄で体重増加抑制等が、雌で肝絶対及び  

比重量増加が認められたので、無毒性量は雌雄とも400ppm（雄：68mg肱g体重／  

日、雌：83mg肱g体重／日）であると考えられた。発がん性は認められなかった。  

（参照2）  

13．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）  

Wi＄tafラット（一群雌雄各25匹）を用いた混餌（原体：P世代：0、200、1，000   

及び5，000ppm、Fl世代：0、200、1，000及び2，000ppm）投与による2世代繁殖試   

験が実施された。Fl世代は2回交配を実施し、出産させた（児動物：F2a、F2b）。  

親動物及び児動物における各投与群で認められた毒性所見は、それぞれ表12に   

示されている。  

本試験において、親動物では5，000ppm投与群雄で精巣絶対及び比重量減少等が、   

雌で摂餌量減少等が、児動物では5，000ppm投与群雌雄で体重増加抑制が認められ   

たので、無毒性量は親動物及び児動物の雌雄とも′1，000ppm（P雄：72．6mgrkg体   

重／日、P雌：100mg此g体重／日、Fl雄：67．6mgrkg体重／日、Fl雌：94．2mg此g   

体重／日）であると考えられた。（参照2）  

表12 2世代繁殖試験（ラット）で認められた毒性所見  

親：P、児：Fl  
投与群  

親：Fl、児：F28、F2b  

雄   雌   雄   雌   

・生殖抑圧下   ・摂餌羞減少   毒性所見なし   ・摂餌量減少  

・精巣絶対及び比重量械  ・受胎諷楓蝮  ・腹当たり  

少  当たり、′′l  加  
P：5，000ppm  

親  
Fl：2，000ppm  

・精奉樹財ヒ絡J、  減少  

動  ・精子の椀少紛った精  

物  細観精巣＿勝一  

働魂鵬粛脱  

1，000ppm  毒性所見なし   毒性所見なし  毒性所見なし   

以下  

児   
Rnnn▼1▼ヽM  ．臓封1rI折焦l】   励n折焦Il   

毒性所見なし   毒性所見なし   
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（2）発生毒性試験（ラット）  

Wista：どラット（一群雌20～21匹）の妊娠7～16日に強制経口（原体：0及び1，000   

mg在g体重／日、溶媒：2％デンプン溶液）投与し、発生毒性試験が実施された。  

母動物に投与の影響は認められなかった。  

胎児の骨格検査において、1，000mg肱g体重／日投与群で波状あるいは肥厚した肋   

骨の出現頻度（10．3％）が対照群に比べ有意に増加したが、本試験期間における自   

然発生による出現頻度（0～18．5％）の範囲内であり、検体投与に起因した変化とは   

認められなかった。  

本試験の無毒性量は、母動物及び胎児ともに1，000mg此g体重／日であると考えら   

れた。催奇形性は認められなかった。（参照2）  

（3）発生毒性試験（ウサギ）  

ヒマラヤウサギ（一群雌15匹）の妊娠6～18日に強制経口（原体：0、300及び   

1，000mg肱g体重／日、溶媒：2％デンプン溶液卜投与し、発生毒性試験が実施され   

た。  

母動物では、1，000mg仮g体重／日投与群で摂餌量の軽度な減少及び吸収胚数の増   

加が認められた。  

胎児では、1，000mg此g体重／日投与群で第13肋骨の出現頻度増加が認められた。  

本試験の無毒性量は、母動物及び胎児ともに300mg此g体重／日であると考えら   

れた。催奇形性は認められなかった。（参照2）  

14．遺伝毒性試験  

シラフルオフェン、代謝物Ⅱ及びⅤを用いた各種遺伝毒性試験が実施された。結果   

は表13に示されている。  

シラフルオフェンでは細菌を用いたDNA修復試験及び復帰突然変異試験、晴乳類   

培養細胞を用いる血血染色体異常試験、血＝加叩染色体異常試験及びげっ歯類を   

用いる小核試験を、代謝物Ⅱ及びⅤでは細菌を用いた復帰突然変異試験を行い、試験   

結果は全て陰性であった。  

従ってシラフルオフェン、代謝物Ⅱ及びⅤに遺伝毒性はないものと考えられた。  

（参照2）  
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表13 遺伝毒性試験概要（原体及び代謝物）  

試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

血血  DNA修復試  励d〝臼βgぴぁ血   625～10，000ト釘ディスク   

（シラフル  （H17、M45株）   （＋／－S9）  

陰性  

オフェン）   ①4～叫000ド釘プレト   

試験   吻血比成上皿   （＋／－S9）  

（m98、mlOO、   ②4～5，0001咽げレート  

TA1535, TA1537... 陰性  

TA1538株）  

助e∫滋血α滋  

（WP21J陀d株）   

染色体異常   ヒトリンパ球細胞   ①6、60、160ト如nL（＋／－S9）   
試験  陰性      （処理後24時間で細胞採取）  

②160llg／mL（＋／－S9）  

（処理後48時間で細胞採取）   

エロ γJγP  染色体異常  チャイニーズハムス  150、500、1，500m釘kg体重   
（シラフル  試験   ター   陰性        （単回経口投与、投与後6、24、   

オフェン）  （一群雌雄各6匹）  48時間後と殺）  

小核試験   NMRIマウス   雌雄：1，250、2，500、5，000   

（一群雌雄各5匹）  陰隼       m釘kg体重  

（単回経口投与、投与後24、  

48、72時間後と殺）   

血血  復帰突然変異  且¢p触由比正比Ⅲ   ①4～10，000トIg／プレート   

（代謝物Ⅱ）  試験   （m98、mlOO、   （＋／・S9）  

m1535、TA1537、   ②4～5，000p釘プレート  
陰性  

m1538株）  （＋／－S9）   

血血  且α滋  ①4～10，000ll釘プレト   

（代謝物Ⅴ）  （WP2ぴⅦd株）  （＋／・S9）  

②0．8～2，500一打プレート   
陰性  

（＋／・S9）   

注）＋′S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  
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Ⅲ．食品健康影響評価   

参照に挙げた資料を用いて、農薬「シラフルオフェン」の食品健康影響評価を実施   

した。  

動物体内運命試験の結果、シラフルオフェンの経口投与後の吸収性は低く、吸収さ   

れた後は脂肪に多く分布するが、主として未吸収のまま糞中に排泄されると考えられ   

た。排泄物及び組織中の主要成分は親化合物であり、代謝物はⅡ、Ⅴ及びⅥが存在し   

た。   

植物体内運命試験の結果、主要成分は親化合物であり、代謝物はⅡ及びⅢが存在し   

たが、いずれも少量であった。  

シラフルオフェンを分析対象化合物として作物残留試験が実施された。シラフルオ   

フェンの最高値は最終散布21日後に収穫した茶（荒茶）の26．7mg此gであった。ま   

た、魚介類におけるシラフルオフェンの最大推定残留値は0．384ppmであった。   

各種毒性試験結果から、シラフルオフェン投与による影響は、主に肝臓及び精巣に   

認められた。発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は認められなかった。   

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をシラフルオフェン（親化合物のみ）   

と設定した。  

各試験の無毒性量等は表14に示されている。   

イヌを用いた90日間亜急性毒性試験及び1年間慢性毒性試験①において、無毒性   

量が設定できなかったが、これらの試験での最小毒性量より低用量の無毒性量が1年   

間慢性毒性試験②において得られたことから、イヌの無毒性量は11．Om釘kg体重／日   

と考えられた。   

食品安全委員会は、各試験で得られた無毒性量の最小値がイヌを用いた1年間慢性   

毒性試験②の11．Omg此g体重／日であったので、これを根拠として安全係数100で除   

した0．11mg此g体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

0．11mg肱g体重／日  

慢性毒性試験②  

イヌ  

1年間  

混餌  

11．Omg瓜g体重／日  

100   

ADI  

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  

暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の見直しを行う際に確認する  

こととする。  
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表14 各試験における無毒性量等  

動物種   試験   投与量（mg此g体重／日）   
無毒性量（mg此g体重／日）1）  

農薬抄録   

ラット  90日間  雄：166雌：170  

亜急性  雄：0、6．7、33．3、166、827  
毒性試験   雌雄：肝絶対及び比重量増加等  

2年間  0、400、2，000、10，000、  雄：20雌：26  

慢性毒性／  

発がん性  雌雄：小葉中心性肝細胞肥大等  

併合試験  雌：0、26、130、661、1，335   （発がん性は認められない）  

2世代  0、200、1，000、5，000佗，0002）  親動物及び児動物  

繁殖試験   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿●＿…＿＿＿＿＿＿＿＿…ppき箪＿＿＿  

P雄：0、14．7、72．6、374  P雄：72．6Fl雄：67．6  
Pl唯：0、19．4、100、491  P雌：100Fl雌：94．2  

Fl雄：0、14．2、67．6、141  
Fl雌：0、19．4、94．2、193  親動物：  

雄：精巣絶対及び比重量減少等  

雌：摂餌量減少等  

児動物：体重増加抑制  

発生毒性  母動物及び胎児：1，000  

試験   

毒性所見なし（催奇形性は認められない）   

マウス  90日間  雄：338雌：353  

亜急性  雄：0、14．0、69月、338、1，670  
毒性試験   雌雄：肝絶対及び比重量増加等  

2年間   0、400、3，500、7，000ppm   雄：68 雌：83  

発がん性   雄：0、6臥615、1，271  
試験  雌：0、83、728、1，481   

雄：体重増加抑制等  

雌：肝絶対及び比重量増加  

（発がん性は認められない）   

ウサギ  発生毒性  母動物及び胎児：300  

試験   

母動物：吸収胚数増加等  

胎児：第13肋骨出現頻度増加  

（催奇形性は認められない）   

イヌ   90日間  雄：一雌：－  

亜急性  雄：0、24．1、121、603  

毒性試験   雌雄：肝絶対及び比重量増加等  

1年間  0、320、1，600、8，000ppm  雄：一雌：－  

慢性毒性  

試験（D  雌：0、21．4、115、575  雌雄：体重増加抑制等  

1年間   0、60、160、1，600ppm   雄：1l．8 雌：11．0  

慢性毒性   雄：0、4．7、11．臥125  
試験②  雌：0、4．5、11．0、119   雌雄：PLT増加及びALP増加等   

NOAEL：11  

ADI  ADI：0．11  

SF：100   

ADI設定根拠資料  イヌ1年間慢性毒性試験②   

ー：無毒性量を設定できず  
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NOAEL：無毒性量 SF：安全係数 ADI：一日摂取許容量  

1）：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。  

2）：最高用量群はP世代で5，000ppm、Fl世代で2，000ppm  
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＜別紙1：代謝物／分解物略称＞  

記号  化  学  名   
（略称）  

Ⅱ   【3・（4・フルオロ甘フエノキシフェニル）プロピル】（4・ヒドロキシー   

（HoelO4691）  フ土ニル）（ジメチル）シラン   

Ⅲ  

（HoelO6382）   
【3・（4・フルオロー3－フエノキシフェニル）プロピ／り（ジメチノりシラノール   

Ⅴ  

（HoelO5561）   
4－フルオロー3・フエノキシ・安息香酸   

Ⅵ  

（Hoel12286）   
4－フルオロー3－（4－ヒドロキシフエノキシ）ベンジルアルコール   
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＜別紙2：検査値等略称＞  
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  

残留値（mg／kg）  
作物名  使用量  

回数  公的分析機関  社内分析機関  
（分析部位）  

（回）   

実施年   数  処理方法  
最高値  平均値  最高値  平均値   

水稲  1   
3a   7   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  200D  
3a   14   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1991年度                                  1  

3a   7   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3a   14   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

水稲  1   
3a  21   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  300G  3a  28   ＜0．02  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1991年度                                  ・1  

3a  21   ＜0，02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3a  28  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

水稲  1   
2   14   0．06   0．06   0．05   0．05  

（玄米）  
3b   19   0．07   

142．5EC  
2   

0．06   0．06   0．06  

1991年度                                  1  

14   0．03   0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   21  ＜0．02  く0．02  ＜0．02  ＜0．02   

1   
3a  14  0．03   0．03   0．03   0．03  

95EC  
3a  21  0．03   0．03   0．03   0．03  

水稲  1  

3a  ・14  0．02   0．02   0．02   0．02  
3a  21  0．02   0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  142．5ECx2  1994年度  0．04   0．04   0．04   0．04  

1  ＋200D   3a  7   0．03   0．03   0．03   0．03  

1   95ECX2  3a  7   0．03   0．03   0．03   0．03  

1  
＋200Ⅰ〉  3a  7   0．02   0．02   0．02   0．02   

1   

水稲  100DF   
1   27  ＜0．01  ＜0．01  ＜0．02  ＜0．02 

（玄米）  

1   32  ＜0．01  ー＜0．01  ＜0．02  ＜0．02  

1995年度  142．5EC   
1   27  ＜0．01  ＜0．01  ＜0．02  ＜0．02  

1  1   32  ＜0．01  ＜0．01  ＜0．02  ＜0．02   

3a  14   0．04   0．04   0．04   0．04  
1   3a  21   0．02   0．02   0．02   0．02  

3a  28  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

水稲  200D  3a  14   0．05   0．04   0．03   0．03   
（玄米）  1  ＋   3a  21   0．03   0．02   0．02   0．02   

1996年度  142．5ECx2  3a  28  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3a  14   0．06   0．06   0．02   0．02  
1  3a  21   0．03   0．03   0．03   0．03  

3a  28  ＜0．02  ＜0．02   0．02   0．02   
3a  14   0．03   0．03   0．03   0．03  

水稲  
1   

200D  
3a  21  ＜0．02  ＜0．02  ・＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  
＋  3a  28  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1996年度  
3a  14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  95ECx2  
3a  21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3 

3a  14   0．04   0．04   0．04   0．04  

水稲  100Df■  
3a  21   0．04   0．04   0．03   0．02  

（玄米）  ＋  
3a  28   0．02   0．02   0．02   0．02  

1996年度   
3a  14   0．07   

142．5ECx2  
0．06   0．08   0．08  

0．05   0．05   0．05   0．05  
3a  28   0．04   0．04   0．04   0．04   

水稲  
1   27  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（玄米）  100Ⅰ）F  

1996年度   1  1   27  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   
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残留値（mg戊g）  
試験  使用量  

回数  公的分析機関  
圃場  （回）  ．PHI （日）           社内分析機関      シラフルオフェン   シラフルオフェン  
数  処理方法  

最高値  平均値  最高値  平均値   
1  

100SC   
1   40  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1  38  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

1  
142．5EC   

1   40  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1  38   0．02   0．02   0．02   0．02   

1  
2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

95EC  
2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1  
2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

14  
100SC   

0．02   0．02  

1  1   14  ＜0．02  ＜0．02   

1  114～  1   14      0．05   0．04  

1  142．5EC  1   14  0．04   0．04   

1  
3a   7   3．75   3二74   3．82   3．64  

200Ⅰ）  

3a   14   5．84   5．68   6．93   6．80  

1  
3a   7   4．70   4．52   4．39   4．22  
3a   14   6．17   5．99   6．46   6．38   

1  

3a  21   1．35   1．34   2．76   2．56  

300G  
3a  28   3．33   3．28   3．18   3．13  

1  
3a  21   1．94   1．92   1．49   1．48  
3a  28   4．94   4．73   5．56   5．16   

1  
2   14   8．35   8．23   10．2   10．2  

142．5EC  
3b   19  13．6   13．4   13．1   12．7  

1  
2   14   4．70   4．49   3．49   3．49  
2   21   2．15   2．12   3．22   3．19   

1  

1  14  3．28  3．18  

200D  
28  1．22  1．20  

1  

14  2．70  
1  28  0．80   

1  

14  4．10  

142．5EC   
28  3．30  

1  14  5．56  
28  3．37   

1  8  ＜0．1  

1  

14  ＜0．1  

28  ＜0．1  

0．08D  1  42  ＜0．1  

gaiノポット  1  8  ＜0．1  

1  14  ＜0．1  

28  ＜0．1  

42  ＜0．1   

14  ＜0．1  

1  1  28  ＜0．1  

0．285EC  42  ＜0．1  

mgaiノポット   14  ＜0．1  

28  ＜0．1  

42  ＜0．1   

1  
100DF   

1   27   1．36   1．36   1．97   1．92  

1  32   0．40   0．40   1．02   1．00   

1   142．5EC   27   1．50   1．46   2．62   2．52   
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残留値（mg丑g）  
作物名  使用量  

回数  公的分析機関  社内分析機関  
（分析部位）  

（回）   

実施年   数  処理方法  
最高値  平均値  ・最高値  平均値  

1  32   4．05   3．94   4．66   4．54   

3a  14   6．01   5．96   9．13   8．82  
1   3a  21   4．37   4．32   6．87   6．64  

3a  28   7．51   7．50   6．44   6．30  
水稲  200D  3a  14   4．69   4．46   6．14   6．02   

（稲わら）  1  ＋   3a  21   5．09   4．89   4．79   4．50   
1996年度  142．5ECx2  3a  28   3．15   3．08   3．66   3．59  

38  14   9．18   9．14   8．94   8．78  
1  3a 21 3．50   3．41．   3．50   3．24  

3a  28   2．75   2．70   2．12   2．09   
3a  14   7．01   6．70   5．50   5．38  

水稲  200D  
3a  21   3．72   3．72   2．02   2．00  

（稲わら）  
3a  28   2．62   2．58   1．72   1．55  

1996年度   ＋ 95ECx2  3a  14   5．75   5．52   5．74   5．66  
3a  21   4．99   4．82   5．22   5．10  
3a  28   2．78   2．78   2．48   2．37   
3a  14   7．91   7．71   5．72   5．72  

水稲  
1   

100DF  
3a  21   6．89   6．80   5．51   5．45  

（稲わら）  ＋  
3a  28   5．02   4．86   4．63   4．60  

1996年度  
3a  14   9．15   9．14   9．37   9．30  

142．5ECx2  5．16   5．02   5．79   5．74  
38  28   3．08   2．99   2．48   2．42   

水稲  1   27   0．89   0．87   1．28   1．28  
（稲わら）  100DF   
1996年度  1   27   1．46   1．44   1．80   1．76   

1   
100SC   

1   40   0．75   0．74   1．09   1．02  
水稲  1  1   38   1．35   1．34   1．41   1．36  

（稲わら）  

1997年度  
1   40   1．29   

142．5玉：C  
1．28   2．10   1．83  

1  1   38   4．72   4．48   3．95   3．90   

水稲  1   
2   14 2．90   2．82   3．57   3．52  

（稲わら）  95EC  
2   21   2．93   2．80   3．61   3．50  

1998年度  2   14   3．21   3．12   3．99   3．94  
2   21   3．51   3．36   3．05   2．96   

1   14  2．30   2．14  

水稲  
100SC   

1  1   14  3．87   3．64  
（稲わら）  

2000年度  114～  14  4．38   4．36  

1  
142．5EC   

1   14      6．94   6．86   

1   
14  1．43  1．42  

100SC   1  21  
水稲  

0．68  0．66  

（青刈り）  

1  1   20       ／  0．16   0．16  
1  14  1．87  1．81  

1995年度  142．5EC  1  21  1．44  1．43  

1  20      ／  1．94   1．90   

水稲  1   

1  14  1．11  1．05  

（青刈り）  

1  21  
100DF  

0．53  0．52  

1996年度                       1  

14  1．26  1．18  
21  1．29  1．24   
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残留値（mg此g）  
作物名  使用量  

回数  公的分析機関  社内分析機関  
（分析部位）  

（回）   

実施年   数  処理方法  
最高値  平均値  最高値  平均値   

1   
1  14  0．84  0．68  

21  0．56  0．52  
100SC  

水稲  1  

14  0．54  

（青刈り）  

1  21  0．46  

1996年度  1  14  1．00  
1  21  0．72  

142．5EC  

1  
1  14  2．54  
1  21  1．08   

2   7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

大豆  
1   2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（乾燥子実）  95EC  
2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2000年度                                                 1  

2   7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0，02   

3   7  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

かんしょ  
1   3   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（塊根）  200工）  
3   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1996年度                                                 1  

3   7  ＜0．102  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

3   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

3   7   0．43   0．42   0．52   0．51  
えだまめ   1   3   14   0．43   0．41   0．50   0．48   
（さやを含  

200D  
3   21   0．29   0．28   0．24   0．24  

む）  3   7   0．56   0．56   0．52   0．52   
1               1997年度  3   14   0．23   0．22   0．37   0．34  

3   21   0．15   0．15   0．19   0．19   
じゆんさい   2   ＜0．02  ＜0．02  

（葉）  2   3   ＜0．02  ＜0．02   

2003年度  
95玉：C  

2   7   ＜0．02  ＜0．02   

じゆんさい   2   1   ＜0．02  ＜0．02  

（葉）  1  2   3   ＜0．02  ＜0．02   

2004年度  2   7   ＜0．02  ＜0．02   

2   14  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

温州みかん  
1   2   21   0．03   0．03  ＜0．02  ＜0．02  

（果肉）  700Wア  
2   30  く0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1996年度                                                 1  

2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   30  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

2   14   2．68   2．66   3．25   3．16  

温州みかん  
2   21   3．46   3．45   5．54   5．32  

（果肉）  700Wf’  
2   30   4．25   4．22   3．85   3．76  

1996年度   
2   14   1．90   1．90   2．90   2．86  
2   21   1．23   1．18   0．76   0．74  
2   30   2．17   2．08   3．12   3．10   
2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

夏みかん  
1   2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果肉）  700WP  
2   29  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1996年度                                                 1  

2   21  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   30  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02   

63   



残留値（mg／kg）  
作物名  使用量  

回数  公的分析機関  社内分析機関  
（分析部位）  

（回）   
実施年   数  処理方法  

最高値  平均値  最高値  平均値   

2   14   1．49   1．49   1．46   1．40  

1   2   21   1．17   1．14 1．43   1．38  
夏みかん  

（果皮）  
2   29   1．56   1．54   1．59   1．50  

700WP  
1996年度  2   14   1．47   1．42   1．42   1．37  

1  2   21   1．46   1．44   1．62   1．58  
2   30   1．77   1．68   1．68   1．66   

0．46  0．46  
1   0．38  0．44  

夏みかん  0．52  0．51  
（果実全体）・  700W？   0．43  0．48   

1  0．40  0．52  
0．46  0．56   

2   14   1．11   1．08   0．74   0．74  

ゆず  
1   2   21   0．99   0．96   0．80   0．77  

（果実全体）  
2   

500～700Wア  
30   0．82   0．80   0．72   0．70  

1996年度                                                 1  

14   0．82   0．80   0．76   0．74  
2   21   0．62   0．62   0．63   0．62  
2   30   0．83   0．80   0．76   0．74   
2   14   0．86   0．84   1．12   1．06  

1   
2   21   0．67   0．67   0．68   0．68  

りんご  
2   30   0．52   0．52   0．84   0．84  

（果実）  700WP  
2   45 0．66   0．65   0．65   0．64  

1992年度  
2   14   0．12   0．12   0．12   0⊥12  

2   21   0．14   0．14   0．22   0．20  
2   30   0．08   0．08   0．06   0．05  
2   45   0．08   0．08   0．19   0．18   
2   14   0．20   0．20   0．18   0．18  

1   
2   21   0．17   0．17   0．19   0．18  
2   30   0．16   0．16   0．16   0．16  

500Wア  
2 45   0．13   0．13   0．14   0．14  

14   0．15   0．14   0．10   0．10  

なし  1  

2  
21   0．q8   0．08   0．10   0．10  

（果実）  

2  
30   0．07   007   0」08   0．07  

1992年度  
2  

44   0．03   0．03   0．04   0．04  
2   14   0．37   0．36   0．31   0」30  

1   2   21   0．30   0．29   0．42   0．42  

1000WP  
2   30   0．22   0．21   0．32   0．32  
2   14   0．26   0．26   0．20   0．20  

1  2   21   0．21   0．20   0．16   0．16  
2   30   0．10   0．10   0．12   0．10   
2  1   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1   400WP  
2   7   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

もも  
2   14  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

（果肉）  
2   21  ＜0．02  ＜0．02  く0．02   ＜0．02  

2002年度  
2   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

1   700WP  
2   7   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   13  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  

2   20  ＜0．02  ＜0．02  く0．02   ＜0⊥02   
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残留値（mg／kg）  
作物名  使用量  

回数  公的分析機関  社内分析機関  
（分析部位）  

（回）   実施年   数  処理方法  
最高値  平均値  最高値  平均値   

2   1   6．92   6．89   3．35   3．32  

1   400Wp  
2   7   6．34   6．22   3．48   3．27  

もも  
2   14   3，58   3．49   1．91   1．85  

（果皮）  
2   21   2．65   2．64   1．41   1．39  

2002年度  
2   13．7   13．4   12．7   12．6  

1   700WP  
2   7   10．1   9．94   8．52   7．86  
2   13   8．93   8．67   7．65   7．44  
2   20   5．82   5．76   4．94   4．69   
2   14   0．56   0．53   0．78   0．72  

1   
2   21   0．52   0．50   0．66   0．63  
2   30   0．38   0．37   0．54   0．49  

500WP  
2   45   0．25   0．24   0．45   0．44  
2   14   0．14   0．14   0．32   0．30  

かき  1  
2   21   0．13   0．12   0．26   0．26  

（果実）  

2   30   0．13   0．12   0．26   0．26  

1992年度  
2   45   0 0．14   0．22   0．22  
2   14   0．71   0．68   1．16   1．13  

1   2   21   0．64   0．62   1．11   1．06  
2   

1，000WP  
30   0．58   0．58   0．92   0．86  
14   0．26   0．26   0．51   0．50  

1  2   21   0．30   0．29   0．38   0．37  
2   30   0．26   0．26   0．33   0．32   

茶  
2   21   20．1   

600W？  
19．6   26．7   26．6  

（荒茶）  

1991年度   2   21   7．80   7．48   9．09   9．00   

茶  1   
1   21   3．50   3．47   3．01   2．84  

（荒茶）  1，000WP  
30   0．56   0．54   0．58   0．56  

1996年度  
1   21   0．87   0．84   0．82   0．77  

30   0．11   0．10   0．11   0．10   
2   2l   1．37   1．32   1．84   1，84  

茶  
1   2   28   0．81   0．77   0．83   0．82  

（荒茶）  
2   42   

200～1，000WP   21   
0．49   0．49   0．53   0．52  

2001年度  
1．97   1．9：主   2．21   2．20  

2   28   0．27   0，26   0．32   0．32  
2   42   0．06   0．06   0．04   0．04   

茶  1   2   21   0．07   0．06   0．08   0．08  
（浸出液）  600Wア  

1991年度                   1  
2   21   く0．04  ＜0．04   0．05   0．04   

茶  1 / 
21   0．04   0．04  ＜0．03  ＜0．03  

（浸出液）  
30   ＜0．01  ＜0．01  ＜0．03  ＜0．03  

1，000Wア   
1  

1   21   
1996年度  

＜0．01  ＜0．01  ＜0．03  ＜0．03  

1   30   ＜0．01  ＜0．01  ＜0．03  ＜0．03   

2  21  ＜0．04  

茶  
1   2  28  ＜0．04  

2  
200～1，000WP  

42  ＜0．04   

21  ＜0．04  

2  28  ＜0．04  

2  42  ＜0．04   

（浸出液） 2001年度  

農薬の使用回数が申請された使用方法よりも多い場合、回数にaを付した  
b：2回目の散布は雨間散布であったので、2日後に再散布した。  
定量限界未満のデータは定量限界値に＜を付した。  
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資料4－9－1  

厚生労働省発食安第1206006号  

平成19 年12 月 6 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   

－
言
 
 

「
が
封
旧
制
」
 
 

コニトノ⊆吾  
厚生労働大臣  舛添  

諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき、下記の  

事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

次に掲げる農薬の食品中の残留基準設定について  

チオペンカルプ   



2
 
 
 



資料4－9－2  

平成20年4月7日  

薬事・食品衛生審議会  

食品衛生分科会長 吉倉 廉 殿  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会   

農薬・動物用医薬品部会長 大野 泰雄  

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

農薬・動物用医薬品部会報告について   

平成19年12月6日厚生労働省発食安第1206006号をもって諮問された、食  

品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づくチオペンカルブ  

に係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定について、当部会で審議を行った結  

果を別添のとおり取りまとめたので、これを報告する。  
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（別添）  

チオベンカルブ  

1．品目名：チオペンガルブ（Thiobencarb）  

2．用途：除草剤  

チオカルバミン酸ベンジルエステル系の除草剤である。作用機構として、αアミラ   

ーゼの生合成の阻害、オーキシンと括抗することによるタンパク質生合成過程の阻害  

により作用すると考えられている。  

3．化学名：   

S－4－Chlorobenzyldiethyl（thiocarbamate）（IUPAC）   

5L［（4－Chlorophenyl）methyl］diethylcarbamothioate（CAS）  

4．構造式及び物性  

′‾CH3  

c十≡十  C 
HrS－C－N  

しc＝。  

分子式 C12H16CINOS  

分子量  257．8  

水溶解度16．7mg／L（20℃）  

分配係数logl。Pow＝4．23（25℃）  

（メーカー提出資料より）   
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5．適用雑草の範囲及び使用方法   

本薬の適用雑草の範囲及び使用方法は以下のとおり。  

（1）50％チオペンカルブ乳剤  

使用量  
本剤の  

適  

適用  適用  
チオペンカルプ  

作物名  
雑草名   

使用時期  
土壌  

使用  
薬量   

回数   地  

帯  

は種直後～  600～  

チオペンカルプ  

作物名  適用雑草名  使用時期  適用土壌  使用量   使用液量  使用方法  適用地域   を含む農薬  

の総使用回数   

育苗箱  

稲   は種後出芽前  全土壌   （30×60cm）   

（箱育苗）  一年生雑草  
北海道   1回  

0．13mL   13mL   
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（2）50％チオペンカルブ・5％ペンディメタリン・7．5％リニュロン乳剤  

適  使用量  

用  
本剤  

リニュロンを含む  
作物名    雑  

草  
薬量   の使 用回  農薬の総使用回数  

名   
数   

500～800  九州を  

mL／10a   
2回以内  

だいず   
除く全域  

（出芽前までは1回以内、  
600～800  

九州   出芽後は1回以内）  
mL／10a  

500～800  九州を  

mL／10a  
えだまめ  

除く全域   

は種直後  
600～800  

mL／10a  
九州   

（懲草発生前）   

400～600  

北海道  

小麦  70～100  
年  

全土壌  
1回  

生  
全面土  

1回  

雑  
（砂土を除〈）  壌散布  

草  500～800  
とうもろこし  

mL／10a  

植付後～萌芽前  600～800  
ばれいしょ  

（雑草発生前）  mL／10a   

全域  
2回以内  

にんじん  
（は種直後は1回以内、  

は種直後  500～700  にんじん3～5  

（雑草発生前）  mL／10a  葉期は1回以内）   

100  
らっかせい  

L／10a  
1回   

チオペンカルブを含む農薬の総使用回数：1回  

ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数：1回  
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（3）8％チオペンカルブ・0．8％ペンディメタリン・1．2％リニュロン細粒剤  

リニュロンを  

作物名   
適用  

使用時期   適用土壌  使用量   
本剤の  

含む農薬の  
雑草名  使用回数   

総使用回数   

小麦   全域   1回   

2回以内  

だいず  （出芽前までは1回以内、  

出芽後は1回以内）   

大麦  

えだまめ   は種直後  1回  

一年生  全土壌  4～5kg  
全面  

／10a   
1回  土壌  

雑草  （砂土を除く）  

散布  
2回以内  

（は種直後は1  

にんじん  回以内、にんじん  

3～5菓期は1回  

以内）   

ばれいしょ  植付後～萌芽前  

さといも  （雑草発生前）  全域   
1回  

チオペンカルプを含む農薬の総使用回数：1回  

ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数：1回  

（4）50％チオペンカルプ・5％プロメトリン乳剤  

適用  
使用量  本剤の  

適用  
チオペンカルプ  

作物名  使用時期   
適用 土壌  薬量   

使用  
雑草名  地帯  

を含む農薬の  

回数   総使用回数   

は種直後～  

稲出芽前  
水田  600～  

乾田・落  

（ノビエ1菓期まで）  

800mL  
水状態で  

直播水稲   一年生雑草  
但し、収穫  

2回以内   

マツバイ  ／10a   
90日前まで  70～  

全面土   全域   
壌散布  

（入水15日前まで）   100L  1回  

水田  ／10a   
はとむぎ  

一年生雑草   ／10a  
1   

は種直後  壌土  
600～  

全面土  

（雑草発生前）   ～埴土   壌散布  
全域  

にんじん  一年生雑草  1000mL  （北海道  2回以内   

／10a  を除く）  
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（4）50％チオペンカルブ・5％プロメトリン乳剤（つづき）  

適用  
使用量  本剤の  チオペンかレプ  

作物名   
適用  

使用時期  使用  
適用  

を含む農薬の  
雑草名  土壌  薬量   地帯  

回数   総使用回数   

800～  

とうもろこし   1000mL／  北海道   1回   

10a   

600～  
関東以西  2回  

らっかせい  

800mL  
の地域  以内   

／10a  
東北  

いんげ  
北陸  

800～  
んまめ  

北海道   
は種後  

全土壌  

1000mL／  

発芽前  70～  
600～  

100L  一年生雑草  

／10a   1回  全面土 壌散布  

1回  

1回  
10a  を除く）  

だいず  
800～  

1000mL／  北海道   

10a  

600～  全域  

陸稲  800mL／  （北海道  

10a  を除く）   

500～  
は種直後  

750mL  
関東以西  

麦類  2回以内   
′、一麦出芽前   

／10a  
の地域  
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（5）8％チオペンカルブ・0．8％プロメトリン粒剤  

適用 適用  
本剤の  チオペンカルプ  

作物名   
使用時期  

土壌   
使用量   使用  

回数   
適用 地帯   を含む農薬の 総使 

用回数   

壌土～  

は種後～  埴土   ／10a   関東  

発芽前  3～4kg  以西   
砂壌土  

（雑草発生前）  ／10a  

小麦   火山灰土  5kg／10a  東北  

生育初期  

（小麦の4菓期まで、  ／10a  近畿  

スズメノテッポウ  3～4kg  以西  

1．5菓期まで）   
砂壌土  

／10a   
2画以内  

壌土～  
北陸・  

は種後～  
埴土   ／1ba  

関東  

発芽前  以西  

大麦  
（雑草発生前）  

砂壌土  3kg／10a  
関東  

（水田裏作）  

以西  

一年生雑草  
全面土  

（大麦の4葉期まで、  ／10a  
壌散布  

スズメノテッポウ  3～4kg  以西  

1．5菓期まで）   
砂壌土  

1回  1回  

北海道  

とうもろこし  は種直後   を除く  

全域  
1回   

だいず  は種後～  
全土壌   

4～6kg  
全域   

らっかせい  発芽前  2回以内  

（雑草発生前）  
／10乙  

陸稲  1回   

にんじん  
は種直後  北海道  

（雑草発生前）   
2回以内   

を除く  

たまねぎ  
壌土～  

定植直後  埴土  
全域  

ねぎ  （雑草発生始期まで）  

4～5kg  1回  

／10a   

は種直後～  

稲出芽前  
水田  

乾田・落  

（ノビエ1葉期まで）  水状態で  
直播水稲   一年生雑草  

但し、収穫  全面土  
全域  2回以内   

マツバイ  
90日前まで  壌散布  

（入水15日前まで）   
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6仙 作物残留試験  

（1）分析の概要   

①分析対象の化合物  

。チオペンカルブ  

・4－クロロベンジルメチルスルホン（代謝物15）  

・4－クロロフェニルメタンスルホン酸（代謝物墜）  

・4－クロロ安息香酸（代謝物て）  

・」㌻ベンジル〝ルジエチルチオカルバメート（代謝物33）  

c・6cH鼎cH， O  
cト◎－CHrS。3H  

cト◎－CよoH  

⑦－CHrS且（；：；  

代謝物15  

代謝物16  

代謝物7  

代謝物33   

②分析法の概要   

チオペンカルブ、  代謝物15及び代謝物33  

試料をアセトンまたはメタノール抽出し、各種ミニカラム（C18ミニカラム、フ  

ロリジルミニカラム、NH2カラム等）を用いて精製後、ガスクワマトグラフ（N  

PDまたはFID）で定量する。必要に応じて、抽出後に、n－ヘキサンま‘たは酢  

酸エチル（代謝物33はn－ヘキサンのみ）ぺ転溶する。   

注）NPD：Nitrogen Phosphorus Detector（窒素リン検出器）  

FID：FlameIonization Detector（水素炎イオン化検出器）  

代謝物堕   

試料をアルカリ条件下でアセトン抽出し、ジクロロメタンを用いて爽雑物を除去  

する。濃縮後、ジアゾメタンによりメチル化を行い、ガスクロマトグラフ（NPD）  

により定量する。  

代謝物て   

試料を酸性条件下でアセトン抽出し、酢酸エチル・ヘキサン混合溶媒へ転溶する 

炭酸ナトリウム水溶液により抽出し、ジクロロメタンに転溶、濃縮後、シリカゲル  
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カラムにより精製した後、ニトロベンジル化し、ガスクロマトグラフ（NPD）に  

より定量する。  

定量限界 チオペンカルブ：0．004～0．1ppm  

代謝物15及び代謝物7：0．005～0．02ppm  

代謝物16：0．005～0．03ppm  

代謝物33：0．002～0．01ppl乃  

各代謝物の分析値については、チオペンカルブ換算を行っていない。  

（2）作物残留試験結果  

代謝物について特に記載がないものについては、分析が実施されていないことから、   

チオペンカルブの分析値のみを記載している。  

（D水稲  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、〟％粒剤を1回散布（6kg／10a）   

及び乃も粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後117，94日の最大残留量注1） ¢   

は〈0．01、く0．01ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていな   
い。  

、  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、〟％粒剤を1回散布   

（6kg／10a）及び乃も粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後117，94日の最   

大残留量はく0．1、〈0．1ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われ   

ていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   

（15OOmL／10a）及び〟％粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後96，79日   

の最大残留量は〈0．01、く0．01ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で   

行われていない。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   
（1500mL／10a）及び〟％粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後96，79日   

の最大残留量は〈0．1、〈0．1ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行   

われていない。  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を計2回散布（1000   

～1200mL／10a）及び乃も粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後105，110   

日の最大残留量はく0．008、く0．008ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲   

内で行われていない。  

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を計2回散布（1000   

～1200mL／10a）及び乃も粒剤を1回散布（4kg／10a）したところ、散布後105，110   

日の最大残留量はく0．05、く0．05ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内   

で行われていない。  
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水稲（玄米）を用いた作物残留試験（2例）において、〟％粒剤を計2回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後91，138日の最大残留量は以下のとおりであった。  

ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

チオペンカルブ：く0．005、く0．005ppm   

代 謝 物 33：く0．005、く0．005ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（2例）において、〟％粒剤を計2回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後91，138日の最大残留量は以下のとおりであった。  

ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

チオペンカルブ：0．02、0．02ppm   

代 謝 物 33：く0．01、く0．01ppm  

水稲（玄米）を用いた作物残留試験（3例）において、〟％粒剤を1回散布（4kg／10a）  

したところ、散布後107，86，93日の最大残留量は以下のとおりであった。ただし、  

これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

チオペンカルブ：く0．01、く0．01、く0．01ppm   

代 謝 物15：く0．005、く0．005、く0．005ppm   

代 謝 物16：〈0．01、〈0．01、〈0．01ppm   

代 謝 物 7：く0．01、く0．01、く0．01ppm   

水稲（稲わら）を用いた作物残留試験（3例）において、〟％粒剤を1回散布  

（4kg／10a）したところ、散布後107，86，93日の最大残留量は以下のとおりであっ  

た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。   

チオペンカルブ：く0．02、く0．02、〈0．02ppm   

代 謝 物15：く0．02、く0．02、く0．02ppm   

代 謝 物16：く0．02、〈0．02、く0．02ppm   

代 謝 物 7：0．26、0．05、0．10ppm  

②小麦  

小麦（種子）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   

（ノ2死ねL／10a）したところ、散布後245，212日の最大残留量は以下のとおりであっ   

た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

チオペンカルブ：く0．005、0．006ppm  

代 謝 物15：〈0．005、〈0．005ppm   

代 謝 物16：く0．03、〈0．03ppm  

代 謝 物 7：く0．01、く0．01ppm  

③大麦  

大麦（種子）を用いた作物残留試験（2例）において、8％粒剤を1回散布（5kg／10a）   

したところ、散布後209，243日の最大残留量はく0．01、く0．01ppmであった。  
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④はとむぎ  

はとむぎ（種子）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   

りⅥα払レ仏鮎）したところ、散布後159，110 日の最大残留量は〈0．008、〈0・008ppm   

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑤とうもろこし  

とうもろこし（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、 50％乳剤を1   

回散布（1000mL／10a）したところ、散布後109，129日の最大残留量は〈0．005、く0・005   

ppmであった。  

とうもろこし（未成熟子実）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤   

を1回散布（1000mL／10a）したところ、散布後101，91日の最大残留量はく0．005、く0・005   

ppmであった。  

とうもろこし（青刈り茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤   

を1回散布（800血／10a）したところ、散布後131，115日の最大残留量はく0．01、く0・01   

ppmであった。   

⑥だいず  

だいず（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散   
布（1000mL／10a）したところ、散布後97，123日の最大残留量は以下のとおりであ   

った。  

チオペンカルブ：く0．005、く0．005ppm  

代 謝 物 15：く0．005、く0．005ppm  

代 謝 物 16：く0．03、〈0．03ppm  

代 謝 物 7：く0．02、〈0．02ppm  

だいず（えだまめ）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散   

布（J♂β勉血万ぬ）したところ、散布後68，84日の最大残留量は以下のとおりであっ   
た。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

チオペンガルプ：く0．005、0．008ppm  

代 謝 物 15：〈0．005、く0．005ppm  

代 謝 物 16：く0．05、く0．05ppm  

代 謝 物 7：く0．02、く0．02ppm  

⑦いんげんまめ   

いんげんまめ（乾燥子実）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1  

回散布（1000mL／10a）したところ、散布後101，109日の最大残留量はく0．02、く0・02  

ppmであった。  
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⑧らっかせい  

らっかせい（乾煉子実）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤   

（ノクク伽止／力ね）を1回散布したところ、散布後150，125日の最大残留量はく0．01、   

く0．01p王〕mであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑨ばれいしょ  

ばれいしょ（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散   

布（800mL／10a）したところ、散布後119，120日の最大残留量は〈0．005、く0．005ppm   

であった。  

⑩さといも  

さといも（塊茎）を用いた作物残留試験（2例）において、8％粒剤を1回散布   

（（牝〆7ぬ）したところ、散布後186，199日の最大残留量はく0．01、く0。01ppmであ   

った。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑪レタス  

レタス（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   

（1000miノ10a）したところ、散布後63，80日の最大残留量はく0．02、く0．02ppmであ   

った。  

⑫リーフレタス   

リーフレタス（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散   

布（1000mL／10a）したところ、散布後45，43 日の最大残留量はく0．01、く0．01ppm   

であった。  

⑬たまねぎ  

たまねぎ（鱗茎）を用いた作物残留試験（2例）において、50％乳剤を1回散布   

（1000血ノ10a）したところ、散布後127，225日の最大残留量は〈0．005、く0，005ppm   

であった。  

⑭ねぎ  

ねぎ（茎葉）を用いた作物残留試験（2例）において、8％粒剤を1回散布（蝕㌢りぬ）   

したところ、散布後52，161日の最大残留量はく0．005、〈0．005ppmであった。ただ   

し、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑮にんじん  

にんじん（根部）を用いた作物残留試験（2例）において50％乳剤を1回散布  

（1000mL／′10a）したところ、散布後116，121日の最大残留量はく0．005、〈0．005ppmで   

あった。  
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これらの試験結果の概要については、別紙1－1、海外で実施された作物残留試験成   

績の結果の概要については、別紙1－2を参照。   

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間  

を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、それ  

ぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない条件  
を斜体で示した。  

7．魚介類への推定残留量   

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省か   

ら魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の   

水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、   

以下のとおり魚介類中の推定残留量を算出した。  

（1）水産動植物被害予測濃度  

本農薬が水田以外の場面においてのみ使用されることから注2）、非水田PECtierl注3）を   

算出したところ、0．030ppb となった。  

（2）生物濃縮係数  

本農薬については、魚類及び貝類を用いた濃縮性試験が実施されている。   

①魚類（ブルーギル）  

∵7ェニル環の炭素を14cで標識したチオペンカルブ（0．05ppm）を用いた28日間の取  

込期間及び14日間の排泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。   

14c一放射能濃度分析及び代謝物の定性定量を実施した結果、魚体全身中の総残留放射  

能（TRR）が90％平衡に達する推定時間は1．0日と算出された。また、14～28日目にお  

ける魚肉及び内臓のTRRに占めるチオペンカルブの割合はそれぞれ29．9～46．3％（平  

均：38．1％）及び18．2～24．0％（平均：21．1％）であった。  

本試験から求められるTRRとしてのBCFは、BCFss注4）＝302と筆出されたが、このBCFss  

の値は全ての代謝物を含んでいる。チオペンカルブとしてのBCFを算出するためには、  

試験水中および魚体全身のTRRに占めるチオペンカルブの割合を考慮する必要がある  

が、魚体全身に占めるチオペンカルブの割合に関するデータはない。このため、■平衡  

状態に達しておりかつ各成分の存在比率が測定されている14日及び28日の分析結果  

から、BCFを次のとおり試算した。  

（チオペンカルブのBCFss）＝  

（各部位のTRRとしてのBCFssの平均）×（チオペンカルブの存在比率の平均）  

魚肉：108 × 38．1％ ＝41  

内臓：439 × 21．1％ ＝93   

以上より、魚類におけるBCFssとして93を採用することとした。  
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②貝類（しじみ）   

チオペンカルブ（第一濃度区：10ppb、第二濃度区：1ppb）を用いた28日間の取込  

期間及び28日間の排泄期間を設定したしじみの濃縮性試験が実施された。チオペンカ  

ルブ及び代謝物の定性定量を実施した結果、チオペンカルブは第一濃度区で1週目、  

第二濃度区では2週目に平衡状態に達すると考えられた。本試験から求められるBCF  

は、BCFss＝690（第一濃度区：7～21日）、2908（第二濃度区：14～28日）であった。  

なお、①及び②のいずれの試験においても、BCFk注5）は算出されていない。  

（13）推定残留量  

（1） 

①魚類（貝類を除く）については、水産動植物被害予測濃度：0．030ppb、BCF：93、②   

貝類については、水産動植物被害予測濃度：0．030ppb、BCF：2908とした。   

以上のことから、  

魚類（貝類を除く）の推定残留量＝0．030ppb X（93×5）＝13．95ppb＝0．01395ppm  

貝類の推定残留量＝0．030ppb X（2908×5）＝436．2ppb＝0．4362ppm  

注1）農薬取締法第3粂第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準設定にお  

ける規定に準拠  

注2）平成18年12月19日付けで稲への適用のうち、湛水散布使用するものについて失効となっており、乾．  

田または落水後使用のみであることから、水田PECtier2は算出していない。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留する  

農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設定法」報  

告書）  

注4）BCFss：定常状態における被験物質の魚体中濃度と水中濃度の比で求められたBCF  

注5）BCFk：被験物質の取込速度定数と排泄速度定数から求められたBCF  

8．乳牛における残留試験   

乳牛に対して飼料中濃度としてチオペンカルブ0、0．94、2．37、9．9ppmに相当する量   

を含有するゼラチンカプセルを28日間にわたり摂食させ、牛乳、筋肉、脂肪、肝臓及び   

腎臓に含まれるチオペンカルブ、代謝物7、代謝物15及び代謝物16含量を測定した（定   

量限界：チオペンカルブ、代謝物7及び代謝物16：0．01ppm、代謝物15：0．02ppm）。そ   

の結果、2．37ppm投与群において代謝物7が腎臓で0．01ppm、9．9ppm投与群において代謝   

物7が腎臓で0．08ppm、脂肪で0。01ppm、代謝物16が肝臓で0．01ppm認められた以外は   

いずれも定量限界未満であった。   

上記の結果に関連して、米国では、乳牛における最大理論的飼料由来負荷（MTDB注））  
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は0．58ppmと評価している。  

注）最大理論的飼料由来負荷（Maximum TheoreticalDietaryBurden：MTDB）：飼料として用  

いられる全ての飼料品目に残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって  

畜産動物が暴露されうる最大量。飼料中残留濃度として表示される。  

（参考：Residue Chemistry Test Guidelines OPPTS860．1480Meat／Milk／Poultry／Eggs）  

9．産卵鶏における残留試験   

産卵鶏に対してチオペンカルブ（0、0．2、1、5ppm相当）を28日間にわたり強制経口   

投与し、投与開始後7、28、35日における筋肉、脂肪、内臓、肝臓及び心臓に含まれる   

チオベンカルプ、代謝物7及び代謝物15について測定を行った（定量限界：チオペンカ  

ルブ及び代謝物15：0．03ppm、代謝物7：0．05ppm）。また、鶏卵についても投与開始後1、   

3、7、14、28、29、31、35日に採卵しチオペンカルブ、代謝物7及び代謝物15について  

分析した。その結果、チオペンカルブ及び代謝物7について定量限界未満であったが、  

代謝物15については検出が認められた。詳細については下表参照。   

上記の結果に関連して、米国ではMTDBを0．58ppmと評価している。  

表．組織中の代謝物15の残留（ppm）  

0．2ppm投与群   1．Oppm投与群   5．Oppm投与群   

筋肉   く0．03   く0．03   く0．03－0．07   

脂肪   く0．03   く0．03   〈0．03－0．17   

肝臓   く0．03   く0．03－0．09   く0．03－0．30   

心臓   く0．03   〈0．03－0．05   く0．03－0．14   

鶏卵   く0．03   く0．03－0．05   く0．03－0．13   

注）チオペンカルプ及び代謝物7については、いずれも定量限界未満であった。  

10．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び同法第24条第2項  

の規定に基づき、平成19年8月6日付け厚生労働省発食安第0806002号により食品安全委  

員会あて意見を求めたチオペンカルブに係る食品健康影響評価について、以下のとおり評  

価されている。  

無毒性量：0．9mg／kg体重／day（発がん性は認められなかった。）  

（動物種）  ラット  

（投与方法）   混餌投与  

（試験の種類） 慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  2年間  

安全係数：100  

ADI：0．009mg／kg体重／dav  
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11．諸外国における状況   

JMPR における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージー ランドについて調査   

した結果、米国において米、畜産物等に、オーストラリアにおいて米に基準値が設定さ   

れている。  

12。基準値案  

（1）残留の規制対象  

チオペンカルブ本体のみ  

作物残留試験において、チオペンカルブ、代謝物7、代謝物15、代謝物16、代謝物   

33の分析が行われているが、いずれの代謝物についても、定量限界未満もしくはチオ   

ペンカルブと比較して十分に低いことから、農産物の規制対象として代謝物を含めな  

いこととした。  

また、畜産物の移行性試験において、チオペンカルブ、代謝物7、代謝物15及び代   

謝物16について分析がなされており、一部の臓器において代謝物の検出が認められて   

いるが、MTDBでは、定量限界未満または定量下限と同程度と判断されることから、   

畜産物の規制対象に代謝物を含めないこととした。  

さらに、魚介類については推定残留量を算出する際に得られた実測BCFおよび水   

産PECがチオベンカルブのみを対象としていることから、魚介類の規制対象をチオ   

ペンカルプのみとすることとした。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価   

対象物質としてチオペンカルブを設定している。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され   

る量のチオペンカルブが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試   

算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大一日摂取量（TMDI））のADIに   

対する比は、．以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全   

くないとの仮定の下におこなった。  
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TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   20．7   

幼小児（1～6歳）   36．4   

妊婦   18．0   

高齢者（65歳以上）   20．1   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。高齢者及び妊婦につい  

ては水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一   

般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、   

残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  

20   



（別紙1－1）  

チオペンカルブ国内作物残留試験一覧表  

換閻  
農作物   

を数   

水稲   
2   

（玄米）   

水稲   
2   

（稲わら）   

水稲   
2   

（玄米）   

水稲   
2   

〔稲わら）   

水稲   
2   

（玄米）   

水稲   
2   

1〔稲わら）   

水稲   
2   

（玄米）   

水稲   
2   

l：稲わら）   

水稲   
（玄米）   

3   

水稲   
l：稲わら）   

3   

小麦   
2   

（種子）   

大麦   
2   

（種子）   

はとむぎ   
2   

（種子）   

とうもろこし   
2   

（乾燥子実）   

とうもろこし   
2   

（未成熟子実）   

とうもろこし   
2   

（青刈り茎葉）   

だいず   
2   

（乾燥子実）   

だいず   
2   

（えだまめ）   

2   

（乾燥子実）   

らっかせい   
2   

（乾燥子実）   

ぱれいしょ   
2   

（塊茎）   

さといも   
2   

（塊茎）   

レタス   
2   

（茎葉）   

・リーフレタス   
2   

（茎葉）   

試験匡  試験条件  

場数  使用量・使用方法   回数  経過日数  
最大残留量（ppm）  

剤型  

10％粒剤   6kg／10a散布   117日  圃場A：く0，01（2回、117日）（＃）  
1＋1回  

2  

十7％粒剤   ＋4kg／10a散布  94日  囲場B：く0．01（2回、94日）（＃）  

10％粒剤   6kg／10a散布   117日  圃場A：く0⊥1（2回、117日）（＃）  
1＋1回  

2  

＋7％粒剤   ＋触g／10a散布  94日  圃場B：く0．1（2回、94日）（＃）  

50％乳剤   1500mL／10a散布   96日  圃場A：く0．01（2回、96日）（＃）  
1＋1回  

2  

＋10％粒剤   ＋4kg／10a散布  79日  圃場B：く0．01（2回、79日）（＃）  

50％乳剤   1500mL／10a散布   96日  圃場A：く0．1（2回、96日）（＃）  
1＋1回  

2  

＋10％拉剤   ＋4kg／10a散布  79日  圃場B：く0．1（2回、79日）（＃）  

2  50％乳剤  1000－1200mL／10a散布  2＋1回  105日  圃場A：〈0．008（3回、105日）（＃）   十7％粒剤  ＋4kg／10a散布   110日  圃場B：く0 ．008（3回、110日）（＃）  

2  50％乳剤  1000－1200mL／10a散布  2＋1回  105日  圃場Å：く0．05（3回、105日）（＃）   ＋7％粒剤  十4kg／10a散布   110日  圃場B：〈0 ．05（3匡】、110日）（＃）  

91日  圃場A：く0．005（2回、91日）（＃）  
2  10％粒剤   4kg／10a散布   2回  

圃場B：く0．005（2回、138日）（＃）      138日  

91日  圃場A：0．02（2回、91日）（＃）  
2  10％粒剤   4kg／10a散布   2回  

圃場B：0．02（2回、138日）（＃）      138日  

107日  圃場A：く0．01（1回、107日）（＃）  

3  10％粒剤   4kg／10a散布   1回     圃場B：く0．01（1回、86日）（＃）  
圃場C：く0．01（1回、93日）（＃）  

107日  圃場A：く0．02（1回、107日）（＃）  

3  10％粒剤   4kg／10a散布   1回     圃場8：〈0，02（1回、86日）（＃）  
圃場C：く0．02（1回、93日）（＃）  

245日  圃場A：く0．005（1回、245日）（＃）  
2  50％乳剤   1250mL／10a散布   1回  

圃場B：0．006（1回、212日）（＃）      212日  

209日  圃場A：く0．01（1回、209日）  
2  8％粒剤   5kg／10a散布   1回  

圃場B：く0．01（1回、243日）      243日  

159日  圃場A：く0．008（1回、159日）（＃）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．008（1回、110日）（＃）      110日  

109日  圃場A：く0．005（1回、109日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0，005（1回、129日）      129日  

101日  閲場A：く0．005（1回、101日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．005（1回、91日）      91日  

131日  圃場A：く0．01（1回、131日）  
2  50％乳剤   800mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．01（1回、115日）      115日  

97日  圃場A：く0．005（1回、97日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：〈0．005（1回、123日）      123日  

68日  圃場A：く0．005（1回、68日）（＃）  
2  50％乳剤   10001止／10a散布   1回  

圃場B：0．008（1回、84日）（＃）      84日  

101日  圃場A：く0．02（1回、101日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．02（1回、109日）      109日  

150日  圃場A：く0．01（1回、150日）（＃）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．01（1回、125日）（‡）      125日  

119日  圃場A：く0．005（l回、119日）  
2  50％乳剤   800mL／10a散布   1回  

圃場B：〈0．005（1回、120日）      120日  

186日  圃場A：く0．01（1回、186日）（＃）  
2  8％粉粒剤   6kg／10a散布   1回  

圃場B：く0．01（1回、189日）（＃）      199日  

63日  圃場A：く0．02（1回、63日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．02（1回、80日）      80日  

45日  圃場A：く0．01（1回、45日）  
2  50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

圃場B：く0．01（1回、43日）  
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農作物  ≡・＝烹・Eヨ 場数   

試験条件  

剤型   回数  経過日数   
最大残留量（ppm）  

使用量・使用方法  

たまねぎ   
2   

127日  圃場A：く0．005（1回、127日）   
50％乳剤   iooomL／IOa散布   1回  

（鱗茎）  225日  圃場B：く0．005（1回、225日）   

ねぎ   52日  開場A：く0．005（1回、52日）（＃）   
2   8％粒剤   6kg／10a散布   1回  

（茎葉）  161日  圃場B：く0．005（1回、161日）（＃）   

にんじん   116日  圃場A：く0．005 川司、116日）   
2   50％乳剤   1000mL／10a散布   1回  

（根部）  121日  圃場B：く0．005（1回、121日）   

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。  

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書「チオペンカ／レプ」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件におけ  
る残留農薬の最高値及び各試験儀、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なってい  
る。  
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（別紙1－2）  

チオペンカルブ海外作物残留試験一覧表  

農作物   試験 
場数  

稲   
（籾米）   

17   

稲   

（籾米）   

2   

稲   
（籾米）   

4   

稲   
（籾米）   

8   

稲   
（籾米）   

3   

稲   
（稲わら）   

：L9   

圃  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数  

126日  圃場A：く0，03（1回、126日）  

圃場B：く0．03（1回、105日）  

圃場C：〈0．03（1回、112日）  

圃場D：く0．03（1回、133日）  

圃場E：く0．03（1回、119日）  

圃場Fニく0．03（1回、115日）  

圃場G：く0．03（1回、123日）  

圃場H：く0．03（1回、114日）  

17  乳剤   41bsai／A空中散布  主回            圃場Ⅰ：く0．03（1回、125日）  

圃場J：く0．03（1回、137日）  

135日  
圃場K：0．12（1回、135日）  

圃場L：く0．03（1回、135日）  

圃場M：く0．03（1回、154日）  

圃場N：く0．03（1回、129日）  

圃場0：く0．03（1回、144日）  

圃場P：く0．03（1回、105日）  

圃場Q：く0．03（1回、117日）  

139日  圃場A：く0．03（1回、139日）  
2  乳剤   41bsai／A散布   ユ回  

圃場B：く0．03（1回、112日）      112日  

139日  圃場A：く0．03（1回、139日）（＃）  

乳剤   81bsai／A散布   
圃場B：く0．03（1回、112日）（＃）  

4  
1回  

閲堤C：く0．03（1回、162日）（＃）  

圃場D：〈0．03（1回、139日）（＃）  

124日  圃：湯A：く0．03（1回、124日）  

圃場B：く0．03（1回、139日）  

圃場C：く0．03（1回、106日）  

圃場D：く0．03（1回、114日）  
8  10％粒剤   41bsai／A散布   ま回  

圃場E：〈0．03（1回、143日）  

阻場F：0．06（1回、112日）  

開場G：0．04（1回、105日）  

圃場H：0．08（1回、112日）  

112日  圃場A：く0．04（1回、112日）（＃）  

3  10％粒剤   81bsai／A散布   1回     圃場B：0．05（1回、162日）（＃）  
圃場C：く0．03（1回、139日）（＃）  

119日  罪場A：0．07（1回、119日）  

圃場B：0．09（1回、115日）  

圃場C：く0．03（1回、123日）  

圃場D：0．22（1回、113日）  

圃場E：0．05（1回、125日）  

圃場F：0．07（1回、137日）  

圃場G：0．50（1回、135日）  

圃場肝0．06（1回、135日）  

圃場Ⅰ：0．10（1回、154日）  

：L9  乳剤   41bsai／A散布   ユ回             圃場J：く0．03（1回、129日）  

圃場Kニ0．12（1回、144日）  

圃場L：0．03（1回、105日）  

圃場M：く0．03（1回、117日）．  

圃場N：く0．03（1回、124日）  

圃場0：〈0．03（1回、139日）  

圃場P：〈0．03（1回、106日）  

画境Q：〈0．03（1回、114日）  

圃場R：く0．03（1回、143日）  

圃場S：く0．03（1回、149日）  
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農作物   試験周  
試験条件  

場数  剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数  
最大残留量（pp81）  

70日  

84日  

97日  

81日  

セロリ  
（茎葉）  乳剤   

77日  
10  81bsai／A散布   i回  

長さを揃えたもの  84日  

57日  

68日  

65日  

69日   

77日  

セロリ  
84日・  

（茎葉）   
字L剤   

57日   

6  
81bsai／Å散布   上回  

68日  

もの  
65日  

69日   

70日  

レタス  
（頭部）   

3   乳剤   61bsai／A散布   上回 68日  

65，72，171日   

圃場A：0．01（1回、70日）  

70日  

71日  

圃場D：0．01（1回、70日）  

リーフレタス  9   

（茎葉）  
乳剤   61bsai／A散布   上回  圃場E：く0．01（1回、77日）  

圃場F：く0．01（1回、77日）  

圃場G：く0．01（1回、77日）  

圃場H：〈0．01（1回、99日）  

圃場Ⅰ：0．06（1回、44日）（＃）  

圃場A：く0．01（1回、91日）  
91日  

ユングイブ  
乳剤   

圃場B：く0．01（1回、91日）  

（茎葉）   

4  61bsai／A散布   上回  
圃場C：0．01（1回、56日）（＃）  

圃場8：0．01（1回、56日）（＃）  

（＃）これらの作物残留試頗は、作物残留試廟が実施された国の使用方法の範囲内で試験が行われていない。  
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チオペンカルブ  農薬名   （別紙2）  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   PPm   PPm  PPm   Ppm  

くU．Ulし射，くU．Ult射，  
く0．01（軌く0．01（＃），  

く0．008（＃）．く0．008（軌  
l  く0．005（＃），く0．005（軋  

米   
く0．01（削，く0．01（＃）  

0．2   0．2  ○   0．  アメリカ       【く0．03－0．12（n＝34）】   

小麦   0．1  ○  0，05  く0．005（＃），0．006   
大麦  0．05   0．1  ○  く0．01，く0．01  
ライ麦  0．05   0．1  ○   

く0．005，〈0．005（乾燥  
子実）、く0．005，く0．005  

とうもろこし  0．03  0．1  （未成熟子実）  

そば  0，1  

く0．008（＃）（はとむ  
その他の穀類  0．05  0．1   ぎ）   

大豆   0．02   0．2  ○  〈0．005，く0．005   
小豆類  0．1  0．2  く0．02，く0．02  
えんどう  0．2  

そらまめ  0．2  
らつかせい  0．05  0．2  く0．01（＃），〈0．01（＃）   

その他の豆類  0．2   

ばれいしよ   0．02  0．05  ○  く0．005，く0．005   

さといも類  0．05  0．05  く0．01（＃），〈0．01（＃）   
かんしよ  0．05  
やまいも  0．05  
こんにやくいも  0．05  
その他のいも類  0．05   

だいこん類（ラディッシュを含む）の根  0．2  
だいこん類（ラディッシュを含む）の菓  0．2  

かぶ類の根  0．2  
かぶ類の菓  0．2  
西洋わさび  0．2  
クレソン  0．2  
はくさい  0．2  
キャベツ  0．2  
芽キャベツ  0．2  

ケール  0．2  
こまつな  0．2  
きような  0．2  
チンゲンサイ  0．2  
カリフラワー  0．2  

0．2  
ちな科野菜  0．2  

ぼう  0．2  
サルシフイー  0．2  
アーティチョーーク  0．2  
チコリ  0．2  
エンダイブ  0．05  0．2  0，2  
しゆんぎく  0．2  

く0．02，く0．02（レタス）、  

く0，01，く0．01（リーフレ  

タス）  

【く0．01（n＝3）（レタス）、  
〈0．0ユー0．06（n＝9）（リーフ  

レタス  0．2  0．2  0．2   レタス）】   

その他のきく科野菜  0．2   

たまねぎ   0．02   0．2  ○  く0．005，く0．005   

ねぎ  0．2  〈0．005（＃），く0．005（＃）   
にんにく  

0．02  

0．2  
にら  0．2  
アスパラガス  0．2  
わけぎ  0．2  
その他のゆり科野菜  0．2   

にんじん  0．2  く0．005，く0．005  
パースニップ  0．2  
パセリ  0．2  
セロリ   0．2   0．2：  アメリカ   【く0．01－0．15（n＝16日   
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農薬名  チオペンカルブ  （別紙2）  

参考基準値  
外国  作物残留試験成績   

農産物名   基準値  

ppm    pPm   
みつば  0．2  

その他のせり科野菜  0．2  

トマト  0．2  
ピーマン  0．2  
なす  0．2  
その他のなす科野菜  0．2  

きゆうり  0．2  
かぼちや  0．2  
しろうり  0．2  
その他のうり科野菜  0，2  

ほうれんそう  0．2  
たけのこ  0．2  
オクラ  0．2  
しようが  0．2  
未成熟えんどう  0．2  
未成熟いんげん  0．2  
えだまめ   0．03  0．2  ○  く0．005（軌0．008   

マッシュルーム  0．2  
しいたけ  0．2  
その他のきのこ類  0．2  

その他の野菜  0．2  

その他のスパイス  

その他のハープ  

牛の筋肉   0．2  アメリカ  
豚の筋肉   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  

【】で示した結果等については、海外で実施された作物残留試廟成績を示した。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範価内で試験が行われていない。  
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（別紙3）  

チオペンカルブ推定摂取量（単位：FLg／人／day）  

幼小児  高齢者  

基準値秦 （pp皿）  国民平均 TMDI   （1～6歳） TMDI     ；（65歳以上）  TMDI  

37 8  
4 2  6  

0 2  
0 0   

こし   0  0 0   
穀類   0 0  

12  
0 3   

い、   0 0   
よ   0 5   
額   0 9   
ブ   0  0 0  

1．  0 8  
0 5  

＿  0 3  
0．4  

…  01  
！  0．0   

亮  0 6   
乳  四  14   

0. 5: 肉  0 6   
卵  口  12  

47．1   

99．3   51．7   90．2   98．0   

ADI比（％）    20．7  36．4  18．0  20．1   

麦
 

米
 
 

‥
も
一
他
＝
 
 

い
‥
い
叫
‖
ダ
ヌ
‖
‖
ね
 
 

ねぎ…＿  

にんじん  

雪＿ワ＿タ  

ミ＿仁美．吋   
睡蓮療  

陸棲哺  

豪農些  

暴食四  

高齢者及び妊婦については畜水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  
TⅦ）Ⅰ：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaxiⅡ】uⅡ＝）ailyIntake）  
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（参考）  

これまでの経緯   

初回農薬登録  

残留基準の告示  

農林水産省より厚生労働省へ基準設定依頼（魚介類）  

厚生労働大臣から食品安全委員会長あてに残留基準設定に係る  

食品健康影響評価について要請  

食品安全委員会（要請事項説明）  

第7回農薬専門調査会確認評価第三部会  

第2▲9回農薬専門調査会幹事会  

食品安全委員会における食品健康影響評価（案）の公表  

薬事・食品衛生審■議会へ諮問  

食品安全委員会（報告）  

昭和45年 6月27日  

平成17年11月29日  
平成19年 7月27日  

平成19年 8月 6日  

平成19年 8月 9日  

平成19年 9月 

平成19年10月19日  
平成19年11月 1日  

平成19年12月 6日  

平成19年12月13日  
平成19年12月13日 食品安全委員会委員長から厚生労働大臣あてに食品健康影響評  

価について通知  

平成20年 3月 4日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会  

【委員】   

東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学副学長  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室准教授  

国立医薬品食品衛生研究所客員研究員  

元独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター虫害  

防除部長  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本都 本部長  

東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  

独立行政法人国立健康・栄養研究所研究企画評価主幹  

大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

青木 宙   

井上 松久  

○大野 泰雄   

尾崎 博   

加藤 保博   

斉藤 貢一   

佐々木 久美子   

志賀 正和  

武
雄
子
 
男
機
 
 

正
民
明
康
信
英
 
 

田
谷
内
添
池
渕
 
 

豊
米
山
山
吉
鰐
 
 

（○：部会長）  
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答申（案）   

チオペンカルブ  

残留基準値  
食品名  

DDm   

小麦  0．05  

大麦  0．05   
ライ麦   0．05   
とうもろこし   0．03   
その他の穀類（注1）   0．05   
大豆   0．02   

小豆類   0．1   
らつかせい   0．05   

ばれいしよ   0．02   
エンダイブ   0．05   

たまねぎ   0．02   
ねぎ   0．02   

にんじん   0．02   
えだまめ   0．3   
牛の筋肉   0．01   

豚の筋肉   0．01   

その他の陸棲哺乳類に属する動物（注2）の筋肉   0．01   

牛の脂肪   0．01   

豚の脂肪   0．01   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．01   
牛の肝臓   0．01   
豚の肝臓   0．01   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の肝臓   0．01   
牛の腎臓   0．01   
豚の腎臓  0．01   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0．01   
牛の食用部分   0．01   
豚の食用部分   0．01   

その他の陸棲噂乳類に属する動物の食用部分   0．01   
乳   0．01   
鶏の筋肉   0．03   

その他の家きん（注3）の筋肉   0．03   
鶏の脂肪   0．03   
その他の家きんの脂肪   0．03   
鶏の肝臓   0．03   
その他の家きんの肝臓   0．03   
鶏の腎臓   0．03   

その他の家きんの腎臓   0．03   

鶏の食用部分   0．03   
その他の家きんの食用部分   0．03   

鶏の卵   0．03   
その他の家きんの卵   0．03   
魚介類（貝類に限る。）   0．5   

魚介類（貝類を除く。）   0．02   

（注力「その他の穀類」とは、穀類のうち、  
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及び  
そば以外のものをいう。   

（注2）「その他の陸棲哺乳類に属する動  

物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のう  
ち、牛及び豚以外のものをいう。   

（注3）「その他の家きん」とは、家きんのう  
ち、鶏以外のものをいう。   
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 委員長 見上  

琵  

翫誠  
農三悪藍蓋よ≡妄   

食品健康影響評価の結果の通知について  

平成19年8月6日付け厚生労働省発食安第0806002号をもって貴省から当委員会に意見  

を求められたチオペンカルプに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおりですので、食  

品安全基本法（平成15年法律第48号）第23条第2項の規定に基づき通知します0   

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記  

チオペンカルブの一日摂取許容量を0．009mg／kg体重／日と設定する。  
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要 約   

チオカーバメート系除草剤である「チオペンカルブ」（CASNo．28249－77・6）につい  

て、各種評価書等（農薬抄録、EPAレポート）を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、動物体内運命（ラット及びマウス）、植物体内運命（水稲、  

だいず及びにんじん）、土壌中運命、水中運命、土壌残留、作物残留、急性毒性（ラッ  

ト及びマウス）、亜急性毒性（ラット、マウス及びイヌ）、慢性毒性（ラット及びイヌ）、  

慢性毒性／発がん性併合（ラット）、発がん性（マウス）、2世代繁殖（ラット）、発生  

毒性（ラット及びウサギ）、遺伝毒性試験等である。   

試験結果から、チオペンカルブ投与による影響は主に肝臓及び腎臓に認められた。発  

がん性、催奇形性及び生体において問題となる遺伝毒性は認められなかった。   

各試験で得られた無毒性量の最′J、値は、ラットを用いたL2年間慢性毒性／発がん性併  

合試験の0．9mg耽g体重／日であったので、これを根拠として、安全係数100で除した  

0．009mgnig体重／日を一日摂取許容量（ADI）とした。  
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Ⅰ．評価対象農薬の概要  

1．用途  

除草剤  

2．有効成分の一般名  

和名：チオペンカルブ  

英名：thiobenca】ぬ（ISO名．）  

3．化学名  

TC3PAC 

和名：g4－クロロベンジルジエチル（チオカーバメー ト）  

英名：S4・Chlorobenzy1diethyl（thiocafbamate）  

CAS（No．28249－77－6）  

和名：タ【（4一クロロフェニル）メチル】ジエチルカルバモチオェー ト  

英名：S［（4・Chlorophenyl）methyl】diethylcarbamothioate  

4．分子式  

C12H16CINOS  

5．分子量  

257．8  

6．構造式  

CzHS 
cト≡＋  CH2－S－C－N  

＼  

C2H5  

7．開発の経緯   

チオペンカルブは、クミアイ化学工業株式会社により開発されたチオカーバメート   

系除草剤である。作用機構は脂肪酸生合成阻害による生長点における細胞生長阻害で   

ある。わが国では、1970年に稲（直播水稲）、レタス等に農薬登録され、現在は穀類、   

いも類、野菜、林苗樹木等に広く用いられている。海外では米国、イタリア、豪州等   

で登録が取得されている。 また、ポジティブリスト制度導入に伴う暫定基準値が設定   

されている。また魚介類への残留基準値の設定が申請されている。  
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Ⅱ．安全性に係る試験の概要   

農薬抄録（2007年）及び米国EPAの評価書（1997年）を基に、毒性に関する主   

な科学的知見を整理した。（参照2、3）   

各種運命革験（Ⅱ．1～4）は、チオペンカルブのフェニル環部分の炭素を均一に14C  

で標識したもの（bbe－14C】チオペンカルブ）及びチオペンカルブのベンジル基のα位  

の炭素を14Cで標識したもの（払en－14C】チオペンカルブ）を用いて実施された。放射  

能濃度及び代謝物濃度は特に断りがない場合チオペンカルブに換算した。代謝物／分解  

物等略称及び検査値等略称は別紙1及び2に示されている。  

1．動物体内運命試験  

（1）薬物動態（ラット）  

SDラット（一群雌雄各4匹）にbhe－14C］チオペンカルブを低用量（30mg肱g   

体重）で単回経口投与して、薬物動態試験が実施された。 

最高濃度到達時間（Tma又）は血簸及び全血中で雌雄ともに6時間であった。血祭   

中の最高濃度（Cmaズ）は雄で9．09け釘g、雌で11．7膵／gであり、その後速やかに減   

少した。血祭中消失半減期（Tl佗）は雄で6．26時間、雌で7．31時間（推定値）で  

あった。  

全血中のCmaxは雄で7．63ll釘g、雌で9．60一針gであった。Tlノ2は雄で10．0時間、   

雌で9．70時間と、血祭中よりやや長かった。（参照2）  

（2）排泄・分布（ラット）  

SDラット（一群雌雄各3～5匹）にbhe－14C】チオペンカルブを低用量または高用   

量（30または300m釘kg体重）で単回経口投与し、また低用量で反復経口投与（非   

標識体を14日間投与後、15日目に標識体を単回投与）して、排泄・分布試験が実   

施された‘つ  

各投与群とも投与後96時間以内に総投与放射能（mR）の93．4～105％が排泄さ   

れた。主要排泄経路は尿中であり、低用量単回投与及び反復投与群では投与後48   

時間に雄で91．9～97．8％TAR、雌で91．1～92．2％mが排泄された。高用量群では   

投与後48時間の尿中排泄は雄で86．8％mR、雌で60．4％mR、投与後72時間では   

雄で93．3％TAR、雌で84．0％TARであった。各投与群の投与後96時間の糞中への   

排泄は雄で5．8～9．0％mR、雌で5．4～6．5％TARであった。排泄パターンに投与量、   

性別による違いは認められなかった。また反復投与による影響も認められなかった。  

投与7日後の組織中残留放射能の最大値は、高用量単回投与群では雄で0．44（肝   

臓）帽／g、雌で0．95（肝臓）膵／g、低用量単回及び反復投与群では雄で0・09（腎   

臓）膵／g、雌で0．19（腎臓）膵／gであり、いずれも0・02％mR以下であった。   

カーカスにおける残留量は0．5％TAR以下であった。（参照2、3）  

（3）代謝物同定・定量（ラット）  
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排泄・分布試験【1．（2）］における尿糞中の代謝物同定・定量試験が実施された。   

いずれの投与群でも、尿中及び糞申それぞれに検出された代謝物は同じであった。  

尿中には親化合物は認められなかった。代謝物はM・8が各投与群の雌雄で73．8～  

81．5％TAR存在した。またM－2、M－7、M－14、M－15が検出されたが、最大でM・14  

の5．4％mであった。   

糞中には親化合物が各投与群雄で0．7～1．7％TAR、雌で0．6～1．0％mR存在した。  

代謝物はM－2、M－7、M・8、M－14及びM・15が0．1～2．5％mR存在した。  

（参照2、3）  

（4）マウスにおける動物体内運命試験  

ddマウス，（雄）に払en－14C】チオペンカルブを50mgJkg体重で単回経口投与し、   

チオペンカルブのマウスにおける動物体内運命試験が実施された。  

血液及び組織中の放射能濃度は投与30分～4時間後にCm。Ⅹに達した後、減少した。   

残留放射能は肝臓で血中より高い値を示したが、蓄積はないものと考えられた。  

投与後2日には、尿、糞及び呼気中にそれぞれ84、7及び0．4％TARの放射能が排   

泄された。この値は投与後7日においてもほぼ同じであった。  

尿中代謝物として、M・8が尿中総残留放射能（TRR）の61％、M－7（遊離体と抱   

合体の合計）が11．3％、M－5、M－14、M－15が0．6～1．2％存在した。（参照2）  

（5）ラット及びマウスの代謝比較試験  

SDラット（雌）に5mg肱g体重で、SWマウス（雌）に1mg耽g体重でbhe・14C］   

チオペンカルブをそれぞれ単回経口投与し、ラット及びマウスにおけるチオペンカ   

ルブの代謝比較試験が実施された。  

放射能は主に尿中に排泄され、尿中放射能は投与後24時間ではラット及びマウス   

でそれぞれ37．5及び62．0％m、投与後48時間ではラット及びマウスでそれぞれ   

89．0及び89．7％TARとなった。投与後48時間の糞中放射能はラットで7．7％TAR、マ   

ウスで9．3％TARであった。  

肝臓における残留放射能はラットでは投与24時間後に最高値2．2％TAR、マウスで   

は投与3時間後に最高値2．6％Mに達した。ラット、マウスとも投与48時間後には   

肝臓中の放射能は0．1％TAR以下となった。  

チオベンカルブ投与後の肝臓における代謝物は、ラット及びマウスで顕著な違い   

は認められなかった。投与24時間後の肝臓では、親化合物が0．3～0．8％TAR存在し   

た。代謝物はM－15が最も多く、ラットで90．8％TAR、マウスで80．7％TAR存在した。   

その他投与24時間後の肝臓に存在した代謝物はM－2、M－4、M－7、M－8及びM・14で   

あったが、最高値はマウスにおけるMt14の3・1甲TARであった。  

投与後48時間のラット及びマウスの尿中には親化合物は0．1～0．2％TAR存在した。   

代謝物はM・8が最も多く、ラットで72．6％でAR、マウスで76．5％TARであった。ま   

たM・7が3．0～4．5％TAR存在したほか、M・2、M－4、M－14及びM－15が検出された。  
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ラット及びマウスにおけるチオペンカルブの吸収、排泄及び代謝物には大きな差は  

認められなかった。（参照2）  

2．植物体内運命試験  

（1）水稲  

水稲（品種：Nato）にbbe－14C】チオペンカルブを5．60kg由乃1aの施用量で播種   

一週間後に土壌処理し、播種3週間後より収穫まで湛水状態で栽培して、水稲にお  

ける植物体内運命試験が実施された。  

収穫期（処理148日後）の籾殻、玄米及び稲わら中の総残留放射能濃度はそれぞ   

れ0．40～0．45、0．20～0．22及び2mg肱gであった。  

籾殻及び玄米中に親化合物は確認されず、代謝物はM－15のみが同定された。放   

射性成分の約90％が未抽出残撞に存在し、ほとんどがリグニン、炭水化物等の生体  

成分に取り込まれた。  

稲わら中には代謝物としてM・7（20．5％TRR、0．41mg肱g）及びM－20（1．0％   

TRR、0．02m釘kg）が同定された。また2種の酸性代謝物が確認され、アミノ酸抱   

合体（16．6％TRR、0．33mg肱g）と推定された。（参照2）   

く2）だいず  

だいず（品種：Elena）にbhe－14C］チオペンカルブ（非標識チオペンカルブと混   

合）を4，59kga地aの施用量で播種当日に土壌表面散布し、だいずにおける植物体   

内運命試験が実施された。  

だいず試料中の放射能分布は表1に示されている。  

処理85日後の試料では、さやにのみ親化合物が存在（3．2％TRR、0．004mgrkg）  

した。未成熟子実、さや、茎葉部で最も多く存在したのは代謝物M－15で、それぞ   

れ20．1％TRR（0．017m釘kg）、22．9％TRR（0．030mgnig）、21，2％TRR（0．410m釘kg）   

であった‘，茎葉部では代謝物M・16が14．3％TRR（0．276m釘kg）、M・7が13．2％TRR   

（0．255mg肱g）及びM・14が1．6％TRR（0．031m釘kg）存在したが、未成熟子実   

及びさやにM－14は検出されず、M－7及びM・16は4．2％TRR以下であった。  

収穫期（処理113日後）の子実中には親化合物が10．6％TRR（0．031m釘kg）存   

在した。代謝物はM・15が10．9％TRR（0．032mgrkg）存在したほか、M－7（5．8％TRR）   

及びM－16（0．2％TRR）が検出された。未抽出残撞に43．7％TRRの放射能が存在し、   

天然の植物細胞構成成分に存在することが示唆された。（参照2）  

表1だいず試料中放射能分布（mg／kg）  

采取時期   根部   子実   さや   茎葉部   

後（茎葉期）   3．00  1．27   

後（未成熟子実期）   2．74   0．084   0．131   1．94   

日後（収穫期）   3．49   0．295  1．11★   

処理36日  

処理85日  

処理113   
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注 斜線：試料採取せず  ★：さやを含む  

（3）にんじん  

にんじん（品種：Nairobi）にbhe－14C】チオペンカルプ（非標識チオペンカルプ   

と混合）を5．05kg出血aの施用量で播種当日に土壌表面散布し、にんじんにおける   

植物体内運命試験が実施された。  

処理後のにんじん試料中放射能分布は表2に示されている。  

根部では、親化合物が処理76日後及び処理110日後（収穫時）に59．8％TRR（0．388   

m釘kg）及び47．9％TRR（0．079mg肱g）存在した。収穫時の根部における代謝物は   

M－16が17．5％TRR（0．029mg肱g）存在したほか、M・17、M－15及びM・2が最大   

で6．8％TRR検出された。   

茎葉部では、親化合物が処理76日 

14．8％TRR（0．134m釘kg）及び15．7％TRR（0．079m釘kg）存在した。収穫時の茎   

葉中代謝物はM・16が39・6％TRR（0．199mg肱g）、M－15が23．7％TRR（0．119mg肱g）   

存在したほか、M・17及びM・2が最大2．4％TRR検出された。   

チオベンカルブの植物体内における代謝経路は、チオエステル結合の加水分解の   

後、タメチル化及び硫黄め酸化により、スルホン及びスルホン酸・（M・15、M・16）な   

どを生成する経路と考えられた。またチオペンカルブがベンゼン環の水酸化、〟脱   

エチル化を受ける経路も推定された。（参照2）  

表2 にんじん試料中放射能分布（mg／kg）  

採取時期   根部   茎葉部   

処理76日後   0．648   0．903   

処理110日後（収穫期）   0．165   0．501   

3．土壌中運命試験  

（1）好気的土壌中運命試験（湛水及び畑地土壌）  

bbe・14C】チオペンカルブを砂質嘩壌土（愛知）に乾土当り10皿g肱gの濃度で土   

壌混和し、湛水または畑地条件下における好気的土壌中運命試験が実施された。  

土壌中推定半減期は、湛水条件下で約100日、畑地条件下で約45日であった。   

同定された分解物は、M・2、M・7、M－15、M－17及びM・27であったが、最大で2．畠％TAR   

であり、M・7及びM－15は湛水条件下ではごく微量であった。その他に両土壌でM－5   

及びM・14がごく微量検出された。（参照2）  

（2）好気的土壌中運命試験  

bb．e・14C】チオペンカルブを埴土（米国カリフォルニア州）及びシルト質埴壌土（米   

国ルイジアナ州）に6mg瓜gの濃度で添加後、よく混合し、好気的土壌中運命試験   

が実施された。  
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分解物としてCO2が試験開始後365日でカリフォルニア土壌で77．4％TAR、ル  

イジアナ土壌で54．5％TAR発生した。CO2以外の分解物として、両土壌でM－2、  

M・7、M・14、M・15及びM－27が存在したが、いずれも最大値で5％TAR以下であ  

った。また試験開始1年後には42％TARの放射能が土壌における未抽出残澄であ  

った。   

チオペンカルブの推定半減期はカリフォルニア土壌で37日、ルイジアナ土壌で  

27日と算出された。（参照2、3）   

埴土（米国カリフォルニア州）における別の好気的土壌中運命試験において、チ  

オペンカルブは土壌中で二相性の分解を示した。試験開始後0～56日における推定  

半減期は58日、試験開始後56～366日における推定半減期は137日と箕出された。  

チオペンカルブが土壌に結合したことにより、二相性の減少を示したと推定された。  

この試験において、主要な分解物はCO2であり、試験終了時（366 日）には  

42，5％TARに達した。他に6種の不揮発性分解物が存在したが、5．4％TARを超え  

る′分解物はなかった。 （参照3）  

（3）嫌気的土壌中運命試験  

bbe－14C］チオペンカルブを埴土（米国カリフォルニア州）及びシルト質埴壌土（米   

国ルイジアナ州）に乾土当り6m釘kgの濃度で添加後、よく混合し、湛水条件下で   

嫌気的土壌中運命試験が実施された。  

分解物は、CO2が試験開始後364日で両土壌で1．52～2．56％TAR発生したほか、   

カリフォルニア土壌では分解物M－2、M－7、M－14、M・15及びM－27が、ルイジア   

ナ土壌ではそれに加えてM－17及びM・43が存在したが、いずれも2．9％TAR以下   

であった。試験終了時には27．8～42．8％Mの放射能が土壌における未抽出残撞で   

あった。  

チオペンカルブの嫌気的土壌における推定半減期はカリフォルニア土壌で181日   

以上、ルイジアナ土壌で243日と算出された。（参照2、3）  

埴土（米国カリフォルニア州）及び河川水（米国サクラメント川、pH7．1）を用   

いた湛水条件下での嫌気的土壌中運命試験が実施された。土壌中のチオペンカルブ   

は試験開始時には66．2％TAR、試験開始7～272日には76．6～86．8％TARとなっ   

たが、試験終了時（363日）には65％TARであった。水中では分解物M・7が最大   

で70日後に14．2％TRR（0．3％TAR）を占めたが、その他に10％TRRを超えた化   

合物は存在しなかった。土壌中推定半減期は5．4年（1960日）と算出された。  

（参照3）  

（4）好気的土壌中運命試験（非標識休）  

非標識チオペンカルブを火山灰・軽埴土（長野）に10．7m釘kgの濃度で添加し、   

28℃、15日間インキュべ－卜し、畑地条件下における好気的土壌中運命試験が実施   

された。  
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分解物としてM－26が同定されたが、生成量は添加量の0．1％以下であった。   

チオペンカルブの土壌における主な分解過程は以下のように推定された。①エチ  

ル基の脱離を経てチオエステル基が加水分解を受けた後、SH基が脱離して分解物  

M－5及びM・7が生成する、あるいはタメチル化及び酸化により分解物M・14及び  

M－15が生成する。②スルホキシド化によりM－27が生成する。③ベンゼン環の水  

酸化によりM－17が生成する。（参照2）  

（5）土壌吸着試験  

チオペンカルブの土壌吸脱着試験が国内の4種類の土壌（黒ボク・砂壌土：群馬、   

黒ボク・埴壌土：茨城、造成・埴壌土：静岡、灰色低地・壌質砂土：静岡）及び5   

種類の海外土壌（砂質壌土、壌土、シルト質埴土、埴壌土、シルト質壌土）を用い   

て実施された。その結果、Freun曲cbの吸着係数Ⅹad8は5．42～50．6、有機炭素含   

有率により補正した吸着係数Ⅸocは384～2，020であった。また、海外土壌での分   

解物M・7のFreu丑山icbの吸着係数Ⅹ8d5は0．74～3．26、有機炭素含有率により補正   

した吸着係数Ⅹocは84～160であり、分解物M・7は土壌中の移動性が高いと考え   

られた。（参照2、3）  

4．水中運命試験  

（1）加水分解試験  

非標識チオペンカルプをpH4（クエン酸緩衝液）、pH7（リン酸緩衝液）及び   

pH9（ホウ酸緩衝液）の各緩衝液に6．7mg瓜の濃度で添加し、50±1℃で5日間   

インキュべ－卜する加水分解試験が実施された。  

チオペンカルブの500Cにおける5日後の分解率は、pH4，7及び9において0％   

であり、それらから250Cにおける推定半減期は1年以上と推定された。（参照2）  

チオペンカルブを用い、pH5，7及び9の滅菌緩衝液における加水分解試験が実施  

された。チオペンカルブは安定で、25℃、暗所条件で30日間インキエペ－卜して   

も分解されなかった。（参照3）  

（2）水中光分解試験  

bhe・14C】チオペンカルブを蒸留水（pH5．7）及び滅菌自然水（河川水、静岡県掛   

川市逆川、pH7．8）に5mg瓜の濃度で添加し、25±2℃で120時間キセノン光（光   

強度：51．4mW／cm2、波長範囲：300・400nm）を照射する水中光分解試験が実施   

された。  

チオペンカルブの推定半減期は蒸留水及び自然水中でそれぞれ11．1日及び3．2日   

と算出され、東京における春の太陽光下での推定半減期に換算すると、それぞれ73   

日及び21日であった。  

蒸留水中では分解物M・2、M・5、M・6、M－7及びM・47が検出されたが、10％TAR   

を超える分解物はなかった。自然水中では、チオペンカルブは経時的に減少し、120   

時間後に未同定分解物（2成分）が31．3％TAR検出された。また分解物M－5、M・6、  
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M－7が最大4．0％TAR存在した。（参照2）   

bhe－14C］チオペンカルブを滅菌緩衝液（pH7）に添加し、水中光分解試験が実施  

された。推定半減期は190日と算出された。暗対照区ではチオペンカルブは分解さ  

れなかった。光増感剤としてアセトンを添加した緩衝液中では、光分解は促進され、  

推定半減期は12日と算出された。両緩衝液中で同定された分解物はM・5、M－6、  

M－7及びM・27であったが、アセトン非添加緩衝液中では分解物ではすべて  

3．9％TAR以下であった。アセトン添加緩衝液中では分解物M－7及びM・6がそれぞ  

れ最大で56及び29．4％TAR存在し、分解物M・5は最大6．7％TAR、M－27は最大  

5％TARであった。アセトン添加緩衝液中ではその他代謝物Bが最大17．7％TAR存  

在した。（参照3）  

5．土壌残留試験   

洪積・埴壌土（静岡、長野）、火山灰・埴壌土（栃木、茨城、長野）、沖積・壌土  

（兵庫）、沖積・埴壌土（静岡、長崎、愛知、兵庫）、洪積火山灰・壌土（埼玉）、   

火山灰・壌土（茨城）、沖積・埴土（佐賀）を用い、チオペンカルブを分析対象化合   

物とした土壌残留試験（圃場及び容器内）が実施された。推定半減期は表3に示され   

ている。（参照2）  

表3 土壌残留試験成績（推定半減期）  

垂   濃度※   土壌   推定半減期   

2．8Gkgai仏a＋  沖積・埴壌土   62日  

4．OGkgainla  火山灰・埴壌土   163日  

田状態  
7．5ECkga地a＋  火山灰・埴壌土   74日  

4．OGkg扇瓜a  沖積・壌土   100日  

4．2Gkgai瓜a   
沖積・埴壌土   8日  

沖積・埴壌土   7日   

4．OECkgaiJha   
火山灰・埴壌土   5日  

地状態  
火山灰・埴壌土   20日  

4．8Gkgai仏a   
洪積火山灰・壌土   5日  

沖積・埴壌土   2日   

洪積・埴壌土   64日以上  

沖積・埴壌土   48日  

20mg肱gl）  
火山灰・埴壌土   7日  

田状態  沖積・埴壌土   10日  

沖積・埴壌土   32日  

沖積・埴壌土   64日以上   

地状態 9．30mg茂g2）   沖積・埴壌土   8日  

11．9mg肱g2）   火山灰・壌土   36日  



沖積・埴土  10．5mg肱g2）   

※圃場試験ではG：粒剤、EC：乳剤、容器内試験では1）：純品、2）：原体を使用  

6．作物等残留試験  

（1）作物残留試農  

チオペンカルブ、代謝物M－7、M－15及びM・16を分析対象化合物とした作物残   

留試験が実施された。結果は別系氏3に示されている。チオペンカルブの最高値は最   

終散布68～84日後に収穫したえだまめ（子実）の0．008m釘kgであった。代謝物  

はすべて定量限界未満であった。（参照2）  

（2）魚介類における最大推定残留値  

チオペンカルブの公共用水域における予測濃度である水産動植物被害予測濃度   

（水産PEC）及び生物濃縮係数（BCF）を基に、魚介類の最大推定残留値が算出   

された。  

チオペンカルブの水産PEC鱒0．030ppb、BCFは302、魚介類における最大推   

定残留値は0．045ppmであった。（参照5）  

7．一般薬理試験   

マウス、ヤレモット、ラット及びウサギを用いた一般薬理試験が実施された。結果   

は表4に示されている。（参照2）  

表4 一般薬理試験概要  

動物性   
動緻   

投与量  
無作用量   作同量   

ノ群  触体重 岩琵㌫恰  
結和瀬匿  

自発運動、懸垂力の  
0、150、  低下、体温低下、粗  

「膜状態  300、600  
任Ⅳ血1治   

150   300    呼吸、受動性、症状  

中  経口）  は6時間後に正常  
枢  化。 

神  投与後10～50分で  

経  
0、150、  

は有意な低値，投与  

系  雄10  300、600  150   
後150分以降では  

（経口）  

300     有意な高値を示し  

た。行動性の抑制、  
刺激反応の低下等   

自  仇10■7～  

律  摘出回腸  伽野   
雄5  

3×10－4   1×10●7   3×10●7  収縮反応が認めら   
神  釘mL  釘mL   かmL  れた。  

経  払通ゎ  

系   摘出回腸  

（ACh及び  
0、10－5、10●4  ACh及びHisによ  

雄5  かmL  ms反応への  
1×10●5  

血I血∂  
釘mL  

影響）   
抑制的に作用した。   
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0、10‘7′－   

摘出子宮   Wぬ   
雌5  

3×10－4  1×10‾6   1×10●5  収縮反応が認めら  
（単独作用）   ラット  g／mL  g／mL  れた。  

払l痘∂   

摘出子宮  0、10－7、  ACb及びオキシト  

（ACb及びオキ  lさ■二   
雌5  

10‾6、10－5   1×10●7   1×10－6   シンによる収縮反  
シトシン反応へ  ラット  釘mL  軒mL  応に対し抑制的に  
の影響）  （由l血∂   作用した。   

呼吸・血  
呼吸数，振幅の一過  

0、0．5、5、  

圧・心拍数、． 心電図麻  
性増加，血圧の一過  

（  

0．5   5  性低下，心拍数の一  

酔）   
（静注）  過性減少。心電図の  

ヨ  変化はなかった。  
L ヨ  

ヨ 「  

心電図  

（ACb及び  
0、0．5  

0．5  
経口）  

影響なし   

アドレナリン反  

応への影  

響）   

0、150、  
月刊能  Ⅵちs由r  

雄m   300、600  300   600   
有意なBSP排泄抑  

（挫貯耕相磯詑  ラット  

経口）  

制がみられた。   

－－：無作用量及び作用量を設定できなかった。  

※：経口投与の溶媒には0．5％CMC生理食塩水溶液を用いた。  

8．急性毒性試酸  

（1）急性毒性試験  

チオペンカルブ、代謝物及び原体混在物の急性毒性試験が実施された。結果は表   

5及び表6に示されている。（参照2）  

表5 急性毒性試験結果概要（原体）  

投与  

経路  

経口  

経皮  

動物種   
LD50（mg舷g体重）  

雄   雌   
観察された症状  

ddYマウス   
1，100   立毛、被毛の光沢の消失、腹臥、横   

雌雄各10匹  1，400        臥、死亡   
Wistarラット   

1，240   
眼瞼部の赤色びらん、立毛、被毛の   

雌雄各10匹  1，290        光沢の消失、腹臥、横臥、死亡   
体重増加抑制、静穏、歩行異常、流  
涙、腹臥、筋緊張の低下、粗呼吸、  

SDラット   
1，030   眼瞼下垂、体温低下、流麗、血尿、   

雌雄各10匹★  1，130          歩行異常、眼球白濁、死亡例で胃の  
出血斑と膨満、腎の被膜下に暗赤色  
物、膀胱内暗赤色液の貯留   

SDラット  
戚堆雄各10匹   

＞2，000   ＞2，000  症状及び死亡例なし   

SDラット  体重減少、鼻部及び四肢の赤色汚  

雌雄各5匹   ＞5，000   ＞5，000   れ、肛門・会陰部の黄色汚れ、死亡  
例なし   
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ウサギ☆   ＞2，000   ＞2，000   （症状記載なし）   

ddYマウス   
1，340   

立毛、被毛の光沢の消失、腹臥、横  
雌雄各10匹  1，460         臥、死亡  

腹腔内  

Wistarラット   
1，240   

眼瞼部の赤色びらん、立毛、被毛の  
雌雄各10匹  1，220         光沢の消失、腹臥、横臥、死亡   
ddYマウス  

＞14，100  ＞14，500  症脚し  
皮下  

Wistarラット  
雌雄各10匹  

雌雄各10匹   
10，900   11，700  死亡   

SDラット  
LC50（m釘L）  

雌雄各5匹☆  ＞42．8   ＞42．8  
症胱例なし  

吸入  

SDラット   
＞2．43   

努力性呼吸、流涙、鼻汁、湿性ラッ  
雌雄各5匹  ＞2．43         セル音、死亡例なし   

注）＊の試験はEPAの評価書に記載されているもの（参照3）  

表6 急性毒性試験結果概要（代謝物及び原体混在物）  

投与  
検体   動物種   

Ⅰ皿50（m釘kg体重）  

経路  雄   雌   
観察された症状  

体重増加抑制、静穏、異常歩行、  
粗呼吸、腹臥、筋緊張の低下、  

経口   
代謝物   SDラット   

2，300   
流涙、「過性のチアノーゼ、角  

M2   雌雄各10匹  2，310  
体温低下、血尿、眼球白濁、死  
亡例で肺、肝及び腎の暗赤色化  

代謝物  W誌tarラット  
2，440   2，250   

憩死亡  
M・7  雌雄各10匹  

体重増加抑制、静穏、異常歩行、  
呼吸粗大、腹臥、流涙、筋緊張  

SDラット   
代謝物M－14  746   

の低下、角膜反射の抑制、体温  
836  

白濁、死亡例で肺及び肝の暗赤  

色化等  

体重増加抑制、静穏，、異常歩行，  

SDラット  
呼吸粗大，腹臥，筋緊張の低下，  

代謝物M－15   雌雄各10匹   2，110   2，170    流涙，角膜反射の抑制，体温低  

下，眼瞼下垂，粗毛、死亡例で  

肺及び肝の暗赤色化等  

SDラット   体重増加抑制、静穏、粗呼吸、  
雌雄各10匹  腹臥、流涙、粗毛、異常歩行、  

代謝物M－27  763   
間代性痘攣、体温低下、皮膚の  

837            蒼白化、眼瞼皮膚に血様物の付  
着、死亡例で肺及び肝の暗赤色  

化等  

体重増加抑制、静穏，呼吸粗大，  

SDラット  
異常歩行，粗毛，腹臥，流誕，  

代謝物M・33   雌雄各10匹   1，500   1，420    眼瞼下垂，皮膚の蒼白化，血尿、  

死亡例で肺、肝及び胸腺の暗赤  

色化等  

尺つ1   弓、、′ L   仕舌増力∩蜘生】1 闇仲拙裏旨捲 土E   
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・7   雌雄各10匹  戦、静穏、流鍵、強直性痩攣、 

皮膚の蒼白化、腹臥、死亡例で  
肺及び肝の暗赤色化、牌の退色   

体重増加抑制、自発運動の増加  

体混在物  
及び減少、失調性歩行、歩行困  

Ⅰ・8   

800   820    難、脱力、腹臥、体温低下、流  
淀、流涙、立毛、死亡例で肝及  
び腎の退色、牌の萎縮等   

爾在物  
Ⅰ・9   

SDラット  
＞5，000  ＞5，000  症状及び死亡例なし   雌雄各10匹  

存遍在物  

」±0   

SDラット  
＞5，000  ＞5，000  症状及び死亡例なし   

雌雄各10匹  

（2）急性神経毒性試験  

SDラット（一群雌雄各12～16匹）を用いた強制経口（原体：0、100、500及   

び1，000mg肱g体重、溶媒：1％Tween80添加0．7％CMC・Na）投与による急性神   

経毒性試験が実施された。   

1，000mg肱g体重投与群雌の1匹が試験開始3日後に死亡し、検体投与の影響と   

考えられた。体重及び摂餌量に検体投与の影響は認められなかった。1，000m釘kg   

体重投与群雌で鼻及び口周囲の赤色沈着物が認められた。  

500mg耽g体重投与群雄1匹及び1，000血g耽g体重投与群峰4匹に歩行異常（よ   

ろめき、ぐらつき）が認められた。同群雌1匹に眼球突出が認められた。また機能   

観察総合評価（FOB）及び自発運動量測定において、500m釘kg体重以上投与群雌   

雄に検体投与の影響が認められたが、多くは一過性であり、また最大反応時間（投   

与4時間後）に現れた。認められた所見は、歩行異常、運動量の低下、感覚反応の   

低下（接近反応、接触反応、驚情反応及びテールピンチ反応の消失）、後肢抵抗力   

の減少、自発運動量の低下等であった。また平均体温が全投与群雄及び500m釘kg   

体重以上投与群雌で低下した。  

脳重量及び神経組織の病理組織学的検査では、検体投与に関連する変化は認めら   

れなかった。  

本試験において、500m釘kg体重以上投与群雌雄で歩行異常及び臨床症状が認め   

られたので、一般毒性の無毒性量は100m釘kg体重と考えられた。また500m釘kg   

体重以上投与群雌雄で歩行異常、感覚反応の低下、平均体温の低下及び自発運動量   

の減少が認められたので、神経毒性に関する無毒性量は100mg肱g体重と考えられ   

た。（参照2、3）  

（3）急性遅発性神経毒性試験  

Shavers種ニワトリ（一群雌10羽）を用いた強制経口（原体：0、400、800及び  

1，600mg肱g体重、22日間隔で2回）投与による急性遅発性神経毒性試験が実施さ   

れた。  

一般症状、神経症状、神経組織の病理組織学的検査において、検体投与による影   

響は認められなかった。  
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本試験における無毒性量は1，600mg仮g体重と考えられた。遅発性神経毒性は認  

められなかった。 （参照2）  

9．眼・皮膚に対する刺激性及び皮膚感作性試験   

NZWウサギを用いた眼刺激試験性及び皮膚刺激性試験が実施された。その結果、   

チオベンカルブは眼及び皮膚に対する刺激性は認められなかった。（参照2）  

Hartleyモルモットを用いた皮膚感作性試験（Buehler法）が実施され、結果は陰   

性であった。（参照2）  

10．亜急性毒性試験  

（1）90日間亜急性毒性試験（マウス）  

ddy・Sマウス（一群雄雌各40匹）を用いた混餌（原体：0、30、100、300及び   

3，000ppm）投与による90日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群に認められた毒性所見は表7に示されている。 血液学的検査、血液生化   

学検査及び病理学的検査で検体投与による影響は認められなかった。  

本試験において、300ppm以上投与群雄で精巣重量の増加が、100ppm以上投与   

群雌で腎絶対重量の減少が認められたので、無毒性量は雄で100ppm（16．7mg肱g   

体重／日）、雌で30ppm（4．Omg瓜g体重／日）であると考えられた。（参照2）  

表7 90日間亜急性毒性試験（マウス）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

3，000ppm   ・立毛、動作緩慢   ・立毛、動作緩慢  

・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・肝比重皇1増加   ・脳絶対重量減少  

・牌絶対・比重量増加  ・心、副腎及び卵巣絶対重量減少   

・腎絶対重量減少  

300ppm以上  ・精巣絶対及び比重量増加   ・肺絶対重量減少   

100ppm以上  100ppm以下毒性所見なし   ・腎絶対重量減少   

30ppm  毒性所見なし   

く2） 

ピーグル犬（一群雄雌各2匹）を用いたカプセル経口（原体：0、1、4、16及び64   

m釘kg体重／日）投与による28日間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群に認められた毒性所見は表8に示されている。  

本試験において、64mg肱g体重／日投与群雄で体重増加抑制等が、4m釘kg体重／   

日以上投与群雌で唾液過多が認められたのでこ無毒性量は雄で16mg肱g体重／日、   

雌で1mg肱g体重／日であると考えられた。（参照2）  

1体重比重量を比重量という（以下同じ）  
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表8 28日間亜急性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

雄   雌   

ぎ体重／日  ・体重増加抑制  ・唾液過多   

・嘔吐  

；体重／日  16mg肱g体重／日以下毒性所  ・堰吐（16mg肱g体重投与群  

見なし   のみ）   

体重／日  ・唾液過多（4及び64m釘kg  

体重投与群）   

重／日  毒性所見なし   

（3）90日間亜急性神経毒性試験（ラット）   

SDラット（一群雌雄各10匹）を用いた強制経口（原俸：0、2、20及び100mg瓜g   

体重／日）投与による90日間亜急性神経毒性試験が実施された。   

投与開始日の投与4時間後にのみ臨床症状が認められ、20mg肱g体重以上投与   

群雌雄で口周辺の黄褐色あるいは赤色物質の沈着が認められた。100m釘kg体重／   

日投与群雌雄で腎絶対重量及び比重量の増加が、同群雄で体重増加抑制が、雌で肝   

絶対及び比重量の増加が認められた。20m釘kg体重／日以上投与群の雄で肝絶対及   

び比重量の増加が、同群雌で体重増加抑制が認められた。  

機能観察総合評価（FOB）、自発運動量、神経組織の病理組織学的検査において、   

検体投与の影響は認められなかった。   

本試験において、20血g耽g体重以上投与群雌雄で臨床症状が、20m釘kg体重／   

日以上投与群雄で肝絶対及び比重量の増加が、雌で体重増加抑制が認められたゎで、   

一般毒性に対する無毒性量は雌雄とも2mg肱g体重／日であると考えられた。神経毒   

性は認められなかった。（参照2、3）  

（参考）21日間亜急性経皮毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌雄各6匹）を用いた経皮（原体：0、40、160及び500mg肱g   

体重／日、5日／週）投与による21日間亜急性経度毒性試験が実施された。また0及   

び500m釘kg体重／日投与群には回復群（一群雌雄各6匹）を設けた。  

投与群では皮膚の炎症の発生が用量相関的に増加した。160m釘kg体重／日以上投   

与群で体重増加抑制及び摂餌量減少が認められた。500mかkg体重／日投与群雄の回   

復群では、2週間の回復期間後も体重は回復しなかった。160mg茂g体重／日以上投   

与群雄では摂餌効率の低下が認められた。  

本試験において、全投与群で皮膚への刺激性が認められたので、皮膚への毒性に   

対する無毒性量は40m釘kg体重／日未満と考えられた。また160mかkg体重／日投   

与群雌雄で体重増加抑制等が認められたので、一般毒性に対する無毒性量は40   

mg仮g体重／日であると考えられた。（参照3）  
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11．慢性毒性試験及び発がん性試験  

（1）6カ月間慢性毒性試験（ラット）  

Wistarラット（一群雄雌各25匹）を用いた混餌（原体：0、30、100、300及び1，000   

ppm）投与による6カ月間亜急性毒性試験が実施された。  

各投与群に認められた毒性所見は表9に示されている。死亡例は対照群を含む全   

群で認められず、また病理学的検査で検体投与の影響は認められなかった。  

本試験において、100ppm以上投与群雌雄に体重増加抑制等が認められたので、   

無毒性量は雌雄とも30ppm（雄：2．5mg肱g体重／日、雌：2．8mg化g体重／日）で   

あると考えられた。（参照2）  

表9 6カ月間慢性毒性試験（ラット）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

1，000ppm   ・立毛   ・立毛  

・肺及び卵巣絶対重量減少   

300ppm以上  ・腎及び牌絶対重量減少  

100ppm以上  ・体重増加抑制、摂餌量減少   ・体重増加抑制、摂食耳量減少  

・肺絶対・比重量増加   ・Hb及びMCHCの減少   

30ppm   毒性所見なし   毒性所見なし   

（2）1年間慢性毒性試験（イヌ）  

ピーグル犬（一群雌雄各6匹）を用いたカプセル経口（原体：0、1、8及び64mg此g   

体重／日）投与による1年間慢性毒性試験が実施された。  

各投与群に認められた毒性所見は表10に示されている。   

64mg肱g体重／日投与群雄の1例が死亡したが、検体投与に起因するものではなか   

った。   

脳及び赤血球CbE活性に検体投与の影響は認められなかった。   

本試験において、8m釘kg体重／日以上投与群雄でTPの減少等が、雌で体重増加   

抑制が認められたので、無毒性量は雌雄とも1mg肱g体重／日であると考えられた。  

（参照2）  

表101年間慢性毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見  

投与群   雄   雌   

64m釘kg体重／日   ・体重増加抑制   ・TP、A仏滅少   

8m幸甚g体重／日以上  ・TP、A帖減少   ・体重増加抑制   

1mg肱g体重／日   毒性所見なし   毒性所見なし   

（3）2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）  

Fischerラット（一群雌雄各100匹）を用いた混餌（原体：0、20、100及び500ppm）  
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投与による2年間慢性毒性／発がん性併合試験が実施された。   

各投与群に認められた毒性所見は表11に示されている。   

試験1年目に全投与群雌雄で体重増加抑制が認められたが、これは検体混餌に対  

する忌避に関連した変化と考えられた。   

血祭、赤血球及び脳CbE活性に、明らかな検体投与の影響は認められなかった。   

検体投与に関連して発生頻度が増加した腫瘍性病変はなかった。   

本試験において、100ppm以上投与群峰雄で体重増加抑制等が認められたので、  

無毒性量は雌雄とも20ppm（雄：0．9mg倣g体重／日、雌：1．Omg此g体重／日）で  

あると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照2，3）  

表112年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット）で認められた毒性所見  

雄   雌  

・甲状腺絶対及び比重量増加   ・甲状腺絶対及び比重量増加  

・肺の点状出血増加   

以上  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

・BUN増加   ・Hb減少  

・尿量減少   ・冨UN増加  

・尿量減少  

毒性所見なし   毒性所見なし   

（4）2年間発がん性試験（マウス）  

B6C3Flマウス（一群雌雄各72匹）を用いた混餌（0、25、100、400及び1，600ppm）   

投与による2年間発がん性試験が実施された。  

各投与群に認められた毒性所見は表12に示されている。対照群と投与群で死亡   

率に差は認められなかった。100ppm以上投与群雌雄で肝のび漫性肝細胞淡明化及   

び小葉中間帯脂肪空胞変性の増加が、1，600ppm投与群雌雄で肺胞壁細胞扁平上皮   

化生巣の増加が認められた。  

検体投与に関連して発生頻度が増加した腫瘍性病変はなかった。  

本試験において、100ppm以上投与群雌雄で肝の病理組織学的変化が認められた   

ので、無毒性量は雌雄とも25ppm（雄：2mg耽g体重／日、雌：3mg此g体重／日）   

であると考えられた。発がん性は認められなかった。（参照2、3）  

表12 2年間発がん性試験（マウス）で認められた毒性所見  

雄   雌   

・体重増加抑制、摂餌量減少、摂  。体重増加抑制、摂餌量減少、   

餌効率低下   摂餌効率低下   

・腎絶対及び比重量減少   ・肺胞壁細胞扁平上皮化生巣増   

・肝絶対及び比重量増加   加   

投与群  

1，600ppm  
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・肺胞壁細胞扁平上皮化生巣増加  

・肝小葉中間帯大脂肪空胞形成の・  

増加  

400ppm以上  

100ppm以上  ・び漫性肝細胞淡明化の増加   ・び漫性肝細胞淡明化の増加  

・肝小葉中間帯微細脂肪空胞形成  ・肝小葉中間帯大脂肪空胞形成  

の増加   の増加   

25pI）m   毒性所見なし   毒性所見なし   

12．生殖発生毒性試験  

（1）2世代繁殖試験（ラット）（か  

SDラット（一群雌雄各30匹）を用いた強制経口（0、2、10及び40m釘kg体重／   

日、溶媒：1．0％Tween80添加0．7％CMC溶液）投与による2世代繁殖試験が実施   

された。第2世代では、40mが転体重／日投与群で新生児の死亡が多く認められた   

ので、2回交配、出産させた（児動物Fla及びFlb）。F2aは離乳後も検体を投与し   

た。  

親動物及び児動物における各投与群で認められた毒性所見はそれぞれ表13に示さ   

れている。  

本試験において、親動物では10m釘kg体重／日以上投与群雌雄に体重増加抑制等   

が、児動物では40mg此g体重／日投与群2に生存率の低下及び低体重が認められたの   

で、無毒性量は親動物では雌雄とも2mg肱g体重／日投与群、児動物では雌雄とも10   

m釘kg体重／日であると考えられた。（参照2）  

表13 2世代繁殖由験（ラット）①で認められた毒性所見  

投与群   
親P、児：Fl  親：Fl、児：F払及びF2b  F28（離乳後）  

雄   雌   雄   雌   雄   雌   

40mg   ・体重増加  ・体重増加   ・体重増加  ・体重増加  

此g体重／日   抑制  抑制   抑制  抑制  

10ng   10mg瓜g体  ・体重増加  ・小葉中心性  10mg舷g体  ・体重増加  10mg此g体  
親 動  肝細胞肥  垂／日以下毒  抑制   重／日以下毒  

物  
性所見なし  大   性所見なし   ・小葉中心性  

肝細胞肥大   

2mg  毒性所見   毒性所見  毒性所見  

此g体重／日  なし   なし  なし   

・生存率の低下  ・低体重  

児 動  ・生存率の低下  

10 mg 毒性所見なし  毒性所見なし  

物   

（2）2世代繁殖試験（ラット）②  

2本試験では児動物の体重を雌雄分けて分析していない。  
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SDラット（一群雌雄各25匹）を用いた強制経口（0、2、20及び100m釘kg体  

重／日、溶媒：0．5％CMC溶液）投与による2世代繁殖試験が実施された。   

親動物及び児動物における各投与群で認められた毒性所見はそれぞれ表14に示  

されている。   

児動物では、いずれの投与群においても検体投与の影響は認められなかった。   

本試験において、親動物では20mg肱g体重／日以上投与群雌雄で肝絶対及び比重  

量増加等が認められたので、無毒性量は親動物の雌雄とも2mg佗g体重／日と考えら  

れた。児動物では検体投与の影響は認められなかったので、無毒性量は100mかkg  

体重／日と考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。（参照2、3）  

表14 2世代繁殖試験（ラット）②で認められた毒性所見  

親P、児：Fl  親：Fl、児：F2  

雄   雌   雄   雌  

・体重増加抑制   ・小葉中心性肝細  ・体重増加抑制   ・体重増加抑制  

日  ・肝腫大   胞肥大   ・肝絶対重量の増  ・肝比重量の増加  

・腎絶対及び比重  加   ・小葉中心性肝細  

量の増加  ・腎臓比重量の増  

・腎緑褐色化  加  

・腎再生／変性、硝  ・腎腫大  

子滴、球状円柱  ・腎尿細管上皮球  

状円柱   

・肝絶対及び比重  ・肝絶対及び比重  ・肝比重量の増加  20mg此g体重／日  
／  量の増加   ・小葉中心性肝細  以下毒性所見なし  

・肝腫大  ・肝腫大   胞肥大  
・小葉中心性肝細  ・腎尿細管上皮再  

胞肥大  生・変性、硝子  
滴   

体  毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   

毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   毒性所見なし   

／   

投与群   

100 Illg 

肱g体重／  

親  

動 物        20mg  

此g体重  

以上  

2mg此g  

重／日   

児  100mg   

動  此g体重   

物  以下  

（3）発生毒性試験（ラット）  

SDラット（一群雌17～23匹）の妊娠6～19日に強制経口（原体：0、5、25及   

び150mg此g体重／日、溶媒：0．5％Tween80添加CMCO．7％溶液）投与し、発生   

毒性試験が実施された。  

母動物では150mg肱g体重／日投与群で体重増加抑制が認められた。  

胎児では150mg肱g体重／日投与群で低体重及び胸骨変異が認められたが、これ   

らの変化は母動物の体重増加抑制に関連すると考えられた。  

本試験の無毒性量は、母動物及び胎児とも25mg肱g体重／日であると考えられた。   

催奇形性は認められなかった。（参照2、3）  

（4）発生毒性試験（ウサギ）  

NZWウサギ（一群雌16匹）の妊娠6～18日に強制経口（原体：0、20、100及び  
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200mg茂g体重／日、溶媒：0．5％CMC溶液）投与し、発生毒性試験が実施された。   

母動物では200m釘kg体重／日投与群で肝絶対及び比重量の増加が認められた。   

胎児に投与の影響は認められなかった。   

本試験の無毒性量は母動物で100m釘kg体重／日、胎児で200mg肱g体重／日であ  

ると考えられた。催奇形性は認められなかった。（参照2、3）  

13．遺伝毒性試験  

チオペンカルブ及び代謝分解物に関しては多くの遺伝毒性試験が実施された。結   

果は表15及び表16に示されている。  

チオペンカルプでは、細菌を用いたDNA修復試験及び復帰突然変異試験、ラッ   

トを用いた不定期DNA合成（UDS）試験、マウスリンフォーマTK試験、チャイ   

ニーズハムスター肺線維芽細胞を用いた染色体異常試験、ヒトリンパ球を用いた染   

色体異常試験、マウスを用いた小核試験及び優性致死試験が実施された。これらの  

うち、細菌を用いる復帰突然変異試験の一部で弱陽性、血I血の染色体異常試験   

及び体細胞突然変異試験で陽性であった。血血の試験では、小核試験で陽性が示   

されたが、UDS試験及び優性致死試験では陰性であった。マウス経口投与小核試験   

では、単回経口投与において雄で1，080mg肱g、雌で810～1，620m釘kg体重の投   

与量で小核の出現頻度が増加したが、マウスの経口投与におけるLD50が雄で1，100   

m釘kg体重、雌で1，400m釘kg俸重であり、u）別に近い投与量での反応であった   

こと、また、ラットを用いたUDS試験およびマウスを用いた優性敦死試験で陰性   

であったこと、さらに、チオペンカルブのラット及びマウスによる発がん性試験に   

おいて発がん性が認められていないこと、ならびに生殖発生毒性試験において問題  

となる所見がなかったことを総合的に判断すると、チオペンカルブが生体内で問題   

となる遺伝毒性を発現する可能性は低いものと考えられた。（参照2，3）  

表15 遺伝毒性試験概要（原体）  

試験  対象  処理濃度・投与量   結果   

チオペンカ  DNA修復試験  戯曲βぴぁ肋   
ルブ  ①   （H17，M45株）  

原液、5％溶液   陰性  

血血ノ       DNA修復試験  

②   （H17，M・45株）   
1～100％   陰性  

DNA修復試験  

③   （H17，M・45株）   
10～10，000トgダイスク   陰性  

復帰突然変異試  

験①   Typhm血um  ①原液，5％溶液  

（m1535，m1536，  （原休及び精製晶、・S9）  

TA1537，m1538株）  ②原液，0．1％溶液   陰性  

肋血α道  
（原体、・S9）  

（WP2ム仁r株）  

且T丸正i皿udum 
什A1535，m1536， ③原液，1％溶液  
m1538株）  （精製品、・S9）   

度∝必（WP2ム仁r株）  
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復帰突然変異試  

験②  

且Typbi皿血um  
10～5，000pg／70レートト／・S9）   弱陽  

（mlOO株）  性1）  

復帰突然変異試  

験③   （m1535，m1536，  
m1537，m1538株）  100、1，000ドgグレート   陰性  

属㍉刀必（WP2ムcr株）  

染色体異常試験   ①10～鮒帽／mL（－S9）  
チャイニーズハムスタ  

ー肺線推芽細胞  
胞採取）  

②4．5～36．0けg／mL（＋S9）  
陽性  

（処理後6時間で細胞  

採取）  

染色体異常試験   
ヒトリンパ球   

①5～20pg／m以・S9）  

②10～40帽／mLトS9）   
陰性  

体細胞突然変異   マウスリンフォーマ細  

試験  胞  
①5．16～103膵／血L（・S9）  

②0．645～25．8帽／血LトS9）   
陽性   

軋5178Y3．7．2c株）  

チオペンカ  ①単回経口投与  

雄：0～1，080mg肱g体重  
雌：0～1，620皿g肱g体重  

BDFlマウス骨髄細胞  陽性  
（一群雌雄各5匹）  

②4日間連続経口投与  

雌雄：0、540mg晦体重／日（最  
終投与24時間後と殺）  

優性致死試験   ①雄：単回経口投与  

ICRマウス  
600mg瓜g体重  

②雄：5日連続経口投与  
陰性  

33、100、300mg肱g体重  

不定期DNA合 UDS  
成（）試験   D  150、500mg此g体重  陰性  

①   

不定期DNA合 UDS  
成（）試験   SD 50、100、500mg肱g体重   陰性  

②   

注）＋／－S9：代謝活性化系存在下及び非存在下  

1）代謝活性化系非存在下における最高濃度でのみ弱陽性、他は陰性   

代謝物及び原体混在物において、DNA修復試験及び復帰突然変異試験が実施さ  

れた。植物体内及び土壌中で生じる代謝（分解）物M・17は、一部の菌株に対し代  

謝活性化系存在下において、復帰突然変異性試験において陽性を示したが、M・17  

の生成量はごく少量であることから、生体にとって問題となるものではないと考え  

られた。その他の代謝物及び原体混在物における試験はすべて陰性であった。（表  

16）（参照2）  

表16 遺伝毒性試験概要く代謝物及び原体混在物）   



試験  対象   処理濃度・投与量   結果   

DNA修復試験  且β打ろ血 （H17，M－45株）   10～10，000ドg斤すィスク   陰性  

代謝物M－2            復帰突然変異  且Typ血dum 什A1535，m1536，  
試験  m1537，m1538株）  100、1，0001唱げレート（－S9）   陰性   

．尻．適WP2ムα株）  

丘取pbm山元m  

代謝物M・7  復帰突然変異  
（m97，TA98，mlOO，  200～12，800トg〝○レート   
m1535，m1537株）  ト／・S9）   

陰性  

且α滋（WP2打ⅧA株）  

丘取pbimwium  
代謝物   復帰突然変異  （m97，m8，mlOO，  200～12，800llg／7■レート   
M－14   試験   m1535，m1537株）  （叶S9）   

陰性  

且α滋（WP21J血株）  

丘Typ出皿u血um  
代謝物   復帰突然変異  仕A97，m98，mlOO，  500～32，000llg〝■レート   
M・15   試験   m1535，m1537株）  （叶S9）   

陰性  

月㍉刀必（WP21J血株）  

且丁丸山im血m  
仕A97，TA98，   250～16，000叫g〝○レート   

代謝物   復帰突然変異  m1535，m1537株）   ト／・S9）   
陰性  

M・17   試験   且α必（W2ぴⅥn4株）  

丘取pbi皿血um   125～16，000■釘70レート   

什AlOO株）   ト／・S9）   
陽性D  

見物hm血m  

代謝物   
仙旭8，mlOO，  

復帰突然変異  
TÅ1535，TA1537，  

10～10，000脚○トト   
M・26   試験  ト／・S9）   

陰性  

TA1538株）  
且適（WP2打頭株）  
且顆phmudun  

代謝物   復帰突然変異  什A97，TA98，mlOO，  25～1，600什g〝○レ小ト／・S9）   M・27   試験   m1535，m1537株）  陰性  

点適（Ⅵ甲2打崩株）   

長町pbim血um  
代謝物   復帰突然変異  （m97，m98，mlOO，  10～640一節○レート（＋／・S9）   M－33   試験   m1535，m1537鋲）  陰性  

且・適（WP21J血株）   

原体  
丘取pbm血nm  

混在物  

Ⅰワ   
復帰突然変異 試験  作A97，m98，mlOO， m1535 陰性   ，m1537株）  

且c〔滋（WP餌頭株）   

DNA修復試験  且gェ止血 （H17，M・45株）   1～100％   陰性  

原体  £Typhim血m  
混在物  什A98，mlOO，  
Ⅰ・8  復帰突然変異  m1535，m1537，  

試験  
10～5，000ドg〝○レートト／・S9）   陰性   

m1538株）  
且α滋（W2ム汀株）  

点gぴム地  
DNA修復試験   （H17，M・45株）   20～2，000けg／ディスク   陰性  

原体  

混在物  
且Typbim血Ⅵm  

Ⅰ・9  復帰突然変異  （m98，mlOO，  10～5，000膵〝○レートト／一S9）   
陰性   試験  TA1535，m1537，  

TA1538株）  
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且cc滋（WP2ムα株）  

DNA修復試験  且βぴぁ肋 （H17，M－45株）   20～2，000いg斤～ィスク   陰性   

且Typもi皿血um  
（m98，mlOO，  

復帰突然変異  
TA1535，TA1537，  

試験  
10～5，000膵げレート（＋／－S9）   陰性   

m1538株）  
且α妨（Wp2ムα・株）  

注）叶S9：代講雨舌性化系存在下及び非存在下  

1）代謝活性化系存在下でのみ陽性、他は陰性   
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Ⅱ．食品健康影響評価   

参照に挙げた資料を用いて、農薬「チオペンカルブ」の食品健康影響評価を実施し   

た。   

動物体内運命試験の結果、チオペンカルプは主として尿中に排泄されると考えられ   

た。尿中の主要代謝物はM－8、糞中の主要代謝物はM・2、M－7、M－8、M・14及びM・15   

であった。   

植物体内運命試験の結果、主要な代謝物はM・2、M－7、M－14、M－15、M－16及び   

M－17であった。  

チオベンカルブ、代謝物M・7、M・15及びM・16を分析対象化合物として作物残留   

試験が実施された。チオペンカルブの最高値は、最終散布68～84日後に収穫したえ   

だまめ（子実）の0．008m釘kgであった他、ほとんどが定量限界未満であった。代謝   

物はすべて定量限界未満であった。また、魚介類における最大推定残留値は0．045ppm   

であった。   

各種毒性試験結果から、チオペンカルブ投与による影響は主に肝臓及び腎臓に認め   

られた。発がん性、催奇形性は認められなかった。遺伝毒性に関しては一部の試験で   

陽性結果が認められたものの、生体にとって問題となるものとは認められなかった。   

各種試験結果から、食品中の暴露評価対象物質をチオペンカルブ（親化合物のみ）   

と設定した。  

各試験の無毒性量等は表18に示されている。   

食品安全委員会は、各試験で待られた無毒性量の最小値がラットを用いた2年間慢   

性毒性／発がん性併合試験の0．9mg瓜g体重／日であったので、これを根拠として安全   

係数100で除した0．009mg肱g体重／日を一日摂取許容量（ADI）と設定した。  

0．009mg此g体重／日  

慢性毒性／発がん性併合試験  

ラット  

2年間  

混餌  

0．9m釘kg体重／日  

100   

ADI  

（ADI設定根拠資料）   

（動物種）   

（期間）   

（投与方法）   

（無毒性量）   

（安全係数）  

暴露量については、当評価結果を踏貰えて暫定基準値の見直しを行う際に確認する  

こととする。  
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表18 各試験における無毒性量等  

動物種   試験  

90日間  

亜急性神経  

毒性試験   

6カ月間  

慢性毒性  

試験   

2年間  

慢性毒七日  

発がん性   

併合試験   

2世代  

繁殖試験①   

2世代   

繁殖試験②  

投与量  無毒性量（mg／kg体重／日）1）  
試験   

（皿g瓜g体重／日）  農薬抄録   米国  

90日間  0、2、20、100   雌雄：2   雌雄：2  

亜急性神；  

毒性試験  雄：肝絶対及び比重量の増加等  

雌：体重増加抑制等  

（神経毒性は認められない）   （神経毒性は認められない）  

6カ月間  0、30、100、300  

！ヱp9qpp竺＿……＿  

試験  雄：0、2．5、8．5、  

25．4、83．8  

雌：0、2．8、8．6、  

26．7、90．2   

2年間  0、20、100、500  雌雄：1  

ヨ   

雌雄：体重増加抑制等   雌雄：体重増加抑制等  

雌：0、1．0、5．4、26  （発がん性は認められない）  

2世代  0、2、10、40   親動物  

繁殖試験①  雌雄：2  

児動物  

雌雄：10  

親動物：体重増加抑制等  

児動物：生存率低下、低体重  

2世代  0、2、20、100   親動物   親動物  

繁殖試験②  雌雄：2   雌雄：2  

児動物   児動物  

雌雄：100   雌雄：100  

親動物   親動物  

雌雄：肝絶対及び比重量の増加  雌雄：肝及び腎の病理組織学  

等   的変化  

児動物   児動物  

雌雄：影響なし   雌雄：影響なし  

（繁殖能に対する影響は認め  （繁殖能に対する影響は認め  

られない）   られない）   

母動物及び胎児：25   母動物及び胎児：25  

試験   発生毒性   0、5、25、150  母動物：体重増加抑制   母動物：体重増加抑制  

胎児：低体重、胸骨変異   胎児：低体重等  

（催奇形性は認められない）   （催奇形性は認められない）   

61  



無毒性量（m釘kg体重／日）1）  

動物種   

試験  
投与量 （mg肱g体重／日）  農薬抄録   米国   

マウス  90日間  0、30、100、300、  

亜急性  ＿亭ヱpqqpp梁＿＿＿…＿＿  

毒性試験    雄：0、6．7、16．7、  

50．0、517  

雌：0、4．0、16．0、  
48．0、500   

2年間  0、25、100、400、  雄：3 雌：5  

発がん性  

試験  雄：0、2、10、40、   

166  （発がん性は認められない）   （発がん性は認められない）   

雌：0、3、11、42、  

191  

ウサギ  発生毒性  0、20、100、200  母動物：100   母動物：100  

試験  及び胎児：200   及び胎児：200  

母動物：肝絶対及び比重量の増  母動物：肝絶対及び比重量の  

加   増加  

胎児：毒性所見なし  胎児：毒性所見なし  

（催奇形性は認められない）  

（催奇形性は認められない）   

イヌ  28日間  0、1、4、16、64   雄：16、雌：1  

亜急性  

毒性試験  雄：体重増加抑制等  

雌：唾液過多  

1年間  0、1、8、64   雌雄：1   雌雄：8  

慢性毒性  

試験  雄：TP減少等  雌雄：肝及び腎重量の増加等   

雌：体重増加抑制  

NOAEL：0．9   NOAEL：1  

ADI  ADI：0．009   cR8〕：0．01  

SF：100   W：100   

ADI設定根拠資料  
ラット2年間慢性毒性／発がん  ラット2年間慢性毒性／発がん  

性併合試験   性併合試験   

NOAEL：無毒性丑 SF：安全係数 ADI：一日摂取許容量 cRfD：慢性参照畳 UF：不確実係数  
1）：無毒性量欄には、最小毒性量で認められた主な毒性所見等を記した。  
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＜別紙1：代謝物／分解物及び原体混在物略称＞  

記号  略称   化学名   

M・2  代謝物【2】   S4－Chlorobenzy1Nethylthiocarbamate   

M－4  代謝物［4】   4・Chlorobenzy1mercaptan   

M・5  代謝物【5j   4・Chlorobenzy1alcohol   

M・6  代謝物【6］   4－Chlorobenzaldehyde   

M－7  代謝物［7】   4－Chlorobenzoicacid   

M－8  代謝物【8】   4－Chlorohippwicacid   

M・14  代謝物【14】   4・Chlorobenzy1methylsulfoxide   

M・15  代謝物【15】   4・Chlorobenzy1methylsulfon   

M－16  代謝物［16】   4・Chlorophenylmethanesulfomicacid   

M・17  代謝物［17】   S4－Chloro・2・hydroxybenzy1NNdiethylthiocarbamate   

M・20  代謝物【20】   4－Chlorosalicylicacid   

M・26  代謝物【26】   S4－ChlorobenzylNethyl，Nvinylthiocarbamate   

M－27  代謝物【27】   S4・Chlorobenzy1NNdiethyl・Soxo－thioca上bamate   

M・33  代謝物【33】   Sbenzy1NNdiethylthiocarbamate   

M・43  代謝物【43】   S（4－Chloro・3・hydroxybenzy1）NNdiethylthiocafbamate   

M－47  代謝物【47】   4・Chlorobenzyldiethylamine   

B  bencaI・b   0［（4・Chlorophenyl）methyl］diethylcarbamate   

原体混在物  

化学名   

Ⅰ－7  原体混在物－7  

Ⅰ－8  原体混在物－8  

Ⅰ－9  原体混在物－9  

Ⅰ－10  原体混在物－10  記号  略称  
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＜別紙2：検査値等略称＞  

略称   名称   

ACh   アセチルコリン   

ai   有効成分量   

Alb   ア′レプミン   

BCF   生物濃縮係数   

BSP   プロムサルファレイン   

BUN   血液尿素窒素   

CbE   コリンエステラーゼ   

Cmax   最高濃度   

CMC   カルポキシメチルセルロース   

FOB   機能観察総合評価   

Hb   ヘモグロビン量（血色素量）   

His   ヒスタミン   

LC50   半数敦死濃度   

LD50   半数敦死量   

MCHC  平均赤血球血色素濃度   

PEC   環境中予測濃度   

PHI   最終使用から収穫までの日数   

Tl佗   消失半減期   

TAR   総投与（処理）放射能   

T皿弧   最高濃度到達時間   

TP   総蛋白質   

TRR   総残留放射能   

Ure   尿素   
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＜別紙3：作物残留試験成績＞  
試  

残留値（mg耽g）  

回 数  M15  M16  M7  

（回）   

数   
最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値   

86一  

1   107   ＜0．01  ＜0．01  ＜0．005  ＜0．005  ＜0．01  く0．01  ＜0．01  ＜0．01   

作物名 （分析部位） 実施年   験 園 場   使用量 （gai血a）      PHI （日）  

水稲  

（稲わら） 1983年  3  4000G  1  86－ 107   ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  ＜0．02  く0．02  ＜0．02  0．26  0．11   

小麦  212  

（種子）  2  6250EC  1  

1984年  245   

大麦  209  

（種子）  2  4000G  1  

1994年  243   

とうもろこし  109  

らっかせい  125  

（乾燥子実）  

2002年   150   

ばれいしょ  119  

1993年   

（塊茎）  2   4000EC  口   120  ＜0．005  ＜0．004  

（塊茎）  2  4800DG  

2002年  199   

レタス  

（茎葉）  2  5000E？  ロ  63－ 80   ＜0．02  ＜0．02  

1971年  

リーフレタス  

（茎葉）  2  5000t：C  ロ  43－ 45   ＜0．01  ＜0．01  

2005年  

たまねぎ  127  

（鱗茎）  2  5000EC  1  

1971年  225   

ねぎ  

（茎葉）  2  4800G  ロ  52－ 161   く0．005  ＜0．005  

1973年  
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試  残留値（mg戊g）  

M15  M16  M7  

作物名 （分析部位） 実施年   験 圃 場  

数   
最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値  最高値  平均値   

にんじん  116  

（根部）  2  5000EC  

1971年  121   

えだまめ  68  

（子実）  2  5000EC  1  

1984年  84   

注）G：粒剤、EC：乳剤、DG：粉粒剤   
・一部に定量限界未満を含むデータの平均を計算する場合は定量限界値を検出したものとして計算し、★  
を付した。   

・全てのデータが定量限界未満の場合は定量限界値の平均に＜を付して記載した。  
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